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はじめに

帯広畜産大学と帯広信用金庫との共同研究は，平成 12 年に開始され，本研究で 6
年目になる。この間の研究課題は，十勝・帯広の地域経済構造の特質をふまえ，農業

および関連産業を中心とする経済構造の把握に重点を置いてきた。つまり，現在の農

業および関連産業が他産業部門へ与える影響は徐々に多様化・複雑化してきたのであ

るが，これまでの共同研究では，この側面を「フードシステムの進化」としてとらえ，

産業連関分析，地域圏民経済分析等の手法を用いて，地域経済への波及，バブル経済

崩壊以降の経済構造再編の諸相を明らかにしてきた。

このような整理をふまえ，平成 16 年度共同研究では，十勝地域の農業および関連

産業が今後進むべき方向として，地域循環型フードシステムを確立することが重要で

あること，さらにそれが持続的かつ自立的なものであるためにはビジネスとして成立

していることが必要であるとの認識から，「エコフードビジネスモデル」を提起し，生

産から加工，消費にいたる動脈産業と食品残さの再利用を主とする静脈産業のバラン

スのとれた発展と，それを支える地域プラットフォームの役割の重要性を指摘した。

これらの研究成果および地域経済に対する提起は，今後のフードシステムを中心とす

る十勝圏経済の進路について重要な課題を示したものと認識している。

この間，十勝圏における農業粗生産額は高水準を維持し続けた。名目額では昭和 59
年度から連続して 2 千億円を超えている。また，比率でも全道農業産出額の 20%をこ

え，わが国有数の農業中核地帯としての性格を維持している。われわれの共同研究が

明らかにしたように，農業部門の他産業部門に与える経済波及効果は少なくなく，十

勝圏経済の重要な柱としての役割を果たし続けている。

しかし一方，十勝圏における社会環境はどのような変貌を遂げたであろうか。好調

さを維持する農業生産と同様に，生活環境としての地域も活力あふれるものと評価で

きるであろうか。この点に関する限り，現状は必ずしも楽観視できるものではないの

ではないか。これが今年度のわれわれの共同研究の出発点である。

十勝の中心都市である帯広市の人口は減少の一途にあり，同時にドーナツ化現象に

よる中心市街地の停滞傾向は近年深刻化してきている。また農村部にあっても，好調

な農業生産とは裏腹に，地域住民に適切な社会サービスを提供する基盤が十分整備さ

れているのかというと，逆にやや後退しているのではないかとさえ思われるのである。

言い古された表現ではあるが，農業栄えて地域が滅ぶような事態はあってはならな

いのであり，健全な地域社会の形成，将来にわたって多くの住民が十勝圏に定住でき

る社会の構築は，なににもまして重要であるといえるであろう。

われわれが取り組まなければならない課題は多方面に及ぶであろう。中でも最重要

課題と考えられるのは，人口減少過程における地域再生が求められているという点で

ある。戦後，特に高度経済成長を経てバブル期までは，速度に差はあれ拡大するパイ

の存在が，様々な問題の顕在化を防いできたという側面が存在する。しかし現在は，
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絶対的な人口の減少，生産年齢人口の減少，少子高齢化が進行しているのである。も

はや問題の先送りは不可能となり，それぞれの問題を正しく理解し，解決策を模索す

ることが求められている。  
 我々が取り組まなければならない課題は非常に重要かつ緊急を要するものであると

考えられる。同時にこれは，道内では札幌をのぞく多くの諸都市が共通して抱えてい

るものである。十勝・帯広は，北海道のなかでも北海道らしい地域として，注目され

ている。十勝・帯広において示される解決策が他地域にも有益な示唆を与えるものと

思われる。  
 以上のような問題意識のもと，我々は十勝・帯広の地域づくり・街づくりという課

題で共同研究に着手するに至った。これは帯広市の街づくりと周辺農村部の地域づく

りを個別的に議論するのではなく，両者の役割分担を明確化させつつ，有機的なつな

がりを持った魅力的な地域を一体的に形成することを念頭に置いている。  
 十勝圏は帯広市を中心としてその周辺に農村部が位置するという，非常に明確な空

間的構造を有している。それに起因して，社会生活における役割についても，帯広市

と周辺農村部とでは明確な分担関係を担うことで効率的かつ豊かな社会を形成するこ

とが求められていると考えられる。つまり，中心部である帯広市は，農村都市として

地域住民に対して都市的サービスを供給することが求められよう。これに対して周辺

農村部は，安全な食料の供給はもちろん，農村らしい，豊かな自然を背景とした十勝

独特の景観や豊かな食を利用した休養サービスなどが求められるものと思われる。こ

れらは双方が補完的な関係を保ちつつそれぞれを充実させることによって有機的な関

係を保ち，十勝圏全体として豊かな社会構造を形成することが求められていると考え

られる。  
 恵まれた環境をふまえ，地域住民が今後とも豊かに生活できる地域として十勝・帯

広地域を発展させて行きたいと願ってやまない。今取り組むべき課題は山積している

と考えられるが，関係諸団体の協力によってよりよい地域社会の形成がはかられて行

くものと期待される。これに対して本報告書も何らかの形で寄与できるのではないか

と自負している。  
 最後に，本報告書はさまざまな個人・団体の協力を得て作成された。その詳細を示

すことはできないが，ここに記して感謝の意を表する。  
 

平成 18 年 3 月  
研究代表者帯広畜産大学  

仙北谷 康  
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第 1 章 十勝・帯広地域の地域づくり・街づくりと法制度

１．地方分権と住民参加型の地域づくり・街づくり

昭和 37 年 10 月，当時の池田内閣は第 1 次全国総合開発計画を策定し，それ以

降，第 2 次（昭和 44 年，佐藤内閣），第 3 次（昭和 52 年，福田内閣），第 4 次（昭

和 62 年，中曽根内閣），第 5 次（平成 10 年，橋本内閣）まで「土地，水，自然，

社会資本，産業蓄積，文化，人材等によって構成される国土の望ましい姿」を「長

期的，総合的，空間的」に示してきた。

この間，首都圏への一極集中はある程度緩和してきたが，しかしそれに代わっ

ていわゆる太平洋ベルト地帯への集中，それ以外の地域との新たな格差構造が形

成されるにいたった。地方圏では中心市街地の空洞化，農山村の過疎化は大きな

問題として注目されている。平成 17 年からわが国は人口減少局面に入ったが，そ

れ以前から地方圏では人口の減少が始まっており，都市圏との様々な面での格差

は拡大していた。

北海道全体を見ると，人，資本，情報等の札幌圏への集中が顕著である。先の

日本経済新聞の記事でも，北海道の都市のイメージをランク付けすると帯広市は

道内で 4 番目と好位置にあるが，札幌と回答した人が 545 人に対して 2 位の旭川

は約 30 人，3 位がニセコで約 15 人，4 位の帯広は約 10 人である。北海道では札

幌の「一人勝ち」の様相にある(日本経済新聞，平成 18 年 8 月 24 日)。

現在，多方面で議論されている，国から地方自治体に権限および財源を委譲す

るという地方分権の取り組みは，将来の地域づくりを考える上での大きな課題で

ある。関係する自治体間で利害調整を図りつつ，積極的に取り組んでいくことが

重要であろう。その際には，地域の将来像をどのように描き，そこにどのように

して到達するのかという筋道の提示が求められることになろう。しかしその一方

で地方自治体が取り組まなければならない課題は山積しており，行政任せではな

い新たな地域づくり，街づくりの手法が求められている。

そこで注目されるのが，「住民参加型」の地域づくり・街づくりである。これに

ついてはすでに様々な個人，民間団体，民間企業，さらには NPO，NGO の取り組み

が実践されており，十勝地域でも特筆すべき，また全国からすでに注目される実

績が見られるようになっている。

本研究では十勝・帯広地域における地域づくり・街づくりについてその取り組

みの現状と課題を明らかにするものであるが，そこでの一つのキーワードは，「住

民参加」である。行政任せではない取り組みを通して，将来にわたって住み続け

たい地域をいかに創出して行くのか，自立的なビジョンにたった地域づくり・街

づくり構想が求められていると考えられる。
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２．まちづくり三法のねらいとその改正

昭和 49 年に施行された「大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関

する法律」(大店法)が平成 12 年に廃止され，これに代わっていわゆる「まちづく

り三法」（大規模小売店舗立地法，中心市街地活性化法，都市計画法）が制定され

た。

大店法とは，大型量販店の無秩序な出店は，地域の中小小売店に与える影響が

大きいため，消費者の利益保護に配慮しつつ，大型店の出店面積，年間休日，閉

店時間等に一定の規制をもうけた法律である。

しかしながら日米構造協議における規制緩和，市場開放の圧力の中で，見直し

を求める声が内外で強まっていった。またこれとは別に，大店法の有効性そのも

のを疑問視する声もあった。つまり，大店法は既存の商店街に与える影響を考慮

し，出店の調整を義務づける法律であったが，しかしこの間のモータリゼーショ

ン，ワンストップショッピングの一般化，郊外への市街地の拡張等があり，消費

者のライフスタイル，特に買い物行動は，既存の商店街のサービスには合致しに

くいものとなってしまった。

これにうまく適応したのが郊外型の量販店である。つまり，「大店法の成立とそ

の運用の強化により，1980 年代になってからは大型店は事実上市街地には出店で

きなくなった。つまり『出店禁止法』ともいうべき強い性格を持つことにより，

その結果が大型店の郊外建設ラッシュを呼び，それどころか，その周辺に集客を

当て込み，各種の飲食店をはじめとする新規開業の個店のラッシュが続いた。」(中

沢[2001])

平成 12 年に大店法が廃止され，これに代わって制定された「まちづくり三法」

であるが，このうち中心市街地活性化法(平成 10 年制定)は，中心市街地の活性化

のためには中心部商店街の活性化が欠かせないとの認識から，市街地の整備改善

と商業等の活性化を一体的に推進するものである。また大店立地法(平成 12 年制

定)は，大型店の立地に際して，「周辺の生活環境の保持」の観点から配慮を求め

るものである。さらに都市計画法の改正(平成 10 年)は，大型店を都市計画の中で

とらえ，その立地の適・不適を全体的な土地利用の中で判断するものである。

しかしながら中心市街地の現状は依然として厳しいものがあり，中心部の居住

人口は減少し，商店街もいわゆる「シャッター街」となってしまったところが少

なくない。平成 16 年 9 月には総務省「中心市街地の活性化に関する行政評価・監

視結果に基づく勧告」が出され，統計指標の動向等から判断すると，中心市街地

活性化が図られていると認められる市町村は少ない状況にあり，中心部活性化策

の成果が出ていない制度等の運用状況の改善が勧告された。これに対しては，ま

ちづくり三法自体の不備も指摘されている。つまり，中心市街地活性化法に基づ

く活性化策の実効性が薄い点，都市計画法による大型店等の立地調整機能が弱い



3

点が特に問題とされている(横内[2006])。

これらを受け，経済産業省では，「産業構造審議会流通部会・中小企業政策審議

会中小企業経営支援分科会商業部会合同会議」が開催され，中間報告として，「コ

ンパクトでにぎわいあふれる街づくり」を目指すことが重要であるとの指摘がな

された。これをうけ，「都市機能の市街地集約」「中心市街地のにぎわい回復」を

目途とする「改正 中心市街地活性化法」が平成 18 年度通常国会に提出，平成

18 年 6 月に公布された。また国土交通省にあっては，「中心市街地再生のための

街づくりの在り方に関するアドバイザリー会議」が開かれ，報告書「中心市街地

再生のための街づくりの在り方について」が出された。この中で，集中と選択に

よる明確な政策的目標を持ち，責任を持って取り組む主体を支援する方針が出さ

れ，「改正 都市計画法」が同じく平成 18 年度通常国会に提出され，平成 18 年 5

月に公布された。

まちづくり三法の改正に対しては，日本経団連は，郊外の工場跡地などへの大

型商業施設の進出を規制するような法律の見直しに反対の態度を明らかにしてい

た。他方，日本商工会議所は見直しを積極的にすすめていた。小売企業の，「中小

企業対大企業」といった構図ができつつあった。

商工会議所としては，郊外に進出した大型量販店をもう一度中心部に呼び込み，

中心部の活性化の一翼を担うことを期待するものであった。しかし経団連側とし

ては，大型量販店は郊外でこそそのメリットを生かせるものであり，中心市街地

での展開は課題が多いという考えが根底にある。

大店法およびまちづくり三法は，中心市街地に位置する中小企業・中小小売店

の立場に立って大型小売店の経済活動に一定の制約を課するものとして制定され

てきた。しかし実際には期待された成果が得られず，その間中心市街地の衰退に

歯止めはかからなかったのである。

しかしここで考慮が必要なのは，中心市街地の衰退は，単に郊外に展開した量

販店の影響だけなのであろうか，ということである。この間，中心部市街地の商

店街は，顧客を引き留めておくためにどのような努力を積み重ねてきたのであろ

うか。この点については地域住民など，外部からの検証が必要であろう。

郊外への大型量販店の進出は，それを支持する消費者である地域住民の存在が

あって成り立つものである。この点への配慮を欠く郊外への量販店の出店規制は，

地域住民の支持を得られないであろう。

しかしその地域のいわば「顔」である中心市街地の衰退は，地域全体の衰退に

結びつきかねず，また，モータリゼーションから取り残された住民にとっては様々

な社会サービスへのアクセスが制限され，生活環境の悪化・生活水準の低下はさ

けられない。

様々な住民層・消費者層からなる地域社会にあって，街づくり・地域づくりを

押し進める場合には各層の利害調整が必要となってくる。課題の明確化を図り議
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論を積み重ねることがもとめられる。より多くの住民の声を集約した「住民参加

の街づくり」が必要であるといえる。

３．十勝地域における農村社会の変貌と農業の多面的機能

十勝地域の農村部に注目すると，個別の農業経営は，経営耕地面積規模の拡大

をともなう大規模化専業化の道をたどり，その結果，十勝地域は北海道のみなら

ず，全国を代表する農業中核地帯を形成するにいたった。農業経営も経営規模の

面ではヨーロッパ諸国の平均的な経営規模に比肩するまでに到達した。

しかし農業経営規模拡大の道は，他面では農家の挙家離村の歴史でもあった。

しばしば北海道の農村集落は「農事組合」型村落と呼ばれ，農業生産と農村生活

の両面にまたがる農家組織が農村社会の基盤をなしていたのであるが，離村によ

る農家戸数の減少は，複数農家の共同でおこなわれていた組作業が困難になるの

みならず，冠婚葬祭に代表される農村集落の社会機能維持をも困難とするように

なった。このため北海道農村集落では，しばしば集落再編が実施されていたので

ある（田畑[1988]，柳村[1992]）。

しかしそれでも農村人口が減少していくことに歯止めはかからず，かつて一定

の機能を果たしていた農村の中心市街地(役場等が位置する地区)の衰退は明らか

である。また，農村地域住民が期待する行政サービス，医療サービス，等も十分

提供できない自治体が多い。人口減少下において，高度な行政サービスや社会機

能への期待の高まりにいかに応えるのかという問題は，もはや個々の自治体だけ

では抱えきれないレベルにまで拡大しているのではないだろうか。十勝・帯広に

おける地域づくりを考える場合は，それぞれの自治体の枠組みだけではなく，そ

れをこえた全体としてのビジョン・デザインを提示することがこれから必要なの

ではないかと考えられる。

しかし他方，農山村に対しては，新たな機能が期待されている。わが国人口や

資源の一極集中を解消する上で，地域の果たす役割は大きい。中でも十勝地域で

は力強い農業生産と豊かな自然資源を背景に，魅力ある地域づくりと地域への人

口定住化の取り組みが求められていると言える。それは単に良好な景観を維持す

ることによって都市住民に自然とふれあう機会を提供すること，優れた農畜産物

を適正な価格で提供することといったことにとどまらず，例えば近年の上士幌町

においてみられる，アレルギー患者に対する保養地の提供(イムノリゾート構想)

など，具体的な健康保養面の機能など，多面的におよぶことが期待されている。

農業の多面的機能が本格的に注目されたのは，平成 11 年に制定された「食料・

農業・農村基本法」以降である。これは自由貿易体制にあって，農産物の価格支

持制作が困難になった中における，新たな農家保護政策という意味も否定できな

い。しかし将来にわたって農業・農村がわが国社会の中でどのような役割を果た
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して行くべきなのかということを考慮した場合，取り組まざるを得ない課題を含

んでいるものと考えられる。とくに直接的担い手であるはずの農業者の視点が十

分議論されているであろうか，農業者はこの農業の多面的機能をどのように評価

しているであろうか。

そこで本研究では，「住民参加」という視点から農業の多面的機能を想起した場

合，当事者である農業者自体はこの農業の多面的機能をどのように認識している

のか，そこに積極的にかかわっていこうとするインセンティブは存在するのか，

といった点を明らかにする。そのなかで，とくに農村景観に焦点を当てて農業の

多面的機能を議論している。

４．本報告書の構成

本報告書は以下のような構成をとっている。

第 2 章では，街づくりに関連して先進的な取り組みをおこなっている英国の事

例に注目し，英国における大手量販店，スーパーマーケットチェーンの進展とそ

れを支える消費者の購買行動について検討する。また中心市街地活性化に重要な

役割を果たしているタウンセンターマネジメントについてその機能と成果を紹介

する。

第 3 章では十勝地域において消費者の購買行動における中心市街地選択行動を，

確率商圏モデルによって分析した。帯広を中心とした町村の空間的広がりを十勝

のモノセントリックな構造としてとらえ，消費者の中心部からの離心傾向，求心

傾向を明らかにした。またこの分析を元に，帯広・十勝に求められる地域再生方

策を提起した。

第 4 章では，主として帯広市の中心市街地を対象として，その活性化策を帯広

市民に対する買い物行動に関するアンケート調査から分析した。この中では帯広

市の活性化は単に中心部だけを取り上げて議論すべきではなく，郊外の宅地を含

めた全体の中で総合的に判断すべきこと，その中で中心部商店街に期待される取

り組みについて明らかにした。

第 5 章は，地域農業の担い手である農業者が農村地域活性化にどのように関わ

っていく可能性があるか，ということを，農業の多面的な機能に関する農業者の

意識の面から分析・考察している。農業経営の直接所得保障政策への転換が，農

業の多面的機能への注目と農村活性化への転機になること，特に良好な景観の維

持は，グリーンツーリズム，観光業の発展にも重要な意義を有することが明らか

にされている。

また，近年農村景観の面で注目されている美瑛町を事例にその取り組みを紹介

するとともに，農業者に対するアンケート調査で，農業の多面的機能に対する認

識，良好な景観を維持するための農業者の対応等について分析した。
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最後に第 6 章では，以上を総括し，十勝・帯広地域の地域づくり・活性化方策

について提起している。
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第 2 章 先進国にみる中心市街地活性化の取り組み

－英国を事例として－

１．はじめに

わが国における，中心市街地の衰退と郊外型の量販店の進展は，モータリゼー

ションの進展，住民の家族構成の変化，就業構造の変化などによって引き起こさ

れたものであるが，これはわが国特有の現象ではなく，程度の差こそあれ先進諸

国にも広く確認される傾向といえる。郊外型量販店の増加やモータリゼーション

の普及という面では，英国や米国など一部先進諸国のほうがわが国より進展して

おり，そのため中心市街地の衰退傾向も，わが国よりも早期に経験している。こ

れら諸国には，様々な工夫・制度の導入を通じて中心市街地の衰退をくい止めて

いる事例が存在し，わが国中心市街地活性化を考える上で非常に有益な情報を提

供していると考えられる。

この章では特に英国の経験を中心に中心市街地活性化の取り組みを検討し，わ

が国に対して示唆される点，適用の可能性と課題等について分析・検討したい。

２．英国における大型小売店の進展と小売市場の支配

大手食料品小売店の市場占有率は，高緯度地帯で高い傾向があり，また，一般

的に経済発展の度合いとも弱い相関があると考えられる。第 2－1 表によると，

北欧諸国，西ヨーロッパ諸国で高く，南，東ヨーロッパで低くなっている。これ

第2－1表 食料品小売量販店上位3社
の市場占有率（％）

スェーデン 95
ノルウェー 86
オランダ 83
フィンランド 80
スイス 75
フランス 66
デンマーク 63
ベルギー 62
オーストリア 52
ポルトガル 55
アイルランド 54
ドイツ 53
英国 52
ハンガリー 48
イタリア 32
ギリシャ 25
チェコ 22
ポーランド 16
スロバキア 10
出所）IGD, 1999/2000
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は気候条件等から影響を受ける行動の制約と，経済発展に伴う，自動車，冷蔵庫

などの普及，就業構造の差などに影響を受けているためと考えられる。英国にお

ける上位 3 社の占有率は 52%と，表に示した諸国の中でさほど高いとは言えない

が，しかしわが国と比較した場合はかなりの占有率だということができる。

また，これらの数値は平成 12 年頃の値であるが，現在英国では上位 3 社で 50％
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強，上位 4 社では 75％近くにまで上昇しているという指摘もある（章末の写真参

照）。

第 2－2 図は，英国における主要小売企業の業態ごとに，その平均売り場面積

を示したものである。同一企業であっても業態によって店舗の売り場面積には差

があり，それはそのまま各企業・業態ごとの店舗展開戦略の差と見ることができ

る。  
わが国の大型店立地法では，売り場面積が千平方メートル以上の大型店は出店

に当たって届出が必要であるが，これからすると，業界 5 位の Somerfield 以上

はすべての業態で届け出が必要な規模であることがわかる。このほかにも大型店

に特化した出店戦略を持つ Morrison’s や Witerose などもあり，主要な企業業態

のほとんどすべてが大店立地法に対象となるほどの規模であることがわかる。

Peston, L. and Ennew, C(ed) [1998]によると，英国において個人食料品店が減

少し大規模量販店 (チェーン店，multiples)が増加した背景には，以下の諸点か指

摘されている。

1) 再販価格に対する規制の廃止

2) 10 進法の導入

3) 大陸との関係強化

4) 付加価値税の導入

5) 計画行政，スーパーチェーンの展開 ,
6) 小売店のプライベートブランドの開発 ,
7) メンバー制ディスカウントクラブ

8) 日曜日の開業，開業時間の延長 .

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

0 1 2 3 4 5 6 7

第2－3図  食料品の購入場所の変化

注1)(大規模スーパー/その他小売店)の比率
2)全世帯における平均支出

資料）ONS,Family Spending

チーズ

朝食用シリアル

冷凍肉，調理済み肉製品

ビスケット，ケーキなど

その他野菜
パスタ，コメ，小麦，
その他穀物

魚介類，魚介類調理品

ジャガイモ，ジャガイモ製品
(チップスをのぞく)

果実，ナッツ

牛肉(未調理)

牛乳

94/95

98/99

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

0 1 2 3 4 5 6 7

第2－3図  食料品の購入場所の変化

注1)(大規模スーパー/その他小売店)の比率
2)全世帯における平均支出

資料）ONS,Family Spending

チーズ

朝食用シリアル

冷凍肉，調理済み肉製品

ビスケット，ケーキなど

その他野菜
パスタ，コメ，小麦，
その他穀物

魚介類，魚介類調理品

ジャガイモ，ジャガイモ製品
(チップスをのぞく)

果実，ナッツ

牛肉(未調理)

牛乳

94/95

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

0 1 2 3 4 5 6 7

第2－3図  食料品の購入場所の変化

注1)(大規模スーパー/その他小売店)の比率
2)全世帯における平均支出

資料）ONS,Family Spending

チーズ

朝食用シリアル

冷凍肉，調理済み肉製品

ビスケット，ケーキなど

その他野菜
パスタ，コメ，小麦，
その他穀物

魚介類，魚介類調理品

ジャガイモ，ジャガイモ製品
(チップスをのぞく)

果実，ナッツ

牛肉(未調理)

牛乳

94/95

98/99



10

これらは 1980 年代以降，保守党サッチャー政権以降の規制緩和拡大によりも

たらされたものである。つまり小売側の要因としては，値引き販売，流通の合理

化による低コスト化，開店時間の延長などの面で体力のある量販店チェーンが個

店 (independents，papa-mama stores)よりも優位にあり，勝ち残っていったとい

うのである。他方，消費者側の論理としては，共働きの一般化により，平日の日

用品の買い物が困難になり，週末に食料品等をまとめ買いするのが一般的となっ

た。それは自動車による買い物で可能になり，また大量に購入した食料品も，冷

蔵庫，冷凍庫の普及によって自宅に保管することが可能になったのである。この

ような消費者行動に適合的なのが郊外型大型量販店なのである。

第 2－3 図は，食料品の購入場所を，1995 年前後（平成 7 年前後）と 2000 年

前後（平成 12 年前後）で比較したものである。数値は「大型店での購入 /その他

での購入」であるが，その値がさらに大きくなっている（左上へのシフト）。ほと

んどの食料品を大型量販店で購入しているが，その割合は年々増加していると見

て良い。一般市民に大型量販店での食料品購入がますます浸透しているという状

況が読みとれる。

量販店は，当初は市街地に立地するものが多かったが，80 年代以降は郊外立地

が一般的になった。これは保守党政権が進めた規制緩和が浸透してきた影響が大

きいと言われている。スーパーは他の業態と異なり，自社による土地購入と店舗

建設が特徴であるといわれている。それは，スーパーにしてみると，既存の大型

小売施設内への出店では，駐車場確保などの面で問題があり，あまりメリットが

なかったこと，また不動産会社，金融機関の側からすると，スーパーの長期リー

ス市場の成長性に確たる見通しが立てられず，融資しにくかったからと言われて

いる。

また 1970 年代以降は，非食品の分野にリテイル・ウェアハウスと呼ばれる郊

外型大型専門店の発展が見られるようになった。はじめは DIY，家具などで起こ

ったが，80 年代になると衣料品，靴のような買回品の業種でも進展が見られた。

また 70 年代以降，郊外の大型量販店の隣接地に，自然発生的に他の大型量販店

の出店が見られ，大型専門店の集積が見られるようになってきた。このような集

積は相乗効果によって大きく売り上げを伸ばすことが認識されるようになり，大

型専門店を計画的に組み合わせた施設が建設されるようになった。これはリテイ

ル・パークと名付けられ，共通の駐車場を備え，景観整備を行っている。

リージョナルショッピングセンターは，計画的に小売企業以外のデベロッパー

によって開発された，売り場面積 50 万平方フィート以上の商業施設で，核店舗

は 1 つ以上，小売店舗は最低 3 店舗以上あることが条件とされている。当初は中

心市街地か政府が開発したニュータウンの主要買物地区内のものが多かったが，

80 年代の規制緩和以降は郊外のスーパーリージョナルショッピングセンターが
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続々とオープンし，中心市街地に脅威を与えていると言われている。

３．英国におけるタウンセンターマネジメント

英国における中心市街地活性化の有力な手段として注目されるようになったの

が，タウンセンターマネジメント（Town Centre Management, 以下 TCM）であ

る。これは 80 年代初頭に，マークスアンドスペンサー (Marks & Spencer)やブー

ツ (Boots)といった全国展開もしくは海外進出まで果たしている先進的な大手小

売業者によって提唱されたという点がユニークである。

当時の中心市街地は，統一的に管理された明るく清潔なショッピングセンター

とは正反対の状況になっており，近づくと危険な場所だとさえ言われていた。郊

外型小売店との競争や「広域型ショッピングセンター」の脅威に対抗して，その

競争的地位を維持するために，中心市街地は積極的な手を打っていく必要があっ

た。  
TCM は，郊外のショッピングセンターが成功したのと同じ要因を中心市街地に

取り入れようとする試みといえる。具体的に以下に示す。  

1）中心市街地へのアクセス道路の改善

2）中心市街地内の環境の改善とオープンスペースの拡大

3）街路の清掃と企業ニーズに合うゴミ処理

4）レジャー・レクリエーション・エンターテイメント活動の振興

5）犯罪防止と安全性の行動

6）安全で快適，警備の行き届いた駐車場の設置

7）歩行者環境の改善

8）身体障害者や高齢者，小さな子供のいる家庭に対する食料品の提供促進

9）公共交通機関を含めたアクセシビリティの改善

10）中心市街地が提供するサービスの明確な基準の設定と公表，そして成

果の報告

11）定期的な来場者調査によるフィードバック作業の実施

12）標識，看板の設置や情報提供活動の改善

13）公共スペースへの芸術作品の設置

14）プロモーショナル広告の実施

現在，TCM は全国で 517 であり（2006 年），常勤のタウンセンターマネージ

ャーを雇用し活動を展開している。ほとんどの TCM はタウンセンターマネジメ

ント協会 (Association of Town Centre Management, ATCM)に加盟しているが，

これは 1991 年に設立された NGO 組織であり，中心市街地活性化に関する研究，
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議会へのロビーイング活動，会員への情報提供を柱に活動している。都市計画を

管 理 し て い る 環 境 運 輸 自 治 省 (DETR, Department of the Environment, 
Transport and Regions)とも密接に連携している。また，超党派の上院・下院議

員 240 人で構成される「タウンセンターマネジメント問題超党派国会議員連盟」

(All Party Parliamentary Group on Town Management Issues)は，ATCM の活

動を全面的に支援している。

ATCM の会員は約 450 人で，予算は約 2 億円。会員の内訳は地方自治体関係者，

タウンセンターマネージャー，ブーツやマークスアンドスペンサー，WHS とい

った大手小売業者，不動産業者，レジャー企業，小売業の業界団体等である。

４．英国東北部の事例

こ こ で は イ ン グ ラ ン ド 東 北 部 に 位 置 す る ニ ュ ー カ ッ ス ル ア ポ ン タ イ ン

(Newcastle upon Tyne)の事例を紹介する。同市は人口が約 30 万人で，かつては

造船の街として栄え，最盛期には世界の 4 分の 1 の船を製造していたと言われて

いる。第二次大戦後は造船業が衰退し，1970 年代には造船業の基盤をなしていた

炭坑の閉山もあり，ニューカッスルは中心部の空洞化，失業者の増大があり，治

安悪化，人口減少などを経験した。現在は商業，サービス業，観光業に重点を置

ニューカッスル
アポンタイン

ニューカッスル
アポンタイン

地図１ ニューカッスルアポンタイン市の位置
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いた政策を実施している。

市の人口は 30 万程度であるが，タイン川を挟んだ南岸のゲイツヘッド市をは

じめ，北部，東部の周辺市町村の約 100 万の人口の中心都市となっている。周辺

部は高速道路のほか地下鉄などによって有機的な生活圏，経済圏を形成している。

1980 年代にはニューカッスルはそれなりに活気を取り戻した。しかし重工業の

工場労働者をサービス業などへ転換することが難しく失業問題の完全な解決には

いたらなかった。このためイングランドにおいてはもっとも失業率の高い地域の

一つであった。中心部商業地の活性化もメトロセンター (metrocentre)とよばれる

巨大な郊外型大型ショッピングセンターが南西部の高速道路沿いに進出していた。

1990 年代からは外国企業も含めた企業誘致なども行っている。

市中心分地は，ビクトリア朝時代からの歴史的建物が残っており，また市南側

を流れるタイン川にはハンガーと呼ばれる鉄製の橋など何本かの特徴的な造形の

橋が架けられている。ニューカッスルからイングランド西部のカーライルまでは

ローマ時代に建築されたヘイドリアンウォールが残っており，これら資源を活用

した観光業が急速に進展した。

しかし市中心部も計画的な整備によってその活気は失われていない。市中心部

は，地下鉄（メトロ，metro）のヘイマーケット (Haymarket)駅からモニュメン

ト (Monument)駅までおよびその周辺と見てよい。この間は歩行者専用道によっ

て結ばれ，その道路脇には多数の小売店や旅行代理店，銀行，図書館などがある。

地図２ ニューカッスルアポンタイン市中心部
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またエルドンスクエアー (Eldon Square)とよばれる中心部に位置するショッピン

グセンターがあり，フェニック，ベインブリッジなど地元百貨店をはじめとする

大型小売店のほか，多数の衣料品，靴などの買回品を扱う小売店が出店している。

ニューカッスルアポンタインの TCM も ATCM に加盟し，ワークショップ，イ

ベント等の開催のほか，歩行者専用道路であるノーサンバーランドストリート

(Northumberland Street)をはじめとする中心部区域の清掃にも力を注いでいる。

写真 1 歩行者専用道路で休日を楽しむ市民
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ここで注目されるのは，中心部の活性化の主役はあくまでも衣類や靴，などの

買回品，また携帯電話取扱店，旅行代理店，喫茶店，レストラン，書籍店などの

個店であり，TCM が全面にでることはないということである。中心部の魅力は個

店の魅力であり，個店が集積した相乗的な効果が多くの市民を中心部に引きつけ

ているといってよい。

以上の事例から，中心市街地商店街の活性化に示唆されると考えられるのは以

下の諸点である。

1）中心部商店街活性化に専門的に取り組むスタッフが存在することである。

多くの商店街では，各店の店主がいわばボランティア的にかかわる場合が多

い。通常の業務のほかに商店街の活性化に取り組まなければならない。英国

のタウンセンターマネージャーは専門的に中心部商店街の活性化に取り組

むことで，効果を上げていると言える。ただしマネージャーの人件費負担な

どを考えると，単独の商店街などでは困難な場合もあると考えられる。複数

の商店街で連合的にマネージャーを雇用することも考えなければならない

であろう。その際には複数の商店街，言い換えると例えば異なる自治体の中

心市街地の商店街組織間での利害調整という点にも当然踏み込まなければ

ならないであろう。この点について詳しくは第 4 章でふれることとしたい。

2）大手量販店間の競争は非常に激しく市場の寡占化が進行している。にもか

かわらず，中心市街地の商店も一定のにぎわいを見せている。もちろんすべ

ての商店街というわけではないであろうが，郊外に展開する量販店と中心部

の商店街が両立している店は注目すべきであろう。両者における消費者の購

買行動は明らかに異なるものである。中心部であれば歩行者専用道路をもう

けるなどして，歩行者を対象とした街づくりであり商店街の構造になってい

る。郊外型量販店と両立する中心部商店街のあり方として参考にすべき点が

多い。この点についても詳しくは第 4 章でふれたい。
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写真 2 英国の代表的なスーパー（上から，テスコ，アズダ，セイフウェイ）
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第 3 章 帯広・十勝の地域再生：商圏分析からのアプローチ

１．はじめに

十勝地域はしばしばモノセントリック構造と呼ばれる 1）。十勝平野の中心部に唯一の都市，

帯広市が位置し，地域の中枢管理機能を担っているからである 2）。都市の中枢管理機能とは，

「組織を統制，管理する本所の機能のうちで，周辺地域に対する影響力の大きいもの」と定

義されている。都市行政学では，これをさらに３つに類型化している。第 1 は経済的中枢管

理機能である。企業の活動は市場の拡大や経営の多角化とともに，意思決定，管理運営，研

究開発，情報収集，販売サービスなどの間接生産部門，つまり経済的中枢管理機能がより重

要になる。第 2 は地方自治体の行政的中枢管理機能である。これも都市の発展とともに社会

資本のような直接的行政需要のほかに，調査，研究等の間接的行政需要が増大する。第 3 は

文化的中枢管理機能である。典型的には高等教育機関の持つ役割である。

第 2，第 3 の機能についてはそれを担う機関が存在するため，一応把握しやすいものであ

るが，第 1 の機能は，私的経済活動の集合体として機能しているから意外に捉えにくいもの

である。われわれは産業連関表を用いて，十勝全体の経済活動を把握したことがあるけれど

も，十勝を構成するそれぞれの地域（市町村）の経済活動やそれらの相互連関については未

着手である。そこで，ここでは，商業活動に限定してこの点を検討してみたい。すなわち，

十勝のモノセントリック構造という条件の下で，各市町村ないしはブロックは帯広市の商圏

とどのようにかかわっているか，どのように変化してきたか，という点である。帯広市の中

心市街地の活性化対策のみならず，農村部でも生じている市街地の衰退問題にとっても不可

欠の視点である。

２．確率商圏モデル

商圏に関する研究はおもに地理学の分野で行われてきた。商圏とは都市の商業の勢力が及

ぶ地理的範囲を意味する 3）。これを分析する定石的な方法が重力モデルである。基本的な重

力モデルは，都市あるいは自治体間の相互作用（人口や物資の交流）は相互作用が行われる

都市の規模（人口など）に比例し，都市間の距離に反比例する，というものである。ここで

応用する確立商圏モデルは，この考え方を消費者行動に適用したものである。

消費者 i が選択可能な n 個の商店街の中から j の商店街を選択するとしよう。j を選択する

確率 Pijはその商店街から得えられる効用μijに比例すると仮定すると，確率と効用との関係

を次のように定式化することができる。

Pij＝μij/Σμij （1）
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ただし，ΣPij＝1，0≦Pij≦1，Σは n個の商店街の確率あるいは効用の合計を示す。ここで，

消費者の効用μijは，商店街の規模に比例し，消費者の居住地から商店街までの距離 tijのべ

き乗λに反比例するという重力モデルの仮定を適用する。一般に，商店街の規模が大きくな

るとさまざまな商品があり，またさまざまな価格帯を扱う店舗もあるから，消費者の効用は

増加する。しかし，消費者の居住地と商店街の距離が遠くなるほど，その効用は減少するで

あろう。この関係を定式化したものが（2）式である。

μij＝Sj/t
λ
ij （2）

（2）式に（1）式を代入すると，次式が得られる。

Pij＝( Sj/t
λ
ij)/Σ(Sj/t

λ
ij) （3）

以下では，このモデルを十勝の商圏に応用することを検討してみよう。まず，十勝の各市

町村に在住する消費者がどこの商店街に買い物に行くかを考える。帯広やその周辺の町には

区域内にいくつかの商店街があるけれども，ここではこれを一括して各自治体に 1 つの商店

街ないしは中心地があると想定する。そうすると,消費者の商店街選択行動は市町村選択行動

に置き換えることができる。市町村の商業規模としては，商業統計から得られる市町村の小

売販売額を利用する。これは食料，衣類，雑貨，医薬品，書籍などの最寄品のほかに，自動

車，家庭用機器といった買回品も含む販売額の合計である。ほかの研究では売り場面積を採

用することが多いが，市町村を 1 つの商店街に見立てることによって，小売販売額のほうが

むしろ商業規模をよりよく反映しているとみてよいであろう。売り場面積では販売商品の価

値が反映されないからである。そこで，規模指標 Sjには市町村の小売販売額を利用する。

市町村間の距離 t には道路地図に記載されている道路のキロ数を利用する。各市町村の中

心地に近い地点を規準にして市町村間の距離を求めるわけである。ここでは商店街として市

町村の地理的範囲を設定しているが，その範囲内での消費者の行動については各市町村とも

一律３キロとする。つまり，各市町村に居住する消費者がその区域の中心地に買い物に行く

ためには平均して 3 キロかかるという想定である。（3）におけるべき乗λは，買回品や最寄

品に関する経験的研究から与えられるべきパラメータである。十勝に関してこの値を特定化

するようなデータはないので，ここではλを 1 と仮定して分析を進める。既存の研究では買

回品について 1.2-1.5 という数値もある。この点の検討は今後の課題であるが，小さめの数

値を想定するのが妥当であろう。というのは，これまでの研究から買回品については値が小

さくなる傾向があるからである。ここでは小売販売額を指標としており，価値額の大きい買

回品のウェイトが大きくなるからである。もしλが 1 よりかなり大きい場合には，消費者の

居住地から遠い商店街の選択確率を過大に評価することになる。
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３．商圏選択行動とその変動

市町村を単位とした商圏を想定した場合，十勝管内の消費者にとって地理的には管内 20 市

町村のすべてが選択の対象となるが，帯広市を中心として東西南北に延びる主要道路に沿っ

て商圏が形成されているとみるのが現実的であろう。

そこで十勝の商圏を，帯広市を中心としたいくつかのブロックに分けて検討してみよう。そ

れは次のとおりである。

1) 帯広市周辺：帯広市とそれを取り巻く音更町，芽室町，幕別町からなる商圏。音更町

は木野地区，幕別町は札内地区，芽室町は国道沿いにショッピングゾーンがあり，帯

広市の消費者からみれば商圏は広域化しつつある。これを検討するためこの商圏を設

定。 
2) 帯広市北方面：帯広市を基点として国道 241 号線を北に延びる沿道の市町村。

3) 帯広市西方面：国道 38 号線を西へ延びる沿道の市町村。鹿追町は新得町や清水町の

商圏に隣接するためこの商圏に含めた。

4) 帯広市南方面：国道 236 号線を南に延びる沿道の市町村の商圏。

5) 帯広市北東方面：国道 38 号線から国道 242 号線沿いの市町村の商圏。

6) 帯広市東方面：国道 38 号線を東に延びる市町村の商圏。一部は北東方面の町と重複

するが，主要道路が商圏形成の要因という判断から別にこの商圏を設定。

以上，6 つの商圏を設定して，その商圏に居住する消費者が，商圏内のどの市町村にどの

くらいの確率で買い物に行くかということを，（3）式によって計算した結果が第 3－1～6 表

である。この計算を 1982 年と 2002 年について行い，この間の変化も検討する。

第 3－1 表は帯広市周辺の商圏である。表側の市町は商店街のある場所，表頭は消費者が居

第3－1表 各市町村消費者の市町村選択行動：帯広市周辺

帯広市 音更町 芽室町 幕別町
2002年
帯広市 0.928 0.581 0.582 0.592
音更町 0.036 0.356 0.064 0.062
芽室町 0.021 0.038 0.330 0.036
幕別町 0.015 0.026 0.025 0.311

1.000 1.000 1.000 1.000
1982年
帯広市 0.953 0.718 0.671 0.643
音更町 0.018 0.222 0.037 0.034
芽室町 0.015 0.033 0.267 0.027
幕別町 0.014 0.028 0.026 0.296

1.000 1.000 1.000 1.000
注：表側は商店街のある場所，表頭は消費者の居住地を表す．

数値は消費者が商圏を選択する確率を表す．
以下の諸表も同じ．
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住している場所を意味する。2002 年の帯広市の列をみよう。帯広市の消費者は 10 回買い物

に行くとすれば，そのうち 9.28 回は帯広市に行くという結果である。帯広市の消費者が音更

町に買い物にいくのは 10 回中 0.36 回，芽室町には 0.21 回，幕別町には 0.15 回である。帯

広市の消費者は圧倒的に市内の商店街に出かけるということになる。近年ショッピングゾー

ンとして集積が進んでいる木野地区は音更町に含まれるが，帯広市の消費者がこの地区に出

かける確率は計算結果よりも高い可能性がある。この分析ではデータの制約から商圏内の商

店街も自治体の範囲で把握しているため，特定地区の確率は薄められてしまっていることを

指摘しておきたい。

音更町の消費者が帯広市に出かける確率は 0.581，音更町内は 0.356 である。自町よりも帯

広市のほうが高い。この点は芽室町，幕別町の消費者についても同様である。しかも帯広市

に出かける確率，自町を利用する確率もほぼ同様である。

今度は 1982 年の結果をみよう。帯広市の消費者が市内を利用する確率は 2002 年と同様に

高く，周辺町への依存度は低い。注目されるのは，音更町の利用確率が 20 年間に高くなって

いることである（0.018→0.036）。これは集積の進んだ木野地区の影響があらわれているとみ

てよいであろう。20 年間の変化は周辺町ではもっと鮮明に現れている。この間に，周辺町で

は，帯広市への利用度（確率）を低下させ，自町の利用度を一律に高めている。周辺町にお

けるショッピングゾーンの発展が帯広市の利用度を低下させたとみてよい。また，芽室町，

幕別町の消費者が音更町の利用度を高めていることも同様の理由によるとみてよいであろう

4）。

第 3－2 表は帯広市北方面の商圏について示したものである。1982 年の士幌町，上士幌町

をみると，音更町よりもやや高い自町利用度であった。それが 20 年間に音更町と士幌町，上

士幌町の間にはまったく逆の傾向が生じることになった。音更町では自町利用度を高めてい

るのに対し（0.227→0.374），士幌町，上士幌町では自町利用度をむしろ低下させ（それぞれ

第3－2表 各市町村消費者の市町村選択行動：帯広市北方面

帯広市 音更町 士幌町 上士幌町
2002年
帯広市 0.959 0.610 0.627 0.588
音更町 0.037 0.374 0.157 0.132
士幌町 0.002 0.008 0.136 0.067

上士幌町 0.002 0.008 0.080 0.214
1.000 1.000 1.000 1.000

1982年
帯広市 0.973 0.736 0.545 0.533
音更町 0.019 0.227 0.069 0.060
士幌町 0.005 0.024 0.295 0.152

上士幌町 0.003 0.013 0.091 0.255
1.000 1.000 1.000 1.000
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0.295→0.136，0.255→0.214），音更町や帯広市の利用度を高めていることが注目される。先

に検討したように，帯広周辺の商圏の利用度を高めているわけである。

第 3－3 表は帯広市西方面の商圏について示したものである。ここでも第 3－2 表で明らか

にされたことと同様のことが指摘できる。帯広市周辺の芽室町では自町利用度を高めている

のに対し，清水町，新得町，鹿追町では自町利用度を低め，帯広市や芽室町の利用度を高め

ている。

第 3－4 表は帯広市南方面の商圏について示したものである。中札内村，更別村，忠類村の

自村利用度はその水準が小さく，変化の方向もまちまちではあるが，帯広市の利用度を高め

第3－3表 各市町村消費者の市町村選択行動：帯広市西方面

帯広市 芽室町 清水町 新得町 鹿追町
2002年
帯広市 0.971 0.614 0.450 0.533 0.628
芽室町 0.022 0.348 0.089 0.091 0.118
清水町 0.004 0.023 0.398 0.121 0.081
新得町 0.002 0.009 0.045 0.230 0.046
鹿追町 0.001 0.006 0.017 0.026 0.128

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
1982年
帯広市 0.975 0.677 0.422 0.483 0.590
芽室町 0.016 0.269 0.059 0.058 0.078
清水町 0.005 0.030 0.434 0.128 0.088
新得町 0.003 0.014 0.060 0.296 0.061
鹿追町 0.002 0.011 0.024 0.036 0.183

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

第3－4表 各市町村消費者の市町村選択行動：帯広市南方面

帯広市 中札内村 更別村 忠類村 大樹町 広尾町
2002年
帯広市 0.994 0.822 0.796 0.725 0.540 0.476

中札内村 0.002 0.109 0.051 0.024 0.015 0.010
更別村 0.001 0.023 0.077 0.022 0.012 0.007
忠類村 0.000 0.005 0.010 0.052 0.015 0.005
大樹町 0.002 0.027 0.046 0.142 0.376 0.057
広尾町 0.001 0.014 0.020 0.035 0.042 0.444

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
1982年
帯広市 0.992 0.812 0.745 0.617 0.444 0.399

中札内村 0.001 0.085 0.038 0.016 0.010 0.007
更別村 0.001 0.032 0.103 0.027 0.014 0.008
忠類村 0.001 0.013 0.025 0.124 0.035 0.012
大樹町 0.003 0.039 0.063 0.175 0.450 0.070
広尾町 0.002 0.018 0.026 0.040 0.047 0.504

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
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ている点では共通している。大樹町，広尾町については，自町利用度を低め，帯広市の利用

度を高めている。とくに 80 キロ以上離れた広尾町では，1982 年では自町利用の確率が帯広

市利用の確率よりも高かったが，2002 年にはそれが逆転するまでになっている。

第 3－5 表，第 3－6 表はそれぞれ帯広市北東方面，東方面の商圏について示したものであ

る。ここでも，ほかの商圏で観察したことと同様の結果を示している。すなわち，帯広市周

辺の幕別町では帯広市の利用度を低め，自町の利用度を高めているのに対し，北東方面の池

田町，本別町，足寄町，陸別町，東方面の豊頃町，浦幌町ではいずれも自町利用度を低め，

帯広市の利用度を高めている。とくに，市街地の規模が大きく，自町の利用度が高い水準に

ある本別町や足寄町においても広尾町と同様に帯広市の利用度が逆転している。

第3－5表 各市町村消費者の市町村選択行動：帯広市北東方面

帯広市 幕別町 池田町 本別町 足寄町 陸別町
2002年
帯広市 0.973 0.605 0.642 0.517 0.472 0.581
幕別町 0.016 0.318 0.170 0.052 0.046 0.056
池田町 0.005 0.053 0.153 0.025 0.021 0.023
本別町 0.004 0.014 0.021 0.344 0.082 0.053
足寄町 0.002 0.008 0.012 0.054 0.369 0.066
陸別町 0.000 0.002 0.002 0.008 0.010 0.222

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
1982年
帯広市 0.970 0.612 0.615 0.428 0.367 0.481
幕別町 0.014 0.282 0.143 0.038 0.032 0.041
池田町 0.007 0.069 0.190 0.026 0.021 0.025
本別町 0.005 0.021 0.030 0.423 0.095 0.065
足寄町 0.004 0.014 0.018 0.074 0.473 0.090
陸別町 0.001 0.003 0.003 0.011 0.013 0.298

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

第3－6表 各市町村消費者の市町村選択行動：帯広市東方面

帯広市 幕別町 豊頃町 浦幌町
2002年
帯広市 0.982 0.646 0.709 0.624
幕別町 0.016 0.340 0.135 0.094
豊頃町 0.001 0.007 0.106 0.029
浦幌町 0.001 0.008 0.050 0.253

1.000 1.000 1.000 1.000
1982年
帯広市 0.983 0.669 0.679 0.541
幕別町 0.014 0.309 0.113 0.072
豊頃町 0.001 0.009 0.130 0.032
浦幌町 0.002 0.013 0.077 0.355

1.000 1.000 1.000 1.000



24

以上の分析結果は次のようにまとめることができる。帯広市の周辺町ではショッピングゾ

ーンの発展によって，そこの消費者は自町の利用度を高め，帯広市の利用度を低下させつつ

ある。これに対し，帯広市から離れている町村の消費者はますます帯広の利用度を高めてい

る。すなわち，十勝を 1 つの商圏とみれば，その内部では中心部においては離心傾向，周辺

部では求心傾向がみられる，ということである。

４．帯広・十勝に求められる地域再生方策

十勝のモノセントリックな商圏には上でみたような力が作用している。このことをふまえ

て，帯広市や十勝の地域構造をどのように考えればよいだろうか。商圏というのは直接的に

は商業の勢力圏であるが，そこには物資の流通，金融の流れ，人の交流，情報の交流がある

とみてよい。それらは消費者の生活に寄与するだけでなく，ビジネスを行う上でも起業を計

画する上でも非営利活動をする上でも不可欠の資源・情報である。

帯広市の中心市街地の活性化を考える上でも，このような商圏の動向を踏まえる必要があ

る。十勝の商圏として中心部には離心傾向が働いているから，空洞化を避けるため，中心部

に人口や商業機能の再集積を図ることは当然考えられる方策である。しかし，周辺における

ショッピングゾーンの優位性がある以上，中心部における商業機能の再生はそれができたと

しても，中心部に回復した消費者への最寄品供給がおもな機能となるであろう。帯広市は確

かに十勝の中心ではあるけれども，より広域的にみれば札幌を中心とする商業機能の 1 つの

ブランチに過ぎない。モータリゼーションは買回品の選択範囲を広域化するし，インターネ

ット販売，通信販売は商圏をさらに拡大させる。したがって，離心傾向に歯止めをかけるた

めには，商業機能だけではなく，別の視点が必要である 5）。

この場合，十勝の町村部に作用している求心傾向をうまく利用できないであろうか。求心

傾向にともなう何らかの人の交流，情報の交流があるはずだから，それを活かすわけである。

帯広市が町村部と連携して地域再生を図るためには，連携することによる相互利益が必要

である。町村部に帯広市に対する求心傾向があるということは，町村内部の中心市街地にお

いては離心傾向が働いているとみなければならない。モータリゼーションによって帯広市や

その周辺の商圏にアクセスしやすくなり，それが町村部の中心市街地を衰退させるため帯広

市の利用度をさらに高めるというスパイラルが作用しているとみられる。この点を念頭に置

きながら，以下，いくつかの可能性を探ってみたい。

1）冒頭に示したように，都市には行政的中枢管理機能がある。公共サービスないしは準公共

サービスの提供は，行政に限らず非営利団体においても可能である。帯広市の中心部よりは

地価の安い町村部の中心地を利用して，高齢化社会を運営する新しい試みを行ってみてはど

うであろうか。さまざまな年代が居住するコレクティブハウス，高齢者のディサービスなど

の運営ノウハウを試みて，それを相互に共有することによって，社会生活のあり方を工夫す

るわけである。
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2）帯広市の中心部に，コンパクトシティを目指してマンションやコレクティブハウスのよう

な集合住宅ができると，そこの居住者にとっては郊外での生活もたまにしてみたくなるであ

ろう。週末に中心市街地の活性を図るためのイベントは中心部生活者にとっては単なる喧騒

に過ぎないかも知れない。それを避けるためにも，週末に農村暮らしをすることは生活にメ

リハリを与えるであろう。そんな週末住宅が手軽に利用できると，都市生活と農村生活を満

喫できるであろう。

3）十勝・帯広の経済基盤はフードシステムである。しかし，原料農畜産畜産物としての移出

が多く，十勝で付加価値をつけることや，広大な農村地帯の多面的機能・資源をうまく活用

することが求められている。この活用に帯広市の中心地機能をうまく位置づけることができ

れば，それに越したことはない。

地域の再生を図るとき，そこに人を集めることが不可欠の要件である。近年，移住促進策

が全国で展開されているのもこの理由である。単なる通過型の観光ではなく，数週間，数ヶ

月の長期的滞在，一時的移住あるいは永住を視野に入れた方策をここで提案してみたい。他

地域の移住策においては，移住者が必要とする情報を十分提供していない。そこで，移住後

の生活に関する多方面の情報を提供する組織をつくり，移住・滞在情報の集約を図るわけで

ある。移住者の場合には，住宅の取得，賃貸からその品質（建物の断熱，気密性，遮音性），

ペットの飼育可能性，周辺の環境，交通アクセス，家庭菜園の可能性などの不動産に関する

情報を提供する。長期滞在の場合には，家具つき，電化製品つきの居室を提供できるような

情報を提供する。レンタカーとセットの商品を提供することも考えられる。

以上の 3 点は相互に関連するが，その関連性に関して補足しておこう。

しかし，それだけではない。日常生活そのものに関する情報も提供するわけである。食材

の調達とその調理方法，アレルギーのある人にはそれに応じた食材の調達と調理，そこでど

のようなレジャーができるか，それにはいくらコストがかかるか，というような情報も提供

する。

日々の生活では，退職後時間ができたからといって毎日遊んで暮らすことはできないであ

ろう。これまでの人生でできなかったことなどに挑戦することもあるであろう。そのような

場合には，NPO 活動にかかわる，もう一度勉強してみたい，趣味を活かしたい，スポーツク

ラブに入りたい，農業をしたい，などの希望を可能な限り満たすことができるようなしくみ

があればよい。たとえば，移住者が帯広市の中心部で生活したとする。府県よりは低コスト

で利用できるスポーツ施設（テニス，水泳，乗馬など）に通いつつ，そこが一般の市民混雑

する週末には農村部に出かけ，1）で取り上げたような農村生活を味わう。週に何回かは福祉，

教育，アグリビジネスなどにかかわる NPO 活動をする。そのための拠点は市の中心部に置

く。そこは，そのための情報収集や文献利用の場でもある。市の中心部には常時開設の市民

大学を設置して，高校や大学を退職した人材の活用を図り，勉強したい人にその機会を提供

する。移動大学として定期的に農村部に出向くことも考えられる。こうした市民大学は移住

者だけでなく，在住者にも利用されるであろう。これは高齢者を念頭に置いたものである。
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高齢者が相互に需要を創りだし，相互に供給するしくみは，高齢化社会の地域づくりには欠

かせないであろう。もちろん，そのようなしくみには若い世代もかかわることによって，世

代の継承が可能となる。

農村部の多面的機能の活用を図るために，各町村ではそれぞれに差別化したサービスを提

供できるようなしくみが求められる。移住者が帯広から出向くにしても，そこに移住するに

しても，目玉のサービスをそれぞれの地域で工夫するわけである。あるところは乗馬やほか

の動物とのふれあいサービスを提供する。あるところはラフティング，自然探索，多様なハ

イキングコースを売り物にする。そのほか，農業経営あるいは農作業従事，アグリビジネス

（農産物加工，食メニュー・食材開発，ケイタリングサービスなど），NPO 活動（盲導犬育

成，高齢者のデイケア，児童のための社会教育など）なども，移住後の新しい生活を見出す

機会を与えるであろう。

帯広市の中心部は，これらの事業，活動，生活に関する総合的な情報の発信，受信と集積

の機能を持つべきである。そうすることによって，市の中心部は農村部との連携の中心とし

て十勝のシンボル的存在となりえるであろう。十勝あっての帯広であり，帯広あっての十勝

なのである。町村部の求心傾向がある現在，それを活用した地域づくりが求められているの

である。

注

1）森地［113頁］。

2）以下の中枢管理機能の概念については，佐々木［110-112，170-180 頁］を参照。

3）確率商圏モデルについては，杉浦［103-106 頁］に基づいている。

4）地方都市ではどこでも，郊外に地方都市郊外のショッピングゾーンがつくられ商業の拠点

になっている。この動向については，矢作［15-40頁］を参照。

5）中心市街地活性化における商店街の役割については日本建築学会［26-35頁］を参照。

4）中心市街地におけるデイサービス活動については，藤正・古川［142-150 頁］，日本建築

学会［46-57頁］を参照。
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第 4 章 中心市街地活性化と買い物行動

１．はじめに

都市における中心市街地は様々な機能を有すると考えられる。ごく小規模な都

市であれば，中心市街地はまさに居住地の中心である。しかし人口の増加ととも

に徐々に市街地が拡大し都市機能が整備・高度化・分化するにつれて，中心市街

地が果たす機能も多様化するものと考えられる。

歴史的な視点から中心市街地が果たしてきた機能を考えると，第一にあげられ

るのは交通の中心地としての中心市街地であろう。これは例えば東海道の起点が

江戸日本橋にあったこと，札幌でも国道 5 号線，12 号線，36 号線という北海道

の主要な国道が中央区北 1 条付近で交差している。またなによりも人と物資の大

量輸送を可能にした鉄道の駅が街の中心地付近に設置されている。逆に交通の要

衝を中心にして市街地が形成された都市も少なくない。

第二には，行政の中心としての中心市街地である。この点で理解が容易なのは

首都建設のために作られた都市である。例えばオーストラリアのキャンベラ，カ

リフォルニアのサクラメントなどがこの例であろう。また第三には，産業・金融

の中心地としての機能が考えられる。中心市街地にはその地域の代表的な企業が

オフィスを構えている場合が多い。またその地域もしくは全国展開している金融

機関が本店・支店を構えている例も少なくない。その意味では第四に，情報の中

心地としての機能も中心市街地は有していたと考えられる。

第五に指摘できるのは，商業の中心地としての中心市街地である。多くの場合

この機能をあわせもっているといってよいであろう。多数の住民が住むのが都市

であるから，彼らの必要物資を購入する場所（市）が生じ，交易が生まれる。そ

の場所は物資を販売する側からすると容易に多くの人が集まるところであるのが

効率的である。それが中心市街地であるのは自然であろう。

都市によってどの機能が重要視されているのかは異なるであろうし，また特定

の都市であってもその求められる機能が時代とともに変化することは考えられる。

ここでは帯広市の中心市街地の機能を，商業活動の面から考察したい。

十勝の植民は農業開拓に端を発する。その主要な担い手は，依田勉三率いる晩

成社であり，さらには十勝監獄（釧路集治監十勝分監）であったことは周知の通

りである。

初期の十勝経済を支えたのは農業よりも十勝監獄に関わる住民の消費経済，具

体的には十勝監獄の官吏の消費支出が主要なものであり，これを目当てに帯広に

も徐々に商人が集まるようになった。開拓初期の帯広の中心市街地は，大通と南

5 丁目の電信通りの交差点付近であり，現在でも三井金物店，岩野商店など当時
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の商業活動の名残を示す建物がいくつか残っている。その後，十勝監獄の官吏を

はじめとする富裕層の遊興の場としての料亭等が大通 10 丁目付近を中心として

建設され，街としての帯広が発展していったのである。その後は，十勝の行政の

中心として郡役所がおかれ（明治 30 年，1897 年），帯広停車場の設置（明治 38
年，1905 年），豆，亜麻等の農産物出荷が盛んになり，都市機能が高度化してい

った。都市としての帯広の黎明期は，官への依存と農業で成功を収めた富裕層相

手の商業都市という性格が強かった。

しかし初期の十勝監獄と並んで，岐阜団体などの団体入植が十勝開拓の初期に

果たした役割も無視し得ない。つまり物流基盤が未整備な段階にあっては，必然

的に交易の範囲はごく狭い地域に限定せざるを得ない。その範囲内で経済活動が

円滑におこなわれるためには，地域内自給の構造とそれを支える一定の人口の集

積が必要であった。過酷な自然環境の中で人口の自然増加がそれほど望めない中，

社会増加の要因である十勝監獄の創設と同時に団体入植の役割を注目すべきであ

ろう。彼らは生産者であるとともに消費者であった。十勝監獄関係者および団体

入植者の消費市場が初期の十勝圏経済にあたえる影響は大きかったと考えられる。

これに対して晩成社は函館や横浜などの十勝外部の市場をターゲットとした商品

開発と販売をおこなったのであるが，その成果ははかばかしくはなかった。現在

の十勝農業の移送構造を先取りした販売戦略といえるが，輸送手段の整備が不十

分な段階でその実現は困難を極めたのであった。

その都市の経済基盤が何によるものであっても商業活動は必要である。およそ

集積した人口の消費支出の受け皿は必要であるからである。ここでは帯広市の中

心市街地の機能を商業活動の面から検証したい。現在，帯広の中心市街地活性化

は様々な視点から議論されているが，中心市街地の商店街活性化のとりくみも議

論の中にある。駅前をはじめとする中心市街地は軒並みシャッター街と化し，か

つてのにぎわいは見られない。しかしこれは何も帯広市に限ったことではなく，

全国的な傾向である。これに対して国はまちづくり三法を中心とした中心市街

地・商店街活性化の方策を打ち出している。

これについては，未だ十分には議論されていない点があると思われる。それは

中心市街地の活性化と中心市街地商店街の活性化の関係をどのように整理するの

か，また，車社会の進展とともに郊外に展開する大規模量販店を，中心市街地活

性化との関係でどのように位置づける必要があるのかという問題である。これら

を明確にするためには，公共財としての中心市街地という視点と，消費者行動分

析を欠くことはできないと考えられる。

以下，第 2 節では，既存のデータから，帯広市のまちづくりと経済活性化の現

状を検証する。また第 3 節では，われわれが独自に実施したアンケート調査をも

とに，中心市街地活性化と消費者の購買行動を分析し，車社会における中心市街
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地と郊外の関係，活性化方策について考察する。

２．帯広市における中心市街地活性化の現状

1)公示地価の動向

はじめに帯広市における商業活動の現状を概観したい。こでは国土交通省土地

総合情報ライブラリーで公表されている国土数値情報における地価公示に注目す

る。国土数値情報は，国の国土情報整備事業によって作成されたデジタルデータ

である。地価公示制度は，「地価公示法第 2 条第 1 項の規定に基づき，国土交通

省土地鑑定委員会が毎年 1 月 1 日における全国の標準地の正常な価格を調査，公

表するもの」であり「一般の土地の取引価格の指標，不動産鑑定士等の鑑定評価

の規準，公共事業用地の取得価格算定の規準とされ，また，相続税評価，固定資
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第4－1図 十勝管内の公示地価の推移
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30

産税評価の目安，国土利用計画法に基づく土地取引の届出制における価格算定の

規準等となるもの」とされている。

これと同様な調査として「地価調査」があるが，これは「国土利用計画法施行

令第９条の規定により都道府県知事が毎年７月１日における基準地の正常な価格

を調査し，公表するもの」であり，地価公示の補完的な意味合いを持つ。地価調

査では年によって公表される用途の土地が異なり，平成 18 年度は宅地および宅

地見込地，林地であった。また調査対象となる地点も地価公示の半数以下である。

経済活動の基礎として，また経済活動の結果として，時系列で確認できる地価

動向は興味深い情報を提供してくれると考えられる。

第 4－1 図は，公示された地価の昭和 58 年以降の推移を示したものである。昭

和 60 年（1985 年）のプラザ合意後，わが国はバブル経済を迎え，土地をはじめ

とする不動産の異常な高騰をみるのであるが，平成 2 年（1990 年）の総量規制に

よってバブル経済は崩壊し地価の低下が起こる。これを十勝地域の地価高騰でみ

ると，平成 2 年以降地価が急上昇し，地価が下落するのは平成 5 年以降である。

地価変動の動向は，東京をはじめとする大都市圏と地方圏ではピークが異なり，
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大都市圏では平成 3 年以降地価が下がり始めるが，地方圏では平成 5 年以降であ

る。帯広の地価動向もそれに従っている。

適正な地価水準以上の価格上昇部分が「バブル」であるとするならば，十勝圏

におけるバブルは平成 9 年前後にしぼんでいたと見ることができる。この図では

必ずしも明確ではないが，で平成 9 年頃にバブル経済以前の地価水準に回帰して

おり，このころバブル経済は終演したと思われる。しかし図に見るように地価は

下落を続けている。これは平成 9 年に引き上げられた消費税の影響による経済の

後退，その後の経済改革が十勝圏に重くのしかかっているものと判断される。

さて，第 4－1 図からわかるように，地価水準にはむろん地域差が存在し，更

にバブル経済前後，またその後の経済後退局面における地価下落動向にも地域差

が存在する。それをやや詳しく示したのが第 4－2 図である。図では横軸が平成

18 年度の公示された地価，縦軸が平成 18 年度と平成 5 年度の地価の比である。

先に示したように，十勝圏における地価水準は平成 5 年頃にピークを迎える。現

在の地価水準及び最高地価であった平成 5 年水準との比を地域別に見るといくつ

かの特徴的な動向が明らかになる。

第一は，分布が右下がりであることから，現在の高地価地点ほどバブル経済以

降の地価下落率が激しいということである。

しかし第二に，それはほぼ帯広に限った現象であることも確認できる。幕別，

芽室，音更などでは，価格の低い地点で更に価格が下落し，相対的に高い地点で

は価格を維持するか若干上昇するという，右上がりの傾向が確認できる。

第三に，帯広市内であっても，地価が低い地点では地価が上昇している。これ

は上で示した帯広周辺町村の動向と類似している。帯広の多くがバブル経済の波

に覆われていた時期およびその後の動向とは異なるものである。これら地域は具

体的には地価水準で平米あたり 3 万円前後，地点としては空港南町（現，南の森），

帯広市西 19，20 条南 4 丁目（長崎屋春駒通り付近）である。これら地点の地価

は安定からやや上昇さえしている点が注目され，土地の経済的価値が上昇してい

るといえる。

これら価格上昇地点の動向は，帯広周辺町村の価格上昇の動向と軌を一にする

ものである。帯広周辺で地価が上昇している地点は具体的には，地価水準が平米

あたり 2 万円から 2 万 5 千円付近の，幕別町札内，芽室町駅付近，音更町南鈴蘭

である。これら地域に共通しているのは，近年宅地開発が進み，郊外型のスーパ

ー進出などもあり，利便性が増している地点ということである。

ところが郊外町村といっても地価が上昇している地点は狭く，そこからわずか

でもはずれると地価は下落しているのもまた事実である。

地価の上昇が見られるのは，商業地よりも住宅地である。近年の地価動向は，

商業活動の沈滞化傾向と，生活空間として利便性の高い地点が人気を呼んでいる
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実態を表すものとなっている。つまり地価動向から推察すると，中心市街地にお

ける商業活動の沈滞化傾向には歯止めがかかっていないが，郊外の住宅地の地価

上昇傾向からすると，郊外におけるスーパーなどに代表される量販店の展開は好

調でありまた住民にも支持されている様子が伺い知れるのである。

2)帯広市民のまちづくり課題に対する評価

帯広市は，計画的なまちづくりに関連して，市民の生活全般に対するニーズや

満足度，施策の重要度などについて意向を把握する目的のアンケート調査を実施

している。このような調査は市民のニーズを的確に行政サービスに活かすために

非常に重要であることはいうまでもない。

このアンケートに示されている，個別調査項目の重要度および満足度を示した

のが第 4－3 図および第 4－1 表である。これらに示した満足度とは，回答者の中

でその質問内容に関して「満足している」「やや満足している」と回答した割合の

合計であり，重要度とはその質問内容を「重要である」「やや重要である」と回答

した割合の合計である。

第 4－3 図に関して述べるならば，右上ほどその質問項目を重要と考えており
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同時にそれに関する市の取り組みに満足している項目が位置する。図では「22．
水道水をいつも安心して利用できること」「30．図書館の蔵書や機能が充実し，

いつも利用できること」などがこれに当てはまっていることがわかる。逆に左下

に位置する項目は，満足はしていないがあまり重要とは考えていない項目であり，

「49．姉妹都市など国内の他都市との交流をする機会があること」「12．スポー

第4－１表 帯広市のまちづくりに関する市民の満足度・重要度
No. 調査項目の内容

満足(%) 不満足(%) 重要（％） 非重用（％）
1 子供や高齢者などが交通事故にあう危険を感じないこと 29.5 40.9 91.8 0.8
2 外国の人々と交流する機会があること 22.1 12.7 49.4 11.2
3 大学があり高度な教育が受けられること 27.3 38.7 71.0 5.7
4 町内会などの地域活動に参加する機会があること 47.0 10.1 62.8 7.0
5 老後に安心して自宅で暮らせる福祉サービスが受けられること 19.9 41.2 88.4 0.6
6 地域の自然環境を大切にする取り組みをすすめること 47.1 18.9 82.7 1.8
7 公園・緑地、広場、子供の遊び場などが近くにあること 60.5 20.3 83.1 3.4
8 とかち帯広空港から国内の主な地域への空の便がよいこと 37.3 35.1 74.6 4.0
9 生涯を通して学習する機会があること 36.8 15.4 64.5 4.0
10 地元の資源や特性を活かして製品を作る企業があること 32.7 24.5 74.5 1.9
11 農業についての体験や、知ることのできる機会があること 36.0 12.7 62.5 3.6
12 スポーツ活動などに参加する機会があること 41.4 12.0 58.1 4.7
13 市民一人ひとりがお互いに助け合って生活すること 30.5 14.9 77.5 2.0
14 病気の予防のために、検診や相談、指導が受けられること 52.9 19.9 88.4 0.3
15 高齢者のための社会福祉施設が整備されていること 24.8 36.2 86.4 0.8
16 大気汚染・騒音や悪臭などの心配がなく快適な生活がおくれること 52.3 22.2 89.2 1.0
17 快適な環境の住宅・住宅地が供給されていること 47.3 17.1 73.3 2.8
18 市内におけるバス利用の便がよいこと 28.0 36.2 68.3 3.4
19 行政に市民の声が反映される機会が確保されていること 16.8 39.8 77.5 1.1
20 若者が魅力を感じることのできる働く場があること 7.3 59.2 85.2 1.3
21 音楽や演劇、美術、伝統芸能などの芸術鑑賞の機会があること 33.3 22.7 56.4 5.5
22 水道水をいつも安心して利用できること 79.7 11.1 94.1 0.6
23 リサイクルが行われ、環境を大切にする地域づくりをすすめること 61.1 15.7 90.7 0.6
24 道内各地への鉄道や道路による交通の便がよいこと 54.2 22.6 78.1 4.9
25 市民一人ひとりがまちづくりに参加できる機会があること 24.1 15.3 57.8 3.3
26 新しい技術やノウハウのある企業や研究所などがあること 14.5 25.8 59.7 2.8
27 小学校・中学校において充実した教育が受けられること 34.1 23.0 81.4 0.7
28 生き生きとして働くことのできる場があること 18.4 43.6 83.6 0.9
29 帯広の森で散策したり、自然に親しんだりする機会があること 51.5 12.0 66.4 4.7
30 図書館の蔵書や機能が充実し、いつでも利用できること 67.3 7.1 74.4 3.5
31 地元の農畜産物が地元で容易に購買できること 59.3 13.7 80.1 1.9
32 行事・催し物や行政などの知りたい情報がすぐに手に入ること 46.2 17.8 70.4 2.7
33 安心して働けるために保育所などの環境が整備されていること 27.4 25.6 78.0 0.6
34 障がいを持つ人のための社会福祉施設が整備されていること 20.2 29.2 79.1 0.6
35 道東をはじめさまざまな地域との連携と交流を図ること 18.4 14.3 56.2 3.5
36 地元の自然や特産物を活かした観光資源があること 39.6 22.6 74.5 2.1
37 身近に地域活動やサークル活動を行うことのできる施設があること 45.5 15.6 66.3 4.1
38 病気やけがをしたとき、いつでも安心して診断、治療が受けられること 55.7 23.4 92.1 0.3
39 生活排水や雨水が適切に処理され、快適な生活がおくれること 59.7 16.1 87.2 0.9
40 地震や水害など、災害への備えが十分で安心できる街であること 28.6 21.7 85.9 0.5
41 さまざまな活動にボランティアで参加する機会があること 22.8 8.9 55.7 3.6
42 身近なところの道路が整備されていること 44.8 37.0 87.1 2.4
43 十勝管内の市町村が連携して十勝の発展に取り組むこと 29.5 18.7 73.6 1.5
44 中心部ににぎわいがあり、商業・サービス機能などが集積していること 12.5 58.8 77.3 4.6
45 街の中や郊外などに美しい景観が保たれていること 45.4 22.1 78.7 2.3
46 正しい消費者情報が得られ、相談が受けられること 25.6 17.1 65.3 1.4
47 買いたいものが買え、楽しみながら買い物ができる魅力ある店があること 41.8 31.0 75.9 3.3
48 市役所の行財政改革が進められていること 17.8 41.5 80.0 1.0
49 姉妹都市など国内の他都市との交流をする機会があること 22.9 9.5 43.3 9.4
50 防犯など身近な地域の安全が保たれていること 28.4 41.2 91.0 0.4

出所：「平成18年度市民意向調査報告書 まちづくりにあなたのご意見を」帯広市，平成18年9月
注1）満足度の「満足（％）は，「満足している」「やや満足している」と回答した割合の合計であり，「不満足（％）」は，「不満
足である」「やや不満足であるの合計。
2）重要度の「重要（％）」は，「重要である」「やや重要である」と回答した割合の合計であり，「非重用（％）」は，「重要でな
い」「あまり重要ではない」の合計。

満足度 重要度
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ツ活動などに参加する機会があること」などがある。

これに対して左上は，多くの市民が重要であると考えているにもかかわらず，

行政の取り組みが不十分であるもしくは期待される成果を上げていないと判断さ

れる事柄である。具体的には，「1．子供や高齢者などが交通事故にあう危険を感

じないこと」「5．老後に安心して自宅で暮らせる福祉サービスが受けられること」

「50．防犯など身近な地域の安全が保たれていること」「20．若者が魅力を感じ

ることのできる働く場があること」「28．生き生きとして働くことのできる場が

あること」などがあり，これらと近い位置に，「44．中心部ににぎわいがあり，

商業・サービス機能などが集積していること」がある。

アンケートによると，中心市街地の活性化は，多くの市民にとっては重要では

あるととらえられているのであるが，しかし市の取り組みや現状について満足し

ている人は少ないのである。今後一層の取り組みの強化と成果が期待されている

と言える。

３．アンケート調査における帯広市民の買い物行動

われわれは商業活動の面から中心市街地の活性化方策について分析するために，

帯広市民に対するアンケート調査を実施した。調査対象者は帯広市内に居住する

0.0

5.0
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20.0

25.0

15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-

人口構成

回答構成

第４－４図 回答者の年齢構成
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方々であり，選挙人名簿から 2 段階抽出法によって千人を無作為に抽出し，アン

ケート票を郵送し返送してもらった。実施したのは平成 18 年 3 月である。指定

した期日までに返送されてきた調査票は 274 通であるが，サンプル数を確保する

ためにその後返送されてきた調査票についても集計に加え，最終的には 305 通の

返送が得られた。回収率は 30.5%ということになる。一般的にこのような郵送調

査で回収率が 30％を越えることは珍しいと言われているが，われわれのアンケー

トに対する住民の方々の興味及び問題関心の高さの現れではないかと考えられる。

回答者の年齢構成を示したのが第 4－4 図である。これによると回答者の年齢

構成は，実際の帯広市民の年齢構成と比較すると高齢者に偏っていることがわか

る。実際の帯広市の年齢構成は平成 12 年の国勢調査の結果である。これは郵送

によるため在宅時間が長い高齢者の方が回答しやすいということがあるのかも知

れない。

1）買い物の頻度を規定する要因

アンケートではまず，日用品の買い物に関して，その購買頻度を規定する要因

について分析した。中心市街地の活性化を買い物に出かける人数と関連すると考

え，買い物に出かける頻度が多ければそれだけにぎわいにつながるのではないか

と考えられるからである。

第 4－2 表は，子供の数と日用品の買い物頻度について集計したものである。

子供のいる家庭では子供の世話のために頻繁には買い物に出かけられず，まとめ

買いをして買い物の回数が減るのではないかと予想された。しかし子供のあるな

し，もしくは子供の多少で買い物頻度にそれほど大きな差は認められない。逆に

子供がいないとした回答者で「月に 1～3 回」と少ない買い物回数の回答の比率

が若干高くなっている。

第4－2表 子供の数と日用品の買い物頻度 上段：実数，下段：％，以下同様

毎日 週に4-5 回 週に2-3 回 週に1回 月に1-3 回 非常に少ない 無回答 総計

なし 2 12 49 14 16 1 3 97

 1人 4 5 16 15 3 2 45

 2人 7 21 60 11 3 2 5 109

 3人以上 2 10 24 6 1 2 45

無回答 2 2 2 1 2 9

総計 17 50 151 47 23 3 14 305

なし 2.1 12.4 50.5 14.4 16.5 1.0 3.1 100.0

 1人 8.9 11.1 35.6 33.3 6.7 0.0 4.4 100.0

 2人 6.4 19.3 55.0 10.1 2.8 1.8 4.6 100.0

 3人以上 4.4 22.2 53.3 13.3 2.2 0.0 4.4 100.0

無回答 22.2 22.2 22.2 11.1 0.0 0.0 22.2 100.0

総計 5.6 16.4 49.5 15.4 7.5 1.0 4.6 100.0
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子供が少ないことが家族人員の少なさと相関を持ち，買い物を頻繁におこなう

必要がない，逆に子供が多いと日用品などを頻繁に補給しなければならないこと

を意味しているのではないかと考えられる。

第 4－3 表は，回答者年齢と買い物頻度の関係を見たものである。これを見る

限り年齢間で買い物頻度の差は認められないと言える。

また第 4－4 表に示したように，就業状態でもとくに大きな差はないと言える。

就業状態が常勤であろうと，また無職であろうと，おおよそ週に 2～3 回日用品

の買い物をおこなっているとする回答が最も多い。  

第4－3表 年齢と日用品の買い物頻度

年齢 毎日 週に4-5 回 週に2-3 回 週に1回 月に1-3 回 非常に少ない 無回答 総計

 15-19歳 1 1

 20-29歳 1 1 7 3 4 16

 30-39歳 2 5 18 7 3 35

 40-49歳 3 11 29 6 7 2 58

 50-59歳 5 12 29 12 5 2 65

 60-69歳 5 8 30 7 2 1 4 57

 70歳以上 1 12 37 11 2 2 6 71

無回答 1 1 2

総計 17 50 151 47 23 3 14 305

 15-19歳 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

 20-29歳 6.3 6.3 43.8 18.8 25.0 0.0 0.0 100.0

 30-39歳 5.7 14.3 51.4 20.0 8.6 0.0 0.0 100.0

 40-49歳 5.2 19.0 50.0 10.3 12.1 0.0 3.4 100.0

 50-59歳 7.7 18.5 44.6 18.5 7.7 0.0 3.1 100.0

 60-69歳 8.8 14.0 52.6 12.3 3.5 1.8 7.0 100.0

 70歳以上 1.4 16.9 52.1 15.5 2.8 2.8 8.5 100.0

無回答 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 100.0

総計 5.6 16.4 49.5 15.4 7.5 1.0 4.6 100.0

第4－4表 就業状態と日用品買い物頻度

仕事 毎日 週に4-5 回 週に2-3 回 週に1回 月に1-3 回 非常に少ない 無回答 総計

常勤 7 17 48 16 5 1 5 99

非常勤 2 2 15 4 5 1 29

その他 2 7 16 4 6 1 36

無職 6 23 72 22 7 1 8 139

無回答 1 1 2

総計 17 50 151 47 23 3 14 305

常勤 7.1 17.2 48.5 16.2 5.1 1.0 5.1 100.0

非常勤 6.9 6.9 51.7 13.8 17.2 0.0 3.4 100.0

その他 5.6 19.4 44.4 11.1 16.7 2.8 0.0 100.0

無職 4.3 16.5 51.8 15.8 5.0 0.7 5.8 100.0

無回答 0.0 50.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 100.0

総計 5.6 16.4 49.5 15.4 7.5 1.0 4.6 100.0
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第 4－5 表は，車の所有台数と日用品の買い物頻度の関係を示したものである。

車を多く所有する世帯の方が頻繁に日用品の買い物に出かけている。例えば夫婦

で一台ずつ，更に子供世代も 1 台車を所有するというような状態であれば，主婦

など買い物を担当する者が必要に応じてその都度買い物に行きやすいことになる。

そのため買い物の回数が増えるのではないかと思われる。逆に車を持たない，も

しくは車は 1 台で，普段は通勤に使っており，週末その車で日用品の買い物に行

くといった場合は買い物の回数が減ることが予想されるのである。

そこで両者の関係であるが，表を見る限り，車の所有台数と日用品の買い物回

数はやや関係が認められそうである。週に 4 から 5 回の買い物頻度を見ると，明

らかに車の台数が多い回答者の方がその回答割合が高いのである。

食品などに代表される日用品の買い物は重量があるため，基本的に車で出かけ

た方が便利である。そのため日用品を販売する店舗では，車での来店が容易であ

るような店舗環境を備えていることが重要であろう。

第4－5表 車の所有台数別日用品の買い物回数

車台数 毎日 週に4-5 回 週に2-3 回 週に1回 月に1-3 回非常に少ない 無回答 総計

なし 2 3 22 6 6 1 6 46

 1台 9 21 64 29 11 2 4 140

 2台 4 19 52 10 5 2 92

 3台以上 2 7 12 2 1 2 26

無回答 1 1

総計 17 50 151 47 23 3 14 305

なし 4.3 6.5 47.8 13.0 13.0 2.2 13.0 100.0

 1台 6.4 15.0 45.7 20.7 7.9 1.4 2.9 100.0

 2台 4.3 20.7 56.5 10.9 5.4 0.0 2.2 100.0

 3台以上 7.7 26.9 46.2 7.7 3.8 0.0 7.7 100.0

無回答 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

総計 5.6 16.4 49.5 15.4 7.5 1.0 4.6 100.0

第4－6表 日用品の買い物頻度とその曜日

毎日 週に����回 週に����回 週に�回 月に����回非常に少ない 無回答 総計

はい 6 33 13 4 56

いいえ 17 44 118 34 19 3 14 249

総計 17 50 151 47 23 3 14 305

はい 0.0 10.7 58.9 23.2 7.1 0.0 0.0 100.0

いいえ 6.8 17.7 47.4 13.7 7.6 1.2 5.6 100.0

総計 5.6 16.4 49.5 15.4 7.5 1.0 4.6 100.0

月曜 1 1 3 5

火曜 3 6 1 2 12

水曜 1 7 1 2 11

木曜 7 7

金曜 3 2 1 6

土曜 1 2 17 6 1 27

日曜 4 23 10 1 38
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これに関連して，第 4－6 表は，日用品の買い物に関してとくに決まった曜日

に出かけているか，その場合何曜日か，という設問を集計したものである。週に

1 度という回答でやはり日曜が多い。平日は車は通勤に使い，週末日用品の買い

物に車を使うという回答者が多いことが伺われる。

日用品の買い物頻度という点では，車を持たない世帯もしくは車を運転できな

い世帯員は，日用品の買い物に出かけたくともそれができないということがある

ことが伺われる。高齢化社会を見通した場合，これら世帯に対する配慮が十分な

されることが重要であろう。

2）日用品の買い物が楽しいか楽しくないか

消費者の買い物行動分析の第二の視点として，日用品の買い物自体を楽しく感

じるか否か，その原因は何かについてアンケートを集計した。

第 4－7 表は，日用品の買い物を楽しいと感じるか否かについて男女差を見て

みた者である。男性では「いつも楽しい」と「通常は楽しい」の和は半分以下で

あるのに対して，女性は半分以上におよぶ。日用品の買い物は女性の方が肯定的

にとらえている。これをふまえるならば，日用品を取り扱う店舗では，女性が来

店しやすい店舗になっていることが望ましいであろう。例えば車を使うことを想

定して駐車しやすいスペースが確保されていること，駐車場から一般道にでやす

いこと，また逆に一般道から入りやすい店舗になっていることなどが考えられる。

以上は男女差で格差を見たもの者であるが，しかし全体を見ると，日用品は必

需品であり，必ず補給しなければならない品物であるとみてよい。にもかかわら

第4－7表 あなたは日用品の買い物が楽しいですか?

男 女 総計

いつも楽しい 16 28 44

通常は楽しい 36 76 112

ときどき楽しい 45 48 93

楽しくはない 16 23 39

無回答 7 10 17

総計 120 185 305

いつも楽しい 13.3 15.1 14.4

通常は楽しい 30.0 41.1 36.7

ときどき楽しい 37.5 25.9 30.5

楽しくはない 13.3 12.4 12.8

無回答 5.8 5.4 5.6

総計 100.0 100.0 100.0
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ず，およそ半数の人がその買い物について「時々楽しい」「楽しくはない」として

いる。日用品の買い物は全体としてみると，あまり積極的にやりたいとは考えて

いない経済行動であると言えるかも知れない。

第 4－8 表は，年齢別に日用品の買い物を楽しいと感じるかどうかを集計した

第4－9表 子供の数別にみた日用品の買い物の評価

いつも楽しい 通常は楽しい ときどき楽しい 楽しくはない 無回答 総計

なし 11 45 21 16 4 97

 1人 9 11 22 3 45

 2人 14 40 33 17 5 109

 3人以上 8 16 14 4 3 45

無回答 2 3 2 2 9

総計 44 112 93 39 17 305

なし 11.3 46.4 21.6 16.5 4.1 100.0

 1人 20.0 24.4 48.9 0.0 6.7 100.0

 2人 12.8 36.7 30.3 15.6 4.6 100.0

 3人以上 17.8 35.6 31.1 8.9 6.7 100.0

無回答 22.2 0.0 33.3 22.2 22.2 100.0

総計 14.4 36.7 30.5 12.8 5.6 100.0

第4－8表 年齢別日用品の買い物の評価

年齢 いつも楽しい 通常は楽しい ときどき楽しい 楽しくはない 無回答 総計

 15-19歳 1 1

 20-29歳 1 7 6 2 16

 30-39歳 9 15 7 4 35

 40-49歳 7 22 21 6 2 58

 50-59歳 5 17 27 13 3 65

 60-69歳 9 23 11 8 6 57

 70歳以上 12 27 20 6 6 71

無回答 1 1 2

総計 44 112 93 39 17 305

 15-19歳 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0

 20-29歳 6.3 43.8 37.5 12.5 0.0 100.0

 30-39歳 25.7 42.9 20.0 11.4 0.0 100.0

 40-49歳 12.1 37.9 36.2 10.3 3.4 100.0

 50-59歳 7.7 26.2 41.5 20.0 4.6 100.0

 60-69歳 15.8 40.4 19.3 14.0 10.5 100.0

 70歳以上 16.9 38.0 28.2 8.5 8.5 100.0

無回答 50.0 0.0 50.0 0.0 0.0 100.0

総計 14.4 36.7 30.5 12.8 5.6 100.0
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者である。全体と比較すると，40 代，50 代で，日用品の買い物を「時々楽しい」

「楽しくはない」というようにマイナスのイメージでとらえている回答がやや高

い。  
日用品の買い物に対する評価について，子供の数別に集計したのが第 4－9 表

である。この表では，全体の割合と比較すると，子供がないとした回答者では，

「通常は楽しい」とする回答の割合が相対的に高い。また子供の人数が 1 人とし

た回答者では，「時々楽しい」とした回答の割合が相対的に高い。しかし子供の数

2 人でも「通常は楽しい」が相対的に高く，3 人以上ではほとんど平均に近い。

このように子供の数で日用品の買い物の評価にはほとんど差はないと見て良いで

あろう。

第4－10表 所得階層別日用品の買い物の評価

所得 いつも楽しい 通常は楽しい ときどき楽しい 楽しくはない 無回答 総計

299万以下 24 43 35 13 9 124

300万- 599万円 13 46 26 18 5 108

600万 - 999万円 5 15 22 5 2 49

1,000万 - 1,400万円 1 4 6 11

1,500万円以上 1 1

無回答 1 4 4 2 1 12

総計 44 112 93 39 17 305

299万以下 19.4 34.7 28.2 10.5 7.3 100.0

300万- 599万円 12.0 42.6 24.1 16.7 4.6 100.0

600万 - 999万円 10.2 30.6 44.9 10.2 4.1 100.0

1,000万 - 1,400万円 9.1 36.4 54.5 0.0 0.0 100.0

1,500万円以上 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0

無回答 8.3 33.3 33.3 16.7 8.3 100.0

総計 14.4 36.7 30.5 12.8 5.6 100.0

第4－11表 就業状態別日用品の買い物の評価

仕事 いつも楽しい 通常は楽しい ときどき楽しい 楽しくはない 無回答 総計

常勤 11 33 38 11 6 99

非常勤 5 13 6 4 1 29

その他 8 13 9 5 1 36

無職 20 53 38 19 9 139

無回答 2 2

総計 44 112 93 39 17 305

常勤 11.1 33.3 38.4 11.1 6.1 100.0

非常勤 17.2 44.8 20.7 13.8 3.4 100.0

その他 22.2 36.1 25.0 13.9 2.8 100.0

無職 14.4 38.1 27.3 13.7 6.5 100.0

無回答 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0

総計 14.4 36.7 30.5 12.8 5.6 100.0
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第 4－10 表は，所得階層別に日用品の買い物の評価を集計したものである。こ

れによると 600 万円の前後でやや回答が分かれる。600 万円以上では「時々楽し

い」という回答割合が最も高く，「通常は楽しい」がそれに次いでいる。これに対

して 600 万円以下では，「通常は楽しい」が最も高く，次に「時々楽しい」が多

くなっている。

日常の買い物を娯楽的にとらえている所得層が異なることを示していると考え

られ，600 万円以下層では日用品の買い物行動を娯楽的にとらえる傾向がやや強

いことを表している。

第 4－11 表は就業状態別に日用品の買い物の評価を集計したものである。これ

によると，常勤の回答者では「時々楽しい」とする者が最も多い。これに対して

非常勤では「通常は楽しい」が最も多く，常勤よりも肯定的にとらえている。回

答者が常勤の場合，時間的な制約から余暇時間が十分とれず，日用品の買い物時

第4－12表 車の所有台数と日用品の買い物に対する評価

車台数 いつも楽しい 通常は楽しい ときどき楽しい 楽しくはない 無回答 総計

なし 7 20 7 5 7 46

 1台 19 53 46 19 3 140

 2台 14 32 29 12 5 92

 3台以上 4 7 10 3 2 26

無回答 1 1

総計 44 112 93 39 17 305

なし 15.2 43.5 15.2 10.9 15.2 100.0

 1台 13.6 37.9 32.9 13.6 2.1 100.0

 2台 15.2 34.8 31.5 13.0 5.4 100.0

 3台以上 15.4 26.9 38.5 11.5 7.7 100.0

無回答 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0

総計 14.4 36.7 30.5 12.8 5.6 100.0

第4－13表 日用品の買い物時間の長さと日用品の買い物に対する評価

買い物時間 いつも楽しい 通常は楽しい ときどき楽しい 楽しくはない 無回答 総計

29分以下 9 25 21 11 66

30分から59分の間くらい 26 62 60 27 2 177

1時間以上2時間未満の間 9 22 9 1 41

2時間から3時間未満の間 2 2 1 5

3時間以上 1 1

無回答 1 14 15

総計 44 112 93 39 17 305

29分以下 20.5 22.3 22.6 28.2 0.0 21.6

30分から59分の間くらい 59.1 55.4 64.5 69.2 11.8 58.0

1時間以上2時間未満の間 20.5 19.6 9.7 2.6 0.0 13.4

2時間から3時間未満の間 0.0 1.8 2.2 0.0 5.9 1.6

3時間以上 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.3

無回答 0.0 0.0 1.1 0.0 82.4 4.9

総計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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間に対して消極的な評価を与えているものと考えられる。

第 4－12 表は，車の所有台数別に日用品の買い物に対する評価を集計したもの

であるが，あまり明確な傾向は見て取れない。

第 4－13 表は，日用品の買い物時間の長さとその評価を集計したものである。

日用品の買い物を楽しいと感じている人と感じていない人は，買い物時間が 1 時

間の前後で別れる傾向がある。「いつも楽しい」「通常は楽しい」というように日

用品の買い物を楽しいと感じている人ほど 1 時間以上かけている割合が高くなる。

これにたいして「時々楽しい」「楽しくはない」と回答した人ほど買い物時間が短

縮化する傾向にある。

しかし日用品の買い物である以上，買い物時間には上限がある者と考えられる。

また，短時間ですむから楽しいと感じている回答者もいるのではないかと考えら

れる。これらの点については慎重に解釈する必要があると思われる。

第 4－14 表は，日常の買い物に対する評価と，日用品を買うのに特定の店があ

るかどうかに関して集計したものである。両者に顕著な差はない。楽しく感じて

いる人の方が，積極的に様々な店を訪問しているのではないかと思われたが，と

くにそのような傾向はない。また，逆にネガティブに感じている人はあまり選択

の幅がないから，ということもないようである。

これに関連して，第 4－15 表は，日用品を購入する店を選択する理由について

集計したものである。

最多の回答は「家から近い」である。日用品の多くは最寄品とも呼ばれる。規

格化された商品である場合，またナショナルブランドである場合が多いため，特

定の店のみで扱われているということが少ない。そのため最も近い店で購入する

のが合理的効率的であると考えられる。この回答からもその傾向が読みとれる。

その次に回答の多い項目は，「いつも必要な食品が販売されている」「多くの日

用品が販売されている」である。これらは日用品の買い物の特徴を良く表してい

ると言える。第一に，日用品であるが故に，なにを買うかはほぼ特定しているこ

とである。そのため「必要なもの」はあらかじめ決まっており，それが必ず「販

第4－１４表 日用品の買い物は特定の店かどうかと日用品の買い物の評価

いつも楽しい 通常は楽しい ときどき楽しい 楽しくはない 無回答 総計

はい 23 52 47 15 2 139

いいえ 21 59 45 24 2 151

無回答 1 1 13 15

総計 44 112 93 39 17 305

はい 16.5 37.4 33.8 10.8 1.4 100.0

いいえ 13.9 39.1 29.8 15.9 1.3 100.0

無回答 0.0 6.7 6.7 0.0 86.7 100.0

総計 14.4 36.7 30.5 12.8 5.6 100.0
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売されている」ことが明確な店に買いに行く，ということである。

第二には，品揃えの多さが店選択の基準になっているということである。つま

り効率的な買い物のためには，短時間でできるだけ多くの品目を購入できること

が望ましい。そのためには一つの店舗に多くの日用品が販売されている必要があ

る。これがワンストップショッピングの特徴である。日用品の買い物はワンスト

ップショッピングの典型であり，時間効率的な販売行動とそれを可能にする店が

消費者に好まれることがこの表からも理解される。

これらと類似する傾向の項目が「製品を見つけやすい」である。品揃えが十分

であっても見つけられないと意味はない。製品の発見が容易であるような陳列方

法が重要である。その次が価格である。品質や機能が規格化されている，もしく

はそもそもナショナルブランドでありどの量販店であっても同じ製品が購入可能

であるならば，次のポイントは価格である。そのため「適切な価格で売られてい

る」「価格が安い」がつぎに理由としてあげられる。

逆に回答割合の低い選択肢は，「役に立つパンフレットが置かれている」「店員

との会話が楽しい」「製品に対する店員からの適切な助言を得ることができる」な

どである。これらが示しているのは，消費者はすでに製品についての情報は十分

得ており，それ以上の情報に対しては必要性を感じていない。現在持っている情

第4－15表 日用品を購入する店を選択する理由
実数 比率

家から近い 191 62.6
開店時間が長い 51 16.7
他の店に近い 30 9.8
いつも必要な食品が販売されている 125 41.0
多くの日用品が販売されている 120 39.3
十分な在庫がある 51 16.7
製品を見つけ易い 90 29.5
価格が安い 80 26.2
適切な価格で売られている 91 29.8
品質がよいものが売られている 76 24.9
店のブランドが信頼できる 31 10.2
製品に対する店員からの適切な助言を得ることができる 28 9.2
店員の態度がよい 39 12.8
役に立つパンフレット（製品、調理法、健康などに関する）が置かれている 9 3.0
付加的なサービス（ポイントカードや保険など）がよい 62 20.3
店員との会話が楽しい 10 3.3
便利である 78 25.6
お気に入りの店である 29 9.5
特に理由はない 30 9.8
その他 13 4.3
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報で十分であるという判断をしていることである。これは日用品の商品選択は非

常に保守的であることも示しており，新しい製品に乗り換えることをあまり好ん

でいないことも示している。また，購入を決めている製品があるということは，

逆に目的とする製品が入手できないことについてのリスクは非常に大きく，入手

することの優先度が高いことも示していると考えられる。

第 4－16 表は，日用品の買い物に対する評価とその買い物頻度について集計し

たものである。平均との比較で見ると，毎日買い物に行くという回答者は，やは

り「いつも楽しい」と応えている割合が高い。しかしそれでも 3 分の 1 にすぎな

い。その次は「時々楽しい」，「通常は楽しい」であり，これらと「いつも楽しい」

を合わせて約半分にすぎない。週に 2 から 3 日では「通常は楽しい」とする回答

者がもっとも多く，週に 1 度，月に 1 から 3 回であればやはり「通常は楽しい」

「いつも楽しい」の割合が高くなっている。

日用品の買い物はそれほど頻度が高いことが望ましいとは言えず，楽しく感じ

第4－17表 日用品の買い物の評価と店舗の距離

いつも楽しい 通常は楽しい ときどき楽しい 楽しくはない 無回答 総計

1.5km未満 19 51 50 20 7 147

1.5－5ｋｍ未満 21 48 29 17 7 122

5－15ｋｍ未満 3 9 11 2 2 27

15ｋｍ以上 1 1 1 3

無回答 3 2 1 6

総計 44 112 93 39 17 305

1.5km未満 12.9 34.7 34.0 13.6 4.8 100.0

1.5－5ｋｍ未満 17.2 39.3 23.8 13.9 5.7 100.0

5－15ｋｍ未満 11.1 33.3 40.7 7.4 7.4 100.0

15ｋｍ以上 33.3 33.3 33.3 0.0 0.0 100.0

無回答 0.0 50.0 33.3 0.0 16.7 100.0

総計 14.4 36.7 30.5 12.8 5.6 100.0

第4－16表 日用品の買い物に対する評価と買い物頻度
いつも楽しい 通常は楽しい ときどき楽しい 楽しくはない 無回答 総計

毎日 5 4 5 3 17
週に4-5 回 6 13 23 6 2 50
週に2-3 回 19 65 45 20 2 151
週に1回 9 20 14 4 47
月に1-3 回 5 9 5 4 23
非常に少ない 1 1 2 4
無回答 13 13
総計 44 112 93 39 17 305
毎日 29.4 23.5 29.4 17.6 100.0
週に4-5 回 12.0 26.0 46.0 12.0 4.0 100.0
週に2-3 回 12.6 43.0 29.8 13.2 1.3 100.0
週に1回 19.1 42.6 29.8 8.5 100.0
月に1-3 回 21.7 39.1 21.7 17.4 100.0
非常に少ない 25.0 25.0 50.0 100.0
無回答 100.0 100.0
総計 14.4 36.7 30.5 12.8 5.6 100.0
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るのはせいぜい週に 1 度か 2～3 回程度であろう。それ以上になると楽しくは感

じない割合が高くなる傾向が読みとれる。  
第 4－17 表は，日用品の買い物に対する評価と頻繁に訪れる店舗までの距離を

集計したものである。距離は平均的には，5km 以上になると「時々楽しい」が増

加し，5 キロ以下では，「通常は楽しい」，「いつも楽しい」が増加する。日用品の

買い物はほぼ 5km 以下の買い物が主であり，あまり遠距離には行かない傾向にあ

ると考えて良いであろう。これは先の第 4－15 表の傾向と一致するものである。

第 4－18 表は，日用品の買い物に対する評価と買い物の時間帯を集計したもの

である。買い物の時間帯で見ると，「いつも楽しい」，「通常は楽しい」とする回答

者は午前中，もしくは，午後 4 時までの間に買い物をする場合が多い。また，4
時から 7 時の時間では，「時々楽しい」，「楽しくはない」とする割合が，全体平

均と比較して増加する。

これまでの分析と合わせると，週末の日中に買い物をする，そのため，週に 1
度もしくは月に 2 から 3 回という人であれば，日用品の買い物を楽しいとする割

合が高くなる。しかし平日，夕方に買い物をしなければならない，この場合は多

くは仕事帰りが多いと思われるが，限られた時間内に買い物をしなければならな

いので忙しい，このような場合であれば時々楽しい，楽しくはないという割合が

増加する。

また，仕事帰りということから，自宅からあまり遠いところに買い物に行くこ

とは少ないと考えられる。

第4－18表 日用品の買い物に対する評価と買い物の時間帯

いつも楽しい 通常は楽しい ときどき楽しい 楽しくはない 無回答 総計

午前中 12 35 12 8 3 70

正午から16時頃まで 19 44 39 13 7 122

16時から19時頃のまでの間 10 21 33 16 3 83

19時以降 3 3 2 2 10

無回答 9 7 2 2 20

総計 44 112 93 39 17 305

午前中 27.3 31.3 12.9 20.5 17.6 23.0

正午から16時頃まで 43.2 39.3 41.9 33.3 41.2 40.0

16時から19時頃のまでの間 22.7 18.8 35.5 41.0 17.6 27.2

19時以降 6.8 2.7 2.2 0.0 11.8 3.3

無回答 0.0 8.0 7.5 5.1 11.8 6.6

総計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

午前中 17.1 50.0 17.1 11.4 4.3 100.0

正午から16時頃まで 15.6 36.1 32.0 10.7 5.7 100.0

16時から19時頃のまでの間 12.0 25.3 39.8 19.3 3.6 100.0

19時以降 30.0 30.0 20.0 0.0 20.0 100.0

無回答 0.0 45.0 35.0 10.0 10.0 100.0

総計 14.4 36.7 30.5 12.8 5.6 100.0
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3）中心市街地の活性化策について

商業地域としての中心市街地活性化を考える場合は，ターゲットとする買い物

客の利便性を考慮したまちづくりが必要である。

第 4－19 表は，中心部活性化のための施策について集計したものである。最も

多い選択肢は，「魅力ある商店街」であり，消費者に「いってみたい」と思われる

まちづくりが必要だということである。これは裏返すならば，現在の帯広市中心

市街地は，消費者のニーズに応えるようなまちづくり，商店街づくりができてい

ないということ，満たされていない消費者層がいるということである。

更に注目すべきは，「魅力ある商店街」と同じ程度の回答者が，「駐車場の整備」

を望んでいる。これはつまり，駐車場が整備されれば，もっとたくさんの住民が

中心市街地を訪れても良いと考えていることを示していると思われる。駐車しや

すい駐車場，料金が安い駐車場，わかりやすい場所に，など，工夫する必要があ

ろう。この回答に示されているような，潜在的に中心部市街地に行ってみたいが

駐車場の問題を考えると躊躇してしまうといった市民層を中心部に呼び寄せる仕

組み，工夫が必要であろう。

その次に多い選択肢が，大型商業施設の誘致である。これは既存の商店街には

ないサービスを求めているものと思われる。しかし表には示していないが，魅力

あるまちづくりと，大型商業施設との回答を見ると，魅力あるまちづくりを求め

ている人の中で，大型商業施設を誘致すべきと回答した人は半数以下である。半

数以上は必ずしも魅力あるまちづくりが大型商業施設の誘致とは考えていない。

この点は注目すべきであろう。既存の商店の奮起を期待している住民も相当程度

存在していることは重要であろう。

選択肢 実数 割合

魅力のある商店街 198 64.9

年間を通したイベント 72 23.6

大型商業施設の誘致 122 40.0

マンションを増やす 25 8.2

歩行者天国 42 13.8

駐車場の整備 189 62.0

郊外への量販店出店の規制 45 14.8

その他 39 12.8

総計 305 100.0

第4－19表 帯広市の中心部活性化のための施策
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４．買い物行動の類型と商店街活性化からのまちづくり

1)レジャーとしての買い物  
しばしば中心部商店街と郊外に展開する大型量販店は対立的なものとみなされ，

その結果，郊外への量販店の展開を規制すれば，顧客が中心部商店街に戻ってく

るのではないかという提案が示されることがある。しかしここで注意をしなけれ

ば，本当に両者は対立的なものと見て良いのであろうか，ということである。

買い物行動は第 4－5 図に示したように，いくつかに類型化することができる。

第一は時間効率的な購買行動であり，補給的買い物ともいわれる。その典型的

な例は日用品の買い物であり，トイレットペーパーや歯磨きなど，買うものはい

つもの使い慣れたものであるから迷う必要はなく，なるべく時間効率的に補給さ

れるのがよい。そのために何がどこにあるのかが分かるいつもの店に行くことが

好まれる。その対局にあるのがレジャーとしての買い物であり，これは場合によ

っては時間を消費することが目的となることもある。十分な時間をかけ，結果的

に品物を購入しなくても，ウィンドウショッピングで目的を達成することがある。

新たな発見を求めることもあるから，知らない店にも足を運んでみたい。そのた

めにぶらぶら歩くこともいとわないのである。

これらの中間に「自己表現的買い物」や「技術的買い物」が位置する。「技術的

買い物」については例えばオーディオなどの電化製品の買い物があり，店員から

の製品に対する十分な説明が好まれることになる。この点が日用品の買い物と大

きく異なる点である。われわれのアンケートに示したように，日用品の買い物に

は店員等の詳細な説明は積極的には好まれないのである。また「自己表現的買い

物」についてもやはり時間効率性より納得するまで商品を見極めることが重要に

なる。典型的なのが衣服や自宅室内等の装飾に関する買い物であろう。

これらに中心部での買い物と郊外における量販店での買い物を当てはめると，

機能的買い物 レジャーとして
の買い物

補給的 技術的 自己表現 保養

第4－5図 買い物行動の類型

Peter Newby, "shopping as leisure"  Edited by Rosemary D. F. 
Bromley & J. Thomas, Retail Change, 1993, p.213

機能的買い物 レジャーとして
の買い物

補給的 技術的 自己表現 保養

第4－5図 買い物行動の類型

Peter Newby, "shopping as leisure"  Edited by Rosemary D. F. 
Bromley & J. Thomas, Retail Change, 1993, p.213
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中心部商店街で提供できる買い物がレジャーとしてのショッピングであり，郊外

量販店での買い物が日用品購入を目的とした補給的買い物ということになる。前

者は時間をたっぷりかけた買い物であり，後者は時間効率的な短期間で済ませる

買い物である。つまり両者は買い物の性格が異なり，消費者に提供するサービス

の内容が異なるのである。この意味で両者は対立的というよりも補完的な関係に

あることがわかる。

郊外量販店の展開を規制したとしても，そこで提供されるサービスを求める消

費者層が存在する限り，誰かがどこかで提供しなければならない。ある町村で規

制してもすぐその隣の町村に建設されるということは十分考えられる。元来，補

給型の買い物は自動車を使った行動が基本であり，数キロ程度であれば移動は容

易である。

さてここで注意を要するのは，郊外の量販店はレジャーとしての買い物のサー

ビスを提供できるようになるかもしれないが，中心市街地商店街は，補給的な買

い物のサービスを提供するのは困難であろうということである。その典型的な例

が道内でも散見され始めた，郊外型巨大ショッピングモールである。まさに時間

消費的な買い物を郊外で楽しむことができ，モール内にはブランド店もそろって

いる。しかし中心市街地で補給的な買い物サービスを提供することは，主に空間

的な問題から困難である。郊外に展開するホームセンターの出店を規制したとし

ても，それと同等のサービスを駅前の商店が提供することはできない。同等の品

揃えはまず困難である。さらに郊外型量販店の買い物は自動車を使うのが前提で

あり，使いやすい駐車場は道路に面して出入りが容易であるような地上の平屋の

ものである。2 階や 3 階に車で上っていく駐車場は特に車の運転が苦手な客には

好まれない。

つまり，中心市街地商店街が提供できる買い物サービスは，レジャーとしての

買い物の性格が強いものであるべきであるが，それが提供できなければ，郊外に

そのサービスを提供するモールができる可能性がある。買い物は消費者にとって

魅力的なレジャーであり，それに対する需要を無視し得ない私企業にとっては，

大きなビジネスチャンスであるからである。

中心市街地の活性化を商店街の活性化の面から考えるならば中心部でしか提供

できないサービスを提供することが重要であろう。また逆に郊外の役割も無視し

得ない。郊外と中心部との役割分担を考慮し，補完的な関係を十分認識し，双方

の発展を促進することが必要である。その意味では両者は対立するものではない

が，良い意味で競い合うことが必要であろう。そのときに一方を規制するのはフ

ェアなことではない。

地価公示の分析で示したように，現在帯広およびその周辺で地価が上昇してい

るのは帯広郊外である。これらは若い世代が帯広市内に職場を持ちつつ通勤でき，
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生活にも便利なエリアであると考えられる。新しい住民が参入するという点では

活性化度の高い地域であり，今後注目すべきであろう。

2)中心市街地活性化の方策としての商店街の活性化

中心市街地の活性化は中心部の商店街の活性化とイコールではない。中心市街

地が様々な機能を持つことは可能であり，それを小売の商業活動だけに限定する

ものではない。公的な財政の支出によって中心市街地の活性化に取り組む場合は，

そのことによって何ら恩恵を受けない消費者 (納税者 )の賛成は得られにくい面が

あるのも事実である。たとえば，われわれのアンケート調査の自由記述を紹介す

ると，「中心部の活性化はその地域の人々が努力をすればよい，中心部活性化のた

めに公費が使われるのには反対」といったものもある。

中心部活性化に対する公的資金投入が正当化されるのは，そこに公共的役割が

存在し資金の使われ方がその公共性を高めることに寄与すると判断される場合で

ある。それは第一に，帯広市の表玄関としての中心市街地であり，第二に公共サ

ービスを市民に効率的に提供する場として有効なのが中心市街地だからである。

駅前地域は鉄道によって帯広に訪れた人が初めて目にする町並みであり，街全体，

十勝全体を印象づける上で役割が大きい。また地域に住んでいる人たちであって

も行政サービスなどが一箇所で受けられ，かつそこにたどり着くのが容易であれ

ば利便性は高いと考えられる。そういう意味では中心部は適切な場所といえるで

あろう。

つまり中心市街地には公共的な役割があり，その機能を整備する範囲内で公的

取組がなされるのであり，特定の住民だけが恩恵を受けるかたちでの整備は多く

の住民の支持を受けることは困難であると考えられる。このことは裏を返すなら

ば，中心市街地の公共性を有効活用するために，中心部住民の利害調整が必要に

なることも考えられる。

その上で中心部の活性化を考慮したときにどのような方策が考えられるか考察

してみたい。

帯広をはじめとする十勝地域は，結果的にしろ車での移動を前提とした地域空

間構造を有している。中心市街地を訪れる場合でも車を利用する場合が多い。こ

のためわれわれのアンケートに表れていたように，魅力あるまちづくりのために

はまず駐車場の整備に取り組むべきであろう。

現在中心部に多数ある空き地を使いやすいものに整備することが必要であり，

土日に営業しない店舗の駐車場の有効活用を図る必要がある。また場合によって

は短時間であれば路上駐車を認めるなどの特別の配慮も必要であろう。海外の都

市の中には，1 時間から 2 時間以内の短時間の路上駐車を認めるところが多い。

具体的にはダッシュボード付近に自己申告制の駐車時間表示を置くのである。多
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分に性善説的ではあるが，参考にできる取組ではないかと思われる。

3)歩行者天国の取組

平成 18 年 6 月から JR 帯広市駅前を利用して歩行者天国が開催された。準備の

ための会合は 1 月から開催され，歩行者天国の開催は 9 月まで予定通り 12 回を

数えた。この取り組みは中心市街地にかつてのようなにぎわいを取り戻そうとし

たものであり，商業者を中心に様々な個人や，NPO 組織などが運営にたずさわっ

た。また道路を使用するということで警察等の許可が必要であったが，これにつ

いても十分な協力が得られ，実施された。

歩行者天国自体の評価・総括はこれからおこなわれる予定であるが，中心部に

おける歩行者天国の存在は，一定程度市民に浸透したようである。回を重ねるご

とに歩行者天国を訪れイベント等を楽しむ市民の数は増えていった。

これを中心市街地の活性化および商店街の活性化との関連から評価すると，歩

行者が中心部に長時間滞在するという点から，レジャーとしての買い物につなが

るものであると言えるであろう。その意味では，先に述べた買い物行動の類型に

かなったものであり，中心部の商店街活性化の方向性と合致するものであると言

える。

つまり歩行者天国の手法は，音楽，子供の遊び場，様々な展示，実演販売，な

どのイベントをもうけて，市民を帯広市の中心部に呼び込もうとするものであっ

た。必然的に車を近くの駐車場に止めるなどして長時間中心部に滞在して飲食な

どを楽しむ市民が多かった。時間をかけて買い物を楽しむこととつながる行動で

あると考えられ，中心部での商店街活性化につながる可能性があると思われる。

しかし同時にいくつか課題を指摘することもできる。問題はイベントが中心部

商店街の活性化とつながる具体的な動きが明確ではないことである。中心部で実

施されていたイベントの取り組みと，中心部の商店街の活性化の直接的有機的な

つながりがまだ見えていない。一部では飲食店が屋台を出すなど見られたようで

あるが，イベント目当てで中心部に来た市民を店舗に呼び込むまでにはなってい

ないようである。

またこれに関連して，このイベントを中・長期的にどのようなものにするのか

というビジョンも十分ではない。イベントだけを今後も続けるのか，実行する側

の判断が必要であろう。

歩行者天国は現状では中心部に人を呼ぶことには成功しているが，まちづくり

と恒常的なにぎわいの創出については今後検討しなければならないことは少なく

ない。しかし歩行者天国自体は中心部の商店の活性化が目的ではなく，中心部の

にぎわい創造が目的であったのであるから，この結果はある意味当然と言えるで

あろう。この歩行者天国のにぎわいを見た商業者がどのような行動を起こすのか
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に注目したい。

帯広の中心部がかつてのにぎわいを失ったのは長い年月の中で起こったことで

ある。そうであるならば再びにぎわいを取り戻すためにも同じ程度の時間を要す

るであろう。ただし，歩行者天国の取り組みはレジャーとしての買い物行動の創

出につながるものとして評価されよう。多くの歩行者が中心部での滞在を楽しん

でいる状況を商業者がどのように受け止めるかが重要であろう。

4）公的機関に求められるグランドデザインの提示

中心部には土地や建物に関する権利が様々に入り組んでおり，これをふまえて

中心部を全体的総合的に再開発することは容易ではない。相当の費用と時間を要

するものと思われる。現在の帯広市中心部駅北側は，バスレーンの整備などでは

計画的な整備は見られるが，商業活動に関しては自然発生的に形成されてきたも

のと言えるであろう。これを中心部に地域住民が利用しやすい形態に再編してい

くためには，総合的なデザインの提示とその実行が必要であろう。

例えば現在の商業施設を新たなショッピングモールなどに整備するには様々な

制約があると考えられる。その場合，たとえば現在比較的まとまった駐車場とし

ての利用が多い駅の南側に大規模なモールを作り，その中に商業施設や駐車場を

備えることが考えられる。現在の十勝プラザや市立図書館との有機的つながりも

相互作用を生み，利用者増加につながるものと思われる。これは冬季における中

心部活性化のためにも有効ではないかと考えられる。

そうした場合，駅の北側は当然再開発されることになるが，その利用の目的は，

将来の高齢化社会と街事態が車利用を前提とした構造になっていることをふまえ，

高齢者住宅や，コレクティブハウス建設を中心に考えることも選択肢として有力

ではないかと思われる。すでに駅付近にはマンションの建設が進められているが，

無計画な土地利用は，公共的性格を有する中心部のあり方として望ましいもので

はないであろう。これらの点については最終章で改めて議論したい。
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アンケート

Ⅰ．アンケートの目的
このアンケートは、食品・衣料品の購入選択を調査するものです。
得られたデータについては、取り扱いに十分に注意を払い、この目的以外では使用いません。
アンケートに協力くださりありがとうございます。

Ⅱ．質問への答え方
該当する欄にチェックをつけるか、記述を必要とする質問いついては該当する欄に記述してください。

Ⅲ．設問

1.性別 3. 子供の数
男 なし

女 �人
�人

2. 年齢 �人以上

�����歳
�	���歳 4. 家計の所得
�	���歳 ���万以下

�	���歳 �		万� ���万円

�	���歳 
		万 � ���万円


	�
�歳 ��			万 � ���		万円

�	歳以上 ���		万円以上

5. 生まれは日本ですか？
はい

いいえ

もし、生まれが日本でなければ、どこの地域ですか?
�
�を除くヨーロッパ

アフリカ

北米
南米
アジア（日本を除く）

その他 次のページに続く

以下のアンケート票は，本章の分析にあたって，帯広市民の方々に配布し回答していただいた
ものである。

帯広市の中心市街地活性化方策を構想するにあたって重要なことは，帯広市の中心市街地は商
業地域であるから，その活性化は商業活動の活性化を第一に考えなければならない。そのため，
中心市街地商店街の潜在的利用者である帯広市民の，買い物行動に関する実態把握とその分析が
欠かせない。

そこでわれわれは，帯広市民を無作為抽出して，買い物行動に関するアンケート調査を実施す
ることとした。

回答者の選定は，選挙人名簿から，二段階抽出法を用いて千人を選び出しアンケート票を送付
した。この中から約300名の回答を得た。

ご協力いただいた方々に心から感謝いたします。
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6. 仕事
常勤

非常勤
その他

無職

7. 車の所有台数は何台ですか?
なし

�台
�台
�台以上

8. 冷蔵庫の所有台数は何台ですか?

なし

�台
�台
�台以上

9. 日用品の買い物の頻度はどの程度ですか？.
毎日

週に����回
週に����回
週に�回
月に����回
非常に少ない

10.あなたは日用品の買い物をする特定の曜日がありますか?

はい

いいえ

もしあれば、どの曜日ですか?

複数回答可

月曜日
火曜日
水曜日
木曜日
金曜日
土曜日

日曜日

11. あなたは日用品の買い物にはどの程度の時間をかけますか?
��分以下

�	分から59分の間くらい

1時間以上2時間未満の間

�時間から3時間未満の間

3時間以上

次のページに続く
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12. あなたは日用品の買い物が楽しいですか?

いつも楽しい

通常は楽しい
ときどき楽しい

楽しくはない

13. 日用品を買うのに特定の店がありますか?
はい

いいえ

もし特定の店がある場合、その店名と地域名を書いてください。

14. なぜ、それらの店から日用品を買うのですか? 

複数回答可

家から近い

開店時間が長い

他の店に近い

いつも必要な食品が販売されている

多くの日用品が販売されている

十分な在庫がある

製品を見つけ易い

価格が安い

適切な価格で売られている

品質がよいものが売られている

店のブランドが信頼できる

製品に対する店員からの適切な助言を得ることができる

店員の態度がよい

役に立つパンフレット（製品、調理法、健康などに関する）が置かれている

付加的なサービス（ポイントカードや保険など）がよい

店員との会話が楽しい

便利である

お気に入りの店である

特に理由はない

その他

その他、理由があればお書きください。

次のページに続く

小売店名 地域名
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15. あなたの家と日用品を購入する店までの距離はどの程度ですか?
1.5km未満

���－�ｋｍ未満

�－15ｋｍ未満

��ｋｍ以上

16. 日用品の買い物にはどのような交通手段を利用しますか?

徒歩
自転車
バイク
バス
列車
車

その他

17. 日用品の買い物は1日のどの時間帯ですか?
午前中

正午から16時頃まで

�
時から��時頃のまでの間

��時以降

18. あなたは次のどの記述に該当しますか？ 

複数回答可

いつも可能な限り安い製品を購入する。

食品を購入するときは、いつも自分の健康について考える。

日用品の買い物はわずらわしい。

動物の福祉について感心がある。

遺伝子操作をした原料を用いた製品の購入は避ける。

スーパーの生鮮品は品質がよいので、生鮮食料品はスーパーでのみ購入する。

調理をする時間が十分に取れない。

海外で生産された食品を食べるのが好きだ。

ダイレクトメールを受け取るのが好きで、そのメールによく応答する。

頻繁にインターネットを利用して製品を購入する。

宣伝されている製品を購入する傾向がある。

冷凍食品はほとんど生鮮食品と同じようなものだと思う。

インターネットによる日用品の購入は便利だと思う。

インターネットによる買い物はつまらない。

有機食品はそうでない食品よりもお金おより多く支払う価値があると思う。

食品に含まれる食品添加物を知る上で、食品につけられたラベルは重要だと思う。

いつも計画的に日用品を購入する。

よくマクドナルドのようなテイクアウトの料理を食べる。

よく新しい食品を試してみる。

できるだけ国産の食品を購入したい。

次のページに続く

よく知られたナショナルブランド（森永、明治など）は一般に小売店のブランド（イトウヨーカドー、
ローソンなど）より良いと思う。
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19. 衣料品の買い物について、主にどこで購入されますか。
複数回答可

駅前の衣料品専門店

木野、札内、西帯広、稲田付近の量販店

帯広駅前の衣料品専門店

帯広の藤丸、ポスフール、長崎屋などのデパート

通信販売

その他（次ページの欄に具体的にご記入下さい）

具体的にご記入下さい。

20. 衣料品の買い物にはどのような交通手段を利用しますか?

徒歩
自転車
バイク
バス
列車
車

その他

21. 帯広市の中心部活性化をすすめる場合、どんな施策が必要だと考えられますか。
複数回答可

魅力のある商店街

年間を通したイベント

大型商業施設の誘致

マンションを増やす

歩行者天国

駐車場の整備

郊外への量販店出店の規制

その他

具体的にご記入下さい。
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第 5 章 農 民 参 加 型 の 農 村 活 性 化

1 .  は じ め に

農 村 の 高 齢 化 や 後 継 者 不 足 が い わ れ て 久 し い 。1999 年 に『 農 業 基 本 法 』に 代 わ

る 新 た な 『 食 料 ・ 農 業 ・ 農 村 基 本 法 』 が 制 定 さ れ ， そ の 基 本 理 念 に は ， 食 料 の 安

定 供 給 ， 農 村 の も つ 多 面 的 機 能 の 発 揮 ， 農 業 の 持 続 的 な 発 展 ， 農 村 の 振 興 が 謳 わ

れ て い る 注 １ ）。 こ の 新 た な 基 本 法 に よ っ て ， 農 業 が 食 料 を 安 定 的 に 供 給 す る 機 能

だ け で は な く ， 農 業 ・ 農 村 の も つ 多 面 的 機 能 を 発 揮 さ せ ， さ ら に 農 村 を 振 興 す る

こ と が 新 た に 法 律 と し て 定 め ら れ た の で あ る 。 こ の こ と は ， 農 業 ・ 農 村 が ， そ の

多 面 的 機 能 を 発 揮 す る こ と を 明 示 的 に 求 め ら れ ， か つ そ の 機 能 を 発 揮 す る こ と に

よ っ て そ の 存 立 基 盤 が 確 保 さ れ る こ と に な り ， 農 業 生 産 の 効 率 性 だ け で 農 業 を 捉

え な く な っ た こ と を 意 味 す る 。

こ の よ う に 法 律 と し て は 農 業 ・ 農 村 の 多 面 的 機 能 を 明 示 的 に 捉 え る 基 盤 を 与 え

る こ と に な っ た 。 こ の こ と を 背 景 に ， 農 業 の 多 面 的 機 能 を 貨 幣 に よ っ て 評 価 す る

試 み が 多 数 み ら れ る よ う に な り ， 例 え ば ， 代 替 法 に よ っ て 洪 水 防 止 機 能 が 年 間 3
兆 4 ,988 億 円 ， ト ラ ベ ル コ ス ト 法 に よ っ て 農 業 の 保 健 休 養 機 能 は 年 間 2 兆 3 ,758
円 な ど ， 具 体 的 に 貨 幣 価 値 計 算 が な さ れ て い る 注 ２ ）。 こ れ ら の 計 算 結 果 は ， 農 業

の 多 面 的 機 能 を 価 値 評 価 す る こ と に よ っ て ， 農 業 の 存 立 意 義 を 補 強 す る こ と を 目

的 と し て い る 。 し か し ， 実 際 に は ， そ れ ぞ れ の 地 域 に お い て ， 農 業 ・ 農 村 の 多 面

的 機 能 の 発 揮 が 農 村 の 活 性 化 に ど の よ う に 繋 が っ て い く の か ， そ の 多 面 的 機 能 を

発 揮 さ せ る 主 体 で あ る 農 家 は そ の こ と を ど の よ う に 捉 え て い る か ， か な ら ず し も

明 確 に な っ て い る わ け で は な い 。 こ こ で は ， 農 業 の 多 面 的 機 能 を 概 観 し ， 十 勝 に

立 地 す る 3 つ の 町 を 対 象 に ，農 業 の 多 面 的 機 能 注 ３ ） と 農 村 活 性 化 に つ い て の 農 家

の 認 識 を ア ン ケ ー ト に よ っ て 調 査 ・ 考 察 し ， 農 民 参 加 型 の 農 村 活 性 化 あ り 方 に つ

い て 考 え る こ と を 課 題 と す る 。

注 １ ）『 食 料 ・ 農 業 ・ 農 村 基 本 法 』 と 農 業 の 多 面 的 機 能 に つ い て は 〔 ３ 〕 を 参 照 。

注 ２ ） 景 観 の 評 価 手 法 に つ い て は ，〔 ５ 〕 な ど が あ る 。

注 ３ ） 農 業 の 多 面 的 機 能 と 政 策 の 議 論 に つ い て は ，〔 １ 〕 を 参 照 。

2 .  農 業 ･農 村 の 多 面 的 機 能 と 農 村 の 活 性 化

(1 )農 業 の 多 面 的 機 能

農 業 に は ， ① 農 産 物 を 供 給 す る 役 割 （ 機 能 ） の ほ か ， ② 自 然 環 境 を 保 全 す る 機

能 （ 畑 な ど の 農 地 に は ， バ ク テ リ ア や ミ ミ ズ な ど た く さ ん の 微 生 物 や 小 動 物 が 住

ん で お り ，生 態 系 を 維 持 し て 自 然 環 境 を 保 全 す る 機 能 ），③ 景 観 管 理 機 能（ 農 村 に

お い て ， 農 業 を 営 む こ と に よ っ て 作 物 や 家 畜 ， 農 家 の 家 屋 や 施 設 ， 周 辺 の 木 々 や
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山 々 な ど と 調 和 し た 景 観 が 維 持・管 理 さ れ る 機 能 ），④ 保 健 休 養 機 能（ 都 市 で は 見

ら れ な い ， き れ い な 水 ， 澄 ん だ 空 気 ， 美 し い 緑 ・ 自 然 ・ 環 境 を 求 め て 農 村 を 訪 れ

る 人 々 に ， 潤 い や 安 ら ぎ を 与 え る 機 能 で ， 都 市 に 住 む 人 が 農 家 に 宿 泊 し た り ， 農

業 体 験 を し た り す る こ と を 可 能 に す る 機 能 ），⑤ 地 域 の 活 性 化 機 能（ 農 業 が 営 ま れ ，

農 産 物 の 加 工 施 設 や フ ァ ー ム イ ン な ど が 立 地 し た り す る こ と に よ っ て ， 地 域 の 活

性 化 が 図 ら れ る 機 能 ），⑥ 文 化 の 伝 承 機 能（ 農 村 に お い て 育 ま れ た 農 業 に ま つ わ る

芸 能 や 神 事 な ど の 伝 統 を 維 持 し て い く 機 能 ） な ど ， 多 面 的 な 機 能 を 持 っ て い る 。

農 業 の 多 面 的 機 能 は ， 農 業 の 営 み が 可 能 と な る こ と に よ っ て 発 揮 さ れ る 機 能 で

あ り ， 農 業 の 営 み が で き な く な れ ば そ の 多 面 的 機 能 も 発 揮 さ れ な い 。 こ の 農 業 の

多 面 的 機 能 が 注 目 さ れ る こ と に な っ た 背 景 に は ， わ が 国 の 農 産 物 の 価 格 が 海 外 の

農 産 物 に 比 べ て 相 対 的 に 高 く ， 海 外 の 安 い 農 産 物 に 依 存 す る 方 が 経 済 的 に 効 率 的

で は な い か と い う 考 え 方 が 表 面 化 し て き た こ と に よ る 。 海 外 の 農 産 物 に 対 す る 依

存 度 を 高 め る と い う こ と は ， 国 内 の 農 業 の 縮 小 を 意 味 し ， 農 業 の 営 み に よ っ て 提

供 さ れ て き た 農 業 の 多 面 的 機 能 が 不 十 分 に な る と い う こ と を 意 味 す る 。

こ の 農 業 の 多 面 的 機 能 を 国 民 は ど の よ う に 評 価 す る か に よ っ て ， 農 業 の 存 在 価

値 も 変 化 し ，国 の 農 業 政 策 も 異 な っ て く る 。『 食 料・農 業・農 村 基 本 法 』で は ，こ

の 農 業 の 多 面 的 機 能 を 積 極 的 に 評 価 し ， 農 業 政 策 を 展 開 し て い く こ と を 謳 っ て い

る の で あ る 。

(2 )農 業 の 多 面 的 機 能 の 発 揮 と 農 村 の 活 性 化

農 業 の 多 面 的 機 能 の 発 揮 が 農 村 の 活 性 化 に ど の よ う に 繋 が る の か を 模 式 的 に 示

し た の が 第 ５ － １ 図 で あ る 。

景観管理機能

保健休養機能

地域活性化機能

自然環境機能

農産物の供給機能

文化伝承機能

国

民

農
業
・農
村

多面的機能に対する対価の支払い
（農業･農村に対する応援）

第５－１図 農業の多面的機能と農村の活性化

農産物に対する対価の支払い
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非 常 に 単 純 な 模 式 図 で あ る が ， こ れ ま で 農 業 は 農 産 物 を 生 産 し ， 国 民 に そ の 農

産 物 を 供 給 す る こ と に よ っ て ， 国 民 か ら そ の 農 産 物 の 対 価 を 得 て 再 生 産 さ れ て き

た 。 こ の と き に 副 産 物 と し て 生 産 さ れ る 農 業 の 多 面 的 機 能 に 対 す る 対 価 の 支 払 い

は 明 示 的 に 意 識 さ れ て お ら ず ， 農 産 物 の 価 格 支 持 政 策 な ど に よ っ て 間 接 的 に 支 払

わ れ て い た 。と こ ろ が ，今 日 ，農 産 物 貿 易 の 自 由 化 の 流 れ の な か ，WTO 体 制 が 形

成 さ れ ， 自 由 貿 易 体 制 の 維 持 が 重 要 な 国 策 と な る 我 が 国 で は ， 価 格 支 持 政 策 の よ

う な 生 産 刺 激 的 な 政 策 を 存 続 さ せ る こ と が 困 難 と な っ た 。 こ の た め ， 多 面 的 機 能

を 国 民 に 分 か る よ う に 発 揮 さ せ ， そ の 機 能 を 発 揮 さ せ る こ と に 対 し て 国 民 か ら そ

の 対 価 を 直 接 支 払 う 必 要 が 生 ま れ た の で あ る 。 農 産 物 の 価 格 支 持 政 策 か ら 直 接 所

得 補 償 政 策 へ の 移 行 に 当 た っ て ， 農 業 を 営 む こ と に よ っ て 所 得 が 直 接 補 償 さ れ る

こ と の 意 義 を 国 民 に 理 解 し て も ら う 必 要 が あ る の で あ る 。 も ち ろ ん 我 が 国 の 食 料

の 安 全 保 障 の 観 点 か ら ， 農 業 生 産 に 対 し て 直 接 所 得 補 償 が な さ れ る こ と も 直 接 補

償 の 意 義 と し て 認 め ら れ る 。 し か し ， 農 業 の 持 つ 多 面 的 機 能 を 発 揮 さ せ る 努 力 が

更 な る 国 民 の 農 業 に 対 す る 理 解 と 支 援 を 増 す こ と は 疑 い よ う が な い 。 ま た ， 農 産

物 の 生 産 だ け で は な く ， 多 面 的 に 機 能 を 発 揮 す る 努 力 は ， い ろ い ろ な 意 味 に お い

て 農 村 の 活 性 化 に 寄 与 し よ う 。

(3 )景 観 管 理 と 農 村 の 活 性 化

2004 年 6 月 に 「 景 観 法 」 が 成 立 し た 注 １ ）。 こ の 景 観 法 は ，「 都 市 ， 農 山 漁 村 等

に お け る 良 好 な 景 観 の 形 成 を 図 る た め ， 良 好 な 景 観 形 成 に 関 す る 基 本 理 念 及 び 国

等 の 責 務 を 定 め る と と も に ， 景 観 計 画 の 策 定 ， 景 観 計 画 区 域 ， 景 観 区 域 等 に お け

る 良 好 な 景 観 の 形 成 の た め の 規 制 ， 景 観 整 備 機 構 に よ る 支 援 等 所 要 の 措 置 を 講 ず

る 我 が 国 で 初 め て の 景 観 に つ い て の 総 合 的 な 法 律 」 で あ る 。 農 村 に お い て 良 好 な

景 観 を 形 成 す る 上 で 農 業 は 重 要 な 役 割 を 果 た す 。 こ の 機 能 は 農 業 の 多 面 的 機 能 の

一 部 を 構 成 す る 。 良 好 な 農 村 景 観 を 形 成 す る た め に は ， 農 村 住 民 の 意 識 形 成 と 行

政 的 支 援 が 必 要 で ， 景 観 法 で そ の 行 政 的 支 援 を し よ う と い う の で あ る 。

具 体 的 に は ， ① ま ず 良 好 な 景 観 形 成 に 向 け て ど の よ う に 取 り 組 む か を 明 確 に す

る ， ② 市 町 村 に よ る 景 観 農 業 振 興 地 域 整 備 計 画 を 作 成 す る （ 良 好 な 農 村 景 観 の 形

成 を 図 る た め の 方 向 ，取 組 体 制 や 農 用 地 の 整 備・保 全 に つ い て の 方 向 等 ），③ 地 域

ぐ る み の 農 地 の 維 持 管 理 活 動 の 推 進 （ 良 好 な 農 村 景 観 の 再 生 ・ 保 全 に 向 け た 農 村

住 民 等 の 活 動 を 支 援 ） と い う 流 れ と な っ て い る 。

こ の 景 観 法 で は ， 景 観 農 業 振 興 地 域 整 備 計 画 に 従 っ た 土 地 利 用 や 施 設 整 備 を し

な か っ た 者 に 対 し て ， 市 町 村 長 が こ の 法 律 に 従 っ た 土 地 利 用 ， 施 設 整 備 を 勧 告 で

き ， さ ら に こ の 勧 告 に 従 わ な い 場 合 に は ， 権 利 移 転 関 す る 協 議 を 勧 告 で き ， 最 終

的 に 従 わ な い 場 合 に は 景 観 整 備 機 構 が 利 用 権 を 取 得 し て 管 理 で き る こ と に な っ て

い る 。
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こ の よ う に ， 良 好 な 農 村 景 観 を 提 供 す る た め の 農 業 の 振 興 に 対 し て ， 我 が 国 に

お い て も 政 策 的 な 支 援 が 始 ま っ て い る が ， 実 際 に 農 業 を 営 ん で い る 農 家 に と っ て

良 好 な 農 村 景 観 の 経 済 的 な 形 成 意 義 は ど こ に あ る の だ ろ う か 。

第 ５ － ２ 図 に 農 業 の 多 面 的 機 能 と そ の 対 価 の 流 れ を 示 し た 。 農 産 物 の 供 給 は 対

価 の 支 払 い を 伴 い ，観 光 や グ リ ー ン ツ ー リ ズ ム 注 ２ ）も 対 価 の 支 払 い が 明 確 で あ る 。

一 方 ， 農 村 の 景 観 に つ い て は ， 観 光 に も ， グ リ ー ン ツ ー リ ズ ム も サ ー ビ ス を 提 供

し て い る が ， 明 確 な 対 価 の 支 払 い が な さ れ な い ケ ー ス が 多 い 。 良 好 な 農 村 景 観 の

整 備 に 農 家 が 努 力 し ， そ の 地 域 の グ リ ー ン ツ ー リ ズ ム や 観 光 に 多 大 な 貢 献 を し た

場 合 ， そ の 努 力 や 取 組 み に 対 し て 何 ら か の 対 価 の 支 払 い が 望 ま れ る が ， 必 ず し も

対 価 が 支 払 わ れ る と は 限 ら な い 。 こ こ に 農 家 の 良 好 な 農 村 景 観 の 形 成 に 対 す る イ

ン セ ン テ ィ ブ が 働 き づ ら い 課 題 が あ る 。 理 念 と し て 良 好 な 農 村 景 観 を 形 成 す る こ

と に 賛 同 で き た と し て も ，そ の 努 力 が 地 域 の 誰 か の 収 益 増 だ け に 帰 結 す る な ら ば ，

積 極 的 に 取 組 ま な い 農 家 が 多 い と し て も 納 得 で き る と こ ろ で あ る 。 し か し ， 良 好

な 農 村 の 景 観 は ， 農 村 地 域 全 体 で 形 成 さ れ る ほ ど 価 値 が 高 く な る 。 し か し ， そ の

価 値 を 高 め る た め に は よ り 多 く の 農 家 の 対 応 が 求 め ら れ ， そ の 形 成 は よ り 難 し く

な る と い う ジ レ ン マ の 状 況 に あ る 。

良 好 な 農 村 景 観 の 形 成 は ， 多 か れ 少 な か れ 農 村 の 活 性 化 に 繋 が る も の と 考 え ら

れ る 。 し た が っ て ， 農 家 に 対 し て 良 好 な 農 村 景 観 を 形 成 す る イ ン セ ン テ ィ ブ を ど

の よ う に 付 与 す る の か が 大 き な 課 題 な の で あ る 。

農村地域

農家
農業の多面的
機能

農村景観
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ー
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第５－２図 農業の多面的機能とその対価の流れ
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農産物の供給
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(4 )美 瑛 町 の 取 組 み 事 例

美 瑛 町 は ， 丘 陵 地 帯 に お け る 独 特 の 畑 作 景 観 が 注 目 を 集 め ， 観 光 地 と し て 発 展

し て き た 。 こ の 農 村 景 観 は 、 畑 作 農 業 に は 必 ず し も 適 し て お ら ず 、 農 産 物 の 生 産

の 視 点 か ら は 必 ず し も 好 ま し い こ と で は な か っ た 。し か し 、1987 年 に 風 景 写 真 家

の 前 田 真 三 氏 が 写 真 ギ ャ ラ リ ー 「 拓 真 館 」 を オ ー プ ン し 、 美 瑛 町 の こ の 丘 の 美 し

さ を 作 品 で 紹 介 し た こ と に よ り 脚 光 を 浴 び 、1985 年 度 の 美 瑛 町 の 観 光 入 込 客 数 が

40 万 人 で あ っ た も の が 、 2000 年 度 に は 130 万 人 に も 増 加 し て い る 注 ３ ）。

農 業 の 景 観 が 観 光 の 目 玉 と し て 脚 光 を 浴 び る 一 方 で 、 農 家 戸 数 、 農 家 人 口 は 減

少 し 、1990 年 の 941 戸 、4 ,211 人 が 2005 年 に は 551 戸 、2 ,555 人 と な っ て い る 。

20ha 以 上 の 農 家 数 の 変 化 は 小 さ い が 、 規 模 の 小 さ い 農 家 の 離 農 が 進 行 し て い る 。

こ の 動 向 か ら 判 断 し て 、 農 村 景 観 の 美 し さ が 評 価 さ れ る こ と に よ っ て 効 率 的 農 業

生 産 を 指 向 す る 動 き が 弱 ま る こ と は な か っ た と い え よ う 。 た だ し 、 町 の 人 口 の 減

少 に つ い て は 、1985 年 に 13 ,975 人 、1990 年 に 12 ,769 人 、1995 年 に 12 ,106 人 、

2000 年 に 12 ,051 人 、 2005 年 に 11 ,704 人 と 、 減 少 傾 向 に 対 し て 一 定 の 歯 止 め を

か け る 作 用 を 果 た し て い る と 考 え ら れ る 。 農 業 に 対 す る 効 果 は あ ま り み ら れ な か

っ た も の の 、 農 村 の 活 性 化 に は 明 ら か に 大 き な プ ラ ス の 影 響 を 与 え た と 判 断 で き

る 。  
美 瑛 町 の 農 村 景 観 は 農 業 の 営 み に よ る 農 業 の 多 面 的 機 能 の 発 揮 に よ っ て 提 供

さ れ る も の で あ る 。 し た が っ て 、 農 業 の 成 立 な く し て は あ り え な い 。 農 業 の 崩 壊

は 美 瑛 町 の 農 村 景 観 を 中 心 と し た 観 光 の 崩 壊 を 意 味 す る 。 景 観 機 能 の 発 揮 は グ リ

ー ン ツ ー リ ズ ム を 指 向 す る 農 家 以 外 に マ イ ナ ス の 作 用 こ そ あ れ プ ラ ス の 作 用 は 働

か な い の だ ろ う か 。

農 家 の 景 観 機 能 発 揮 に 対 す る 経 済 的 還 元 戦 略 は 、 農 業 の 景 観 機 能 の 発 揮 に よ っ

て 生 ま れ た 美 瑛 町 の 農 産 物 の ブ ラ ン ド 化 で あ る 。 例 え ば 、 製 粉 メ ー カ ー と 協 同 し

て 、美 瑛 町 産 の 小 麦 で「 ホ ク シ ン 」と「 春 よ 恋 」の 品 種 を ブ レ ン ド し た 小 麦 に「 香

麦 」と 名 称 を 与 え 、美 瑛 町 産 の 小 麦 の ブ ラ ン ド 形 成 を 図 っ て い る 。ま た 、「 日 本 で

最 も 美 し い 村 」 連 合 と い う N P O 法 人 を 設 立 し 、 町 の ブ ラ ン ド 化 を 図 っ て い る 。

こ の 連 合 に は 、現 在 ９ 町 村 が 組 織 さ れ て い る が 、22 の 企 業 が こ の 活 動 を サ ポ ー ト

し て い る 点 が 注 目 さ れ る 。 美 し い 景 観 が そ の 町 で 生 産 さ れ る 農 産 物 の 応 援 団 を 形

成 し つ つ あ る の で あ る 。 当 然 、 高 品 質 の 農 産 物 の 生 産 が 求 め ら れ る が 、 そ れ ま で

み ら れ な か っ た 美 し い 景 観 に よ る ブ ラ ン ド 形 成 を 図 る 動 き が 町 の 内 外 で 始 ま っ て

い る 。 イ メ ー ジ と し て の ブ ラ ン ド を 品 質 の 裏 付 け に よ っ て 深 化 さ せ る こ と が 、 今

後 の 課 題 と な ろ う 。

注 1）「 景 観 法 」と 同 時 に「 景 観 法 の 施 行 に 伴 う 関 係 法 律 の 整 備 等 に 関 す る 法 律 」，

「 都 市 緑 地 保 全 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 」 も 施 行 さ れ ， こ れ ら 三 つ の 法 律 を



63

合 わ せ て 「 景 観 緑 三 法 」 と 呼 ん で い る 。

な お ， 農 村 の 景 観 に つ い て の 議 論 は 〔 ４ 〕 な ど が あ る 。

注 2） グ リ ー ン ツ ー リ ズ ム は 観 光 に か な り の 部 分 包 摂 さ れ て し ま う 。 こ こ で は ，

グ リ ー ン ツ ー リ ズ ム を 「 農 村 の 自 然 や 文 化 ， 農 村 に 住 む 人 た ち と の 交 流 を 楽 し

み な が ら ，ゆ っ く り と 余 暇 を 過 ご す 滞 在 型 の 余 暇 活 動 」と 定 義 し ，具 体 的 に は ，

フ ァ ー ム イ ン ， フ ァ ー ム レ ス ト ラ ン ， 農 畜 産 加 工 施 設 ， 農 畜 産 直 売 所 ， 農 業 ・

農 畜 産 加 工 ・ 工 芸 体 験 施 設 ， 市 民 農 園 な ど の 取 組 み が 挙 げ ら れ る 。 こ こ で の 観

光 は ， こ れ ら グ リ ー ン ツ ー リ ズ ム を 除 い た 観 光 と 定 義 し て い る 。

注 3）北 海 道 観 光 入 込 客 数 調 査 は 1997 年 度 よ り 改 正 さ れ て い る が 、美 瑛 町 に つ い

て は 改 正 の 影 響 は な い 。 な お 、 近 年 、 美 瑛 町 の 観 光 入 込 客 数 は 減 少 傾 向 を 示 し

て い る が 、 こ の 要 因 と し て 団 体 の ツ ア ー 客 の 減 少 と 、 個 人 ツ ア ー の 客 数 は 増 加

が 挙 げ ら れ 、 観 光 客 の 質 の 変 化 が み ら れ た こ と に よ る 結 果 と 解 釈 さ れ て い る 。

3 .  農 家 の 農 業 の 多 面 的 機 能 に 対 す る 意 識

(1 )  ア ン ケ ー ト 調 査 の 目 的

本 ア ン ケ ー ト は ， 農 村 の 活 性 化 に つ い て ， 農 家 の 考 え を 理 解 す る こ と を 目 的 と

し て 実 施 さ れ た 。

(2 )  ア ン ケ ー ト 調 査 の 内 容

本 ア ン ケ ー ト の 調 査 内 容 で は ，大 き く 分 け て 4 つ の 項 目 に つ い て 質 問 を し て い

る 。 具 体 的 に は ， Ⅰ 農 業 の 果 た す 役 割 （ 機 能 ）， Ⅱ 農 村 景 観 に つ い て ， Ⅲ 保 健 休

養 機 能 に つ い て ，Ⅳ 農 村 活 性 化 に つ い て ，で あ り ，具 体 的 な 質 問 項 目 に つ い て は ，

付 表 の ア ン ケ ー ト 票 を 参 照 願 い た い 。

(3 )  ア ン ケ ー ト の 調 査 対 象

十 勝 管 内 の ３ 町 で ， 十 勝 の 中 心 地 域 の 音 更 町 ， 十 勝 の 最 北 部 の 地 域 の 陸 別 町 ，

中 心 地 域 と 最 北 部 の 地 域 の 中 間 に 位 置 す る 地 域 の 上 士 幌 町 を 調 査 対 象 の 町 と し た 。

調 査 ア ン ケ ー ト の 配 布 で は ， ３ つ の 町 の 農 協 組 合 員 を 対 象 に 農 協 に 配 付 を 依 頼

し ， 郵 送 に よ っ て 回 収 し た 。 有 効 回 答 数 は ， 上 士 幌 町 が 76 戸 （ 2000 年 セ ン サス

主 業 農 家 数 及 び 回 答 率： 207 戸 ，36 .7％ ），陸 別 町 が 13 戸（ 同： 95 戸 ，13 .7％ ），

音 更 町 が 164 戸 （ 同 ： 765 戸 ， 21 .4％ ）， 全 体 の 合 計 で 253 戸 で あ る 。 農 業 の 経

営 形 態 別 に つ い て は ，上 士 幌 町 で 畑 作 が 39 戸 ，酪 農 が 34 戸 ，肉 牛 が 9 戸 ，野 菜

作 が 5 戸 ，そ の 他 2 戸 ，陸 別 町 で 畑 作 が 4 戸 ，酪 農 が 9 戸 ，肉 牛 が 2 戸 ，野 菜 作

が 1 戸 ，音 更 町 で 畑 作 が 155 戸 ，酪 農 が 17 戸 ，肉 牛 が 8 戸 ，野 菜 作 が 26 戸 ，そ

の 他 が 2 戸 で ， 全 体 で は ， 畑 作 が 198 戸 （ 78 .3％ ）， 酪 農 が 60 戸 （ 23 .7％ ）， 肉

牛 が 19 戸 （ 7 .5％ ）， 野 菜 作 が 32 戸 （ 12 .6％ ）， そ の 他 が 4 戸 （ 1 .6％ ） と な っ て

い る 。 全 体 で は 畑 作 農 家 の 回 答 者 が 多 く ， ア ン ケ ー ト 調 査 の 結 果 に つ い て は 畑 作

農 家 の 意 向 が 強 く 反 映 さ れ て い る 可 能 性 が あ り ， 結 果 の 解 釈 に 当 た っ て は ， 畑 作
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農 家 が 90％ 以 上 の 音 更 町 と 他 の 町 と の 違 い に 十 分 留 意 す る 必 要 が あ ろ う 。

回 答 者 の 性 別 に つ い て は ， ど の 町 に つ い て も 有 効 回 答 数 の 90％ 以 上 が 男 性 で

あ る 。 ま た ， 回 答 者 の 年 齢 に つ い て は ， ど の 町 と も 「 50～ 59 歳 」 が 最 も 多 く ，

全 体 で 43 .1％ で あ っ た 。次 い で 陸 別 町 以 外 で は「 40～ 49 歳 」が（ 全 体 で 25 .3％ ），

陸 別 町 で は 「 60 歳 以 上 」 が （ 30 .8％ ） 多 か っ た 。 そ の 次 は 「 60 歳 以 上 」（ 陸 別

町 は 「 40～ 49 歳 」） で ， 回 答 者 の 年 齢 構 成 は 比 較 的 高 く な っ て い る 。

第５－２表

合計 男性 女性 不明

全体 249 240 9 4

100.0 96.4 3.6

上士幌 76 72 4 0

100.0 94.7 5.3

陸別 13 12 1 0

100.0 92.3 7.7

音更 160 156 4 4

100.0 97.5 2.5

設問１６－４－性別

後 継 者 の 有 無 に つ い て は ， 陸 別 町 で は 50％ 以 上 の 農 家 が 「 後 継 者 が い な い 」

も の の ，他 の 町 で は「 後 継 者 が い る 」農 家 が 最 も 大 き な 割 合 を 占 め て い る（ 全 体

で 36 .7％ ）。

第５－１表

合計 畑作 酪農 肉牛 野菜 その他 不明

全体 253 198 60 19 32 4 0

100.0 78.3 23.7 7.5 12.6 1.6

上士幌 76 39 34 9 5 2 0

100.0 51.3 44.7 11.8 6.6 2.6

陸別 13 4 9 2 1 0 0

100.0 30.8 69.2 15.4 7.7 0.0

音更 164 155 17 8 26 2 0

100.0 94.5 10.4 4.9 15.9 1.2

設問１６－農業の経営形態
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第５－３表

合計 １９歳以下 ２０－２９ ３０－３９ ４０－４９ ５０－５９ ６０歳以上 不明

全体 253 0 8 31 64 109 41 0

100.0 0.0 3.2 12.3 25.3 43.1 16.2

上士幌 76 0 2 8 22 36 8 0

100.0 0.0 2.6 10.5 28.9 47.4 10.5

陸別 13 0 0 2 2 5 4 0

100.0 0.0 0.0 15.4 15.4 38.5 30.8

音更 164 0 6 21 40 68 29 0

100.0 0.0 3.7 12.8 24.4 41.5 17.7

設問１６－５－年齢

第５－４表

合計 有 無 未定 不明

全体 251 92 77 82 2

100.0 36.7 30.7 32.7

上士幌 75 31 20 24 1

100.0 41.3 26.7 32.0

陸別 13 1 7 5 0

100.0 7.7 53.8 38.5

音更 163 60 50 53 1

100.0 36.8 30.7 32.5

設問１６－６－後継者の有無

(4 )  ア ン ケ ー ト 調 査 結 果

ア ン ケ ー ト の 調 査 結 果 と 簡 単 な 考 察 を 以 下 に 示 す 。  
① 設 問 １ ： 農 業 の 多 面 的 機 能 の 認 知

全 体 で は ，「 言 葉 は 知 ら な い が 機 能 は 知 っ て い た 」 が 36 .8％ ， つ い で 「 言

葉 は 知 っ て い た が 内 容 は 知 ら な い 」が 22 .1％ ，「 よ く 知 っ て い た 」が 20 .6％
で あ り ， 認 知 し て い な い 割 合 は 20％ 程 度 で あ っ た 。

農 業 の 多 面 的 機 能 に つ い て 認 知 し て い る 割 合 は ，全 体 で 約 55％ ，上 士 幌 で

は 70％ 弱 ，陸 別 町 で 約 45％ ，音 更 町 で 約 50％ で あ っ た 。上 士 幌 町 で の 認 知

度 は 高 く ， 他 の 町 で も 50％ 程 度 が 機 能 を 知 っ て い た 。

第５－５表

合計
よく知って
いた

言葉は知っ
ていたが，
内容は知ら
ない

言葉は知ら
なく機能は
知っていた

ほとんど知
らなかった わからない 不明

全体 253 52 56 93 42 10 0

100.0 20.6 22.1 36.8 16.6 4.0

上士幌 76 16 8 36 10 6 0

100.0 21.1 10.5 47.4 13.2 7.9

陸別 13 4 4 2 3 0 0

100.0 30.8 30.8 15.4 23.1 0.0

音更 164 32 44 55 29 4 0

100.0 19.5 26.8 33.5 17.7 2.4

設問１－農業の多面的機能の認知
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② 設 問 ２：「 農 産 物 を 供 給 す る 機 能 」以 外 で ，あ な た の 営 む 農 業 が 果 た し て い る

機 能 は 次 の ど れ が 該 当 し ま す か 。

第５－６表

合計
発揮されて
いる

多少発揮さ
れている

どちらとも
いえない

あまり発揮
されていな
い

発揮されて
いない 不明

全体 253 67 112 53 13 8 0

100.0 26.5 44.3 20.9 5.1 3.2

上士幌 76 19 37 14 3 3 0

100.0 25.0 48.7 18.4 3.9 3.9

陸別 13 3 4 2 2 2 0

100.0 23.1 30.8 15.4 15.4 15.4

音更 164 45 71 37 8 3 0

100.0 27.4 43.3 22.6 4.9 1.8

合計
発揮されて
いる

多少発揮さ
れている

どちらとも
いえない

あまり発揮
されていな
い

発揮されて
いない 不明

全体 253 69 107 50 18 9 0

100.0 27.3 42.3 19.8 7.1 3.6

上士幌 76 23 30 14 6 3 0

100.0 30.3 39.5 18.4 7.9 3.9

陸別 13 1 4 5 3 0 0

100.0 7.7 30.8 38.5 23.1 0.0

音更 164 45 73 31 9 6 0

100.0 27.4 44.5 18.9 5.5 3.7

合計
発揮されて
いる

多少発揮さ
れている

どちらとも
いえない

あまり発揮
されていな
い

発揮されて
いない 不明

全体 252 26 60 83 51 32 1

100.0 10.3 23.8 32.9 20.2 12.7

上士幌 76 9 19 25 16 7 0

100.0 11.8 25.0 32.9 21.1 9.2

陸別 13 1 2 3 4 3 0

100.0 7.7 15.4 23.1 30.8 23.1

音更 163 16 39 55 31 22 1

100.0 9.8 23.9 33.7 19.0 13.5

合計
発揮されて
いる

多少発揮さ
れている

どちらとも
いえない

あまり発揮
されていな
い

発揮されて
いない 不明

全体 253 44 61 67 47 34 0

100.0 17.4 24.1 26.5 18.6 13.4

上士幌 76 16 20 18 14 8 0

100.0 21.1 26.3 23.7 18.4 10.5

陸別 13 1 1 4 2 5 0

100.0 7.7 7.7 30.8 15.4 38.5

音更 164 27 40 45 31 21 0

100.0 16.5 24.4 27.4 18.9 12.8

設問２－地域活性化

設問２－自然環境

設問２－景観管理

設問２－保健休養
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合計
発揮されて
いる

多少発揮さ
れている

どちらとも
いえない

あまり発揮
されていな
い

発揮されて
いない 不明

全体 253 30 73 70 44 36 0

100.0 11.9 28.9 27.7 17.4 14.2

上士幌 76 2 22 20 18 14 0

100.0 2.6 28.9 26.3 23.7 18.4

陸別 13 1 3 3 0 6 0

100.0 7.7 23.1 23.1 0.0 46.2

音更 164 27 48 47 26 16 0

100.0 16.5 29.3 28.7 15.9 9.8

設問２－文化伝承

「 自 然 環 境 」 に つ い て は ，「 発 揮 さ れ て い る 」 と 「 多 少 発 揮 さ れ て い る 」

を 合 わ せ る と ，全 体 で 約 70％ ，上 士 幌 町 で 73％ ，陸 別 町 で 53％ ，音 更 町 で

70％ と な っ て お り ，陸 別 町 で は 多 少 低 い も の の ， 7 割 程 度 の 農 家 が「 自 然 環

境 」 の 機 能 に つ い て は 発 揮 さ れ て い る と 考 え て い る 。

「 景 観 管 理 」 に つ い て は ，「 発 揮 さ れ て い る 」 と 「 多 少 発 揮 さ れ て い る 」

を 合 わ せ る と ，全 体 で 約 70％ ，上 士 幌 町 で 約 70％ ，陸 別 町 で 40％ 弱 ，音 更

町 で 70％ と な っ て お り ， 陸 別 町 で は 5 割 を 下 回 っ て い る が ， 全 体 で 7 割 程

度 の 農 家 が 「 景 観 管 理 」 の 機 能 に つ い て は 発 揮 さ れ て い る と 考 え て い る 。

「 保 険 休 養 」 に つ い て は ，「 発 揮 さ れ て い る 」 と 「 多 少 発 揮 さ れ て い る 」

を 合 わ せ る と ，全 体 で 34％ ，上 士 幌 町 で 37％ ，陸 別 町 で 23％ ，音 更 町 で 33％
と な っ て お り ，「 保 健 休 養 」 機 能 に つ い て は あ ま り 発 揮 さ れ て い る と は 考 え

ら れ て い な い 。

「 地 域 活 性 化 」に つ い て は ，「 発 揮 さ れ て い る 」と「 多 少 発 揮 さ れ て い る 」

を 合 わ せ る と ，全 体 で 41％ ，上 士 幌 町 で 47％ ，陸 別 町 で 15％ ，音 更 町 で 41％
と な っ て お り ，陸 別 町 で は 2 割 を 下 回 っ て い る が ，全 体 で 4 割 程 度 の 農 家 が

「 地 域 活 性 化 」 の 機 能 に つ い て 発 揮 さ れ て い る と 考 え て い る 。

「 文 化 伝 承 」 に つ い て は ，「 発 揮 さ れ て い る 」 と 「 多 少 発 揮 さ れ て い る 」

を 合 わ せ る と ，全 体 で 40％ ，上 士 幌 町 で 31％ ，陸 別 町 で 30％ ，音 更 町 で 45％
と な っ て お り ，上 士 幌 町 と 陸 別 町 で は 3 割 程 度 ，全 体 で 4 割 程 度 の 農 家 が「 文

化 伝 承 」 の 機 能 に つ い て 発 揮 さ れ て い る と 考 え て い る 。

以 上 ， 農 家 が 発 揮 さ れ て い る と 考 え て い る 多 面 的 機 能 と し て は ，「 自 然 環

境 」と「 景 観 管 理 」が 挙 げ ら れ る こ と ，ま た ，陸 別 町 で 多 面 的 機 能 が 発 揮 さ

れ て い る と 認 識 し て い る 農 家 が 相 対 的 に 低 い こ と が わ か る 。

③ 設 問 3：「 農 業 の 多 面 的 機 能 」 を 発 揮 さ せ る こ と の 必 要 性

農 業 の 多 面 的 機 能 を 発 揮 さ せ る こ と が 必 要 だ と 考 え る 農 家 の 割 合 は ，全 体

で 72％ ，上 士 幌 町 で 69％ ，陸 別 町 で 54％ ，音 更 町 で 75％ で あ り ，陸 別 町 で



68

多 少 低 い も の の ， 7 割 程 度 の 農 家 が ， 必 要 性 を 認 め て い る 。

必 要 だ と 思 う 理 由 と し て は ，「 農 業 の 理 解 の 向 上 」 が 陸 別 町 を 除 い て 一 番

（ 50％ 強 ） で ， 次 い で 「 当 然 」 が 40％ 台 と な っ て い る 。 陸 別 町 で は 「 当 然 」

と「 農 業 の 理 解 の 向 上 」が 逆 転 し て い る 。こ の 結 果 か ら ，多 面 的 機 能 の 発 揮

が 「 当 然 」 で あ る と 認 識 し て い る 農 家 や ，「 農 業 の 理 解 を 向 上 」 さ せ る 役 割

を 果 た す と 認 識 し て い る 農 家 が 多 数 を 占 め て い る こ と が わ か る 。

第５－７表

合計
必要だと思
う

必要ではな
い

どちらとも
いえない わからない 不明

全体 251 181 4 51 15 2

100.0 72.1 1.6 20.3 6.0

上士幌 74 51 2 18 3 2

100.0 68.9 2.7 24.3 4.1

陸別 13 7 0 4 2 0

100.0 53.8 0.0 30.8 15.4

音更 164 123 2 29 10 0

100.0 75.0 1.2 17.7 6.1

設問３－機能発揮の必要性

第５－８表

合計 当然
農業の理解
の向上 利益がある その他 不明

全体 181 77 96 4 4 2

100.0 42.5 53.0 2.2 2.2

上士幌 51 22 29 0 0 2

100.0 43.1 56.9 0.0 0.0

陸別 7 4 3 0 0 0

100.0 57.1 42.9 0.0 0.0

音更 123 51 64 4 4 0

100.0 41.5 52.0 3.3 3.3

設問３－１－必要だと思う理由

④ 設 問 ４ ：「 農 業 の 多 面 的 機 能 」 を 果 た す 上 で 障 害 と な っ て い る 事 柄

「 農 業 の 多 面 的 機 能 」を 発 揮 さ せ る 上 で 障 害 と な っ て い る 事 と し て 最 も 高

い 割 合 を 示 し た の は ，「 将 来 の 農 業 に 対 し て 不 安 が あ り ， 多 面 的 機 能 に つ い

て 考 え る 余 裕 が な い 」で ，陸 別 町 を 除 い て 70％ 強 を 占 め た 。次 い で「 資 金 不

足 」，「 多 面 的 機 能 に 対 す る 認 識 が 浅 い 」 が 高 い 比 率 を 占 め た 。「 農 産 物 を 生

産 す る 」こ と に 精 一 杯 で ，そ の 他 の 機 能 に つ い て 考 え る 余 裕 が な い と い う の

が 多 く の 農 家 の 認 識 で あ る 。「 資 金 不 足 」 は 経 済 的 な 意 味 で の 余 裕 が な い と

い う こ と に な ろ う 。 注 目 す べ き は ，「 多 面 的 機 能 に 対 す る 認 識 が 浅 い 」 こ と

が 障 害 と な っ て い る と い う 認 識 を 持 つ 農 家 が 少 な か ら ず い る と い う 事 実 で

あ る 。農 家 へ の「 多 面 的 機 能 」に 対 す る 認 識 を 深 め る 方 策 が 求 め ら れ て い る

と い え よ う 。



69

第５－９表

合計 関心なし
将来不安で
余裕なし 必要がない 機能がない 資金不足 浅い認識

全体 165 18 119 7 8 94 66

100.0 10.9 72.1 4.2 4.8 57.0 40.0

上士幌 53 8 38 3 2 38 16

100.0 15.1 71.7 5.7 3.8 71.7 30.2

陸別 9 1 5 1 1 4 5

100.0 11.1 55.6 11.1 11.1 44.4 55.6

音更 103 9 76 3 5 52 45

100.0 8.7 73.8 2.9 4.9 50.5 43.7

設問４－障害

わからない その他 不明

43 8 88

26.1 4.8

14 2 23

26.4 3.8

2 1 4

22.2 11.1

27 5 61

26.2 4.9

⑤ 設 問 ５ ：「 今 後 ， 発 揮 さ せ た い 機 能 」

今 後 ， 発 揮 さ せ た い 機 能 と し て ，「 自 然 環 境 」 の 機 能 が 最 も 多 く ， 全 体 で

60％ 以 上 ， 陸 別 町 で は 90％ 以 上 で あ っ た 。 次 い で 「 景 観 管 理 」，「 地 域 活 性

化 」の 機 能 が 多 い 。ま た ， 20％ 程 度 の 農 家 が「 保 健 休 養 」機 能 を 発 揮 さ せ た

い と 考 え て い る 。

第５－１０表

合計 自然環境 景観管理 保健休養 地域活性化 文化伝承 その他 不明

全体 248 154 122 48 109 10 3 5

100.0 62.1 49.2 19.4 44.0 4.0 1.2

上士幌 74 43 34 16 38 3 1 2

100.0 58.1 45.9 21.6 51.4 4.1 1.4

陸別 12 11 5 2 3 0 0 1

100.0 91.7 41.7 16.7 25.0 0.0 0.0

音更 162 100 83 30 68 7 2 2

100.0 61.7 51.2 18.5 42.0 4.3 1.2

設問５－発揮させたい機能

⑥ 設 問 ６ ：「 農 業 の 多 面 的 機 能 」 を 発 揮 さ せ る た め に 必 要 な 支 援

「 農 業 の 多 面 的 機 能 」 を 発 揮 さ せ る た め の 必 要 な 支 援 と し て は ，「 農 業 の

多 面 的 機 能 に つ い て の 情 報 提 供 」が ト ッ プ で 全 体 で は 70％ を 超 え て い る 。次

い で 「 低 利 の 資 金 供 給 」（ 全 体 で 36 .6％ ），「 多 面 的 機 能 の 発 揮 さ せ る 方 法 の

講 習 （ フ ァ ー ム イ ン の 経 営 方 法 な ど ）」（ 全 体 で 27 .6％ ），「 仲 間 作 り の 支 援 」

（ 全 体 で 26 .3％ ）と な っ て い る 。「 情 報 提 供 」に つ い て は ，「 多 面 的 機 能 に 対
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す る 認 識 が 浅 い 」こ と が 多 面 的 機 能 発 揮 の 障 害 と な っ て い る と 認 識 し て い る

農 家 が 少 な か ら ず い た が ，多 く の 農 家 が「 多 面 的 機 能 」に つ い て の 情 報 を 必

要 と し て お り ，「 農 業 の 多 面 的 機 能 」 に 対 す る 関 係 機 関 か ら の 情 報 提 供 が 必

要 と さ れ て い る こ と が わ か る

第５－１１表

合計 情報提供
仲間作り支
援

低利資金供
給 講習 その他 不明

全体 243 179 64 89 67 6 10

100.0 73.7 26.3 36.6 27.6 2.5

上士幌 72 47 20 30 18 2 4

100.0 65.3 27.8 41.7 25.0 2.8

陸別 12 11 0 5 4 0 1

100.0 91.7 0.0 41.7 33.3 0.0

音更 159 121 44 54 45 4 5

100.0 76.1 27.7 34.0 28.3 2.5

設問６－必要な支援

⑦ 設 問 ７ ： 景 観 を 良 く す る こ と の 必 要 性

農 村 の 景 観 を 良 く す る こ と の 必 要 性 に つ い て は ，全 体 で 8 割 以 上 の 農 家 が

「 必 要 」で あ る と 答 え て い る 。ま た ，全 体 で 1 割 程 度 の 農 家 が「 ど ち ら と も

い え な い 」と 答 え て お り ，よ く す る こ と が 必 要 で あ る か 否 か ，判 断 が つ か な

い 農 家 も い る こ と に も 留 意 す る 必 要 が あ ろ う 。

第５－１２表

合計 必要
必要ではな
い

どちらとも
いえない わからない 不明

全体 250 214 2 30 4 3

100.0 85.6 0.8 12.0 1.6

上士幌 75 58 1 14 2 1

100.0 77.3 1.3 18.7 2.7

陸別 13 11 0 2 0 0

100.0 84.6 0.0 15.4 0.0

音更 162 145 1 14 2 2

100.0 89.5 0.6 8.6 1.2

設問７－景観を良くする事の必要性

⑧ 設 問 ７ － １ 農 村 の 景 観 を 良 く す る 工 夫

農 村 の 景 観 を 良 く す る こ と が 必 要 で あ る と 答 え た 農 家 の う ち ，景 観 を 良 く

す る 工 夫 を し て い る か 否 か を 問 う た 設 問 で は ，「 ど ち ら と も い え な い 」 が 全

体 で 5 割 を 占 め て い る 。「 工 夫 を し て い る 」 と 答 え た 農 家 も 全 体 で 3 割 を 超

え て お り ，実 際 に 景 観 を 良 く し よ う と す る 意 識 を も っ て 農 業 に 臨 ん で い る 農

家 が 少 な か ら ず 存 在 し て い る こ と が わ か る 。
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第５－１３表

合計 している していない
どちらとも
いえない わからない 不明

全体 214 70 37 107 0 39

100.0 32.7 17.3 50.0 0.0

上士幌 58 19 6 33 0 18

100.0 32.8 10.3 56.9 0.0

陸別 11 2 2 7 0 2

100.0 18.2 18.2 63.6 0.0

音更 145 49 29 67 0 19

100.0 33.8 20.0 46.2 0.0

設問７－１－良くする工夫の有無

⑨ 設 問 ８ ： 農 村 の 景 観 を 良 く す る た め に 必 要 な こ と

農 村 の 景 観 を 良 く す る た め に 必 要 な こ と と し て は ，「 農 家 の 意 識 」 が 全 体

で 5 割 を 超 え て い る 。 次 い で 「 市 町 村 ， 集 落 の 方 針 」（ 全 体 で 27 .9％ ），「 資

金 の 融 資 」（ 全 体 で 16 .2％ ）と な っ て い る 。農 村 の 景 観 を 良 く す る た め に は ，

「 農 家 の 意 識 」が 重 要 で あ る こ と に つ い て 半 数 以 上 の 農 家 が 認 め て お り ，「 市

町 村 ，集 落 の 方 針 」を 上 回 っ て い る こ と は ，あ く ま で も 農 村 景 観 を 良 く す る

主 役 は 農 家 で あ る と の 認 識 を も つ 農 家 が 多 い こ と は 注 目 さ れ る 。

第５－１４表

合計 農家の意識
市・集落の
方針 資金の融資 その他 不明

全体 315 170 88 51 6 9

100.0 54.0 27.9 16.2 1.9

上士幌 88 48 23 17 0 4

100.0 54.5 26.1 19.3 0.0

陸別 16 7 4 4 1 0

100.0 43.8 25.0 25.0 6.3

音更 211 115 61 30 5 5

100.0 54.5 54.0 14.2 2.4

設問８－景観を良くする条件

⑩ 設 問 ９ ： フ ァ ー ム イ ン の 経 営

フ ァ ー ム イ ン を 経 営 し て い る か 否 か の 設 問 に つ い て は ，ほ と ん ど の 農 家 が

経 営 を し て お ら ず ，陸 別 町 と 音 更 町 の 各 町 で 1 戸 ず つ の 農 家 が フ ァ ー ム イ ン

を 経 営 し て い る 。ま た 今 後 経 営 す る 予 定 の 農 家 は 上 士 幌 町 で 1 戸 ，音 更 町 で

７ 戸 で あ る 。
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第５－１５表

合計 いる いない
経営する予
定 不明

全体 244 2 234 8 9

100.0 0.8 95.9 3.3

上士幌 74 0 73 1 2

100.0 0.0 98.6 1.4

陸別 12 1 11 0 1

100.0 8.3 91.7 0.0

音更 158 1 150 7 6

100.0 0.6 94.9 4.4

設問９－ファームイン経営の有無

⑪ 設 問 １ ０ ： 保 健 休 養 施 設 が 必 要 性

フ ァ ー ム イ ン な ど の 保 健 休 養 施 設 の 必 要 性 に つ い て は ，「 ど ち ら と も い え

な い 」 が ５ 割 以 上 を 占 め （ 全 体 で 52 .6％ ），「 必 要 で あ る 」（ 全 体 で 30 .0％ ）

を 上 回 っ て い る 。一 方「 必 要 で は な い 」と 考 え て い る 農 家 は １ 割 以 下 で（ 全

体 で 7 .7％ ） で あ る 。「 必 要 で は な い 」 と は 断 定 で き な い が ，「 必 要 で あ る 」

と 積 極 的 に 判 断 す る こ と が で き な い 農 家 が 多 い こ と が わ か る 。

第５－１６表

合計 必要
必要ではな
い

どちらとも
いえない わからない 不明

全体 247 74 19 130 24 6

100.0 30.0 7.7 52.6 9.7

上士幌 73 25 2 38 8 3

100.0 34.2 2.7 52.1 11.0

陸別 13 3 1 9 0 0

100.0 23.1 7.7 69.2 0.0

音更 161 46 16 83 16 3

100.0 28.6 9.9 51.6 9.9

設問１０－休養施設の必要性

⑫ 設 問 １ １ ： フ ァ ー ム イ ン 等 の 経 営 に 対 す る 興 味

フ ァ ー ム イ ン 等 の 経 営 に 対 す る 興 味 で は ， 全 体 で 43 戸 の 農 家 が 興 味 を 示

し て い る 。な お ，設 問 の 設 定 の 不 適 切 さ か ら と 思 わ れ る が ，無 回 答 が 全 体 で

70％ を 超 え て い る 。

第５－１７表

合計 ある ない わからない 不明

全体 253 43 24 7 179

100.0 17.0 9.5 2.8 70.8

上士幌 76 15 6 4 51

100.0 19.7 7.9 5.3 67.1

陸別 13 1 2 0 10

100.0 7.7 15.4 0.0 76.9

音更 164 27 16 3 118

100.0 16.5 9.8 1.8 72.0

設問１１－ファームイン経営の興味
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⑬ 設 問 １ １ － １ ： フ ァ ー ム イ ン を 経 営 し よ う と す る う え で 障 害

こ の 設 問 は ，フ ァ ー ム イ ン 等 の 経 営 に 興 味 の あ る 農 家 に 対 す る 設 問 で ，最

も 多 い 回 答 は 「 資 金 面 」（ 全 体 で 22 .9％ ）， 次 い で 「 経 営 の ノ ウ ハ ウ 」（ 全 体

で 20 .6％ ）， さ ら に 「 時 間 的 余 裕 」（ 全 体 で 15 .3％ ） で あ る 。 フ ァ ー ム イ ン

を 経 営 す る う え で ，資 金 の 確 保 は 重 要 で あ る が ，こ の 資 金 の 確 保 が 困 難 で あ

る と 認 識 し て い る 農 家 が 多 い 。ま た ，農 業 を 営 み な が ら フ ァ ー ム イ ン を 経 営

す る に は 時 間 が 足 り な い と 認 識 し て い る 農 家 も 多 く ，農 業 と フ ァ ー ム イ ン の

経 営 を 両 立 さ せ る 経 営 方 策 の 検 討 や そ れ ら の 情 報 提 供 が 必 要 と さ れ て い る 。

第５－１８表

合計 資金面
経営ノウハ
ウ 客の確保 農家意識

集落全体の
意識

景観の良し
悪し

全体 131 30 27 7 12 7 2

100.0 22.9 20.6 5.3 9.2 5.3 1.5

上士幌 48 13 11 1 6 2 0

100.0 27.1 22.9 2.1 12.5 4.2 0.0

陸別 4 2 1 1 0 0 0

100.0 50.0 25.0 25.0 0.0 0.0 0.0

音更 79 15 15 5 6 5 2

100.0 19.0 19.0 6.3 7.6 6.3 2.5

設問１１－１－経営の障害

時間的余裕
将来への不
安

農村に魅力
がない

特産品がな
い

料理技術の
未熟 その他 不明

20 11 2 3 7 3 25

15.3 8.4 1.5 2.3 5.3 2.3

7 3 0 1 3 1 10

14.6 6.3 0.0 2.1 6.3 2.1

0 0 0 0 0 0 2

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

13 8 2 2 4 2 13

16.5 10.1 2.5 2.5 5.1 2.5

⑭ 設 問 １ ２ ： フ ァ ー ム イ ン を 経 営 す る た め に 必 要 な 支 援 策

フ ァ ー ム イ ン を 経 営 す る た め に 必 要 と さ れ る 支 援 策 に つ い て は ，陸 別 町 を

除 い て ，「 経 営 ノ ウ ハ ウ の 講 習 」が 最 も 多 く（ 全 体 で 22 .8％ ），つ い で「 低 利

資 金 の 融 資 」（ 全 体 で 21 .6％ ） と な っ て い る 。 こ の 他 ，「 特 産 品 の 製 造 」（ 全

体 で 14 .8％ ），「 調 和 の 取 れ た 農 村 景 観 の 形 成 の た め の 指 針 」（ 全 体 で 13 .0％ ），

「 行 政 に よ る PR」（ 全 体 で 11 .7％ ） が 挙 げ ら れ て い る 。
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第５－１９表

合計
低利資金の
融資 指針

特産品の製
造

経営ノウハ
ウの講習

旅行会社と
の協力

行政による
PR

全体 162 35 21 24 37 9 19

100.0 21.6 13.0 14.8 22.8 5.6 11.7

上士幌 54 13 3 10 14 1 5

100.0 24.1 5.6 18.5 25.9 1.9 9.3

陸別 6 2 1 1 1 1 0

100.0 33.3 16.7 16.7 16.7 16.7 0.0

音更 102 20 17 13 22 7 14

100.0 19.6 16.7 12.7 21.6 6.9 13.7

設問１２－必要な支援

農協による
PR

調理法等ノ
ウハウの提
供 その他 不明

6 7 4 24

3.7 4.3 2.5

3 4 1 9

5.6 7.4 1.9

0 0 0 2

0.0 0.0 0.0

3 3 3 13

2.9 2.9 2.9

⑮ 設 問 １ ３ ： 農 村 は 元 気 ？

農 村 は 元 気 で あ る と 思 う か と い う 問 い に 対 し て は ，「 元 気 で は な い 」 と 答

え た 農 家 は ど の 町 で も 一 番 多 い 。 全 体 で は 53 .1％ あ り ， 陸 別 町 （ 76 .9％ ），

上 士 幌 町（ 64 .9％ ）と 十 勝 の 中 心 か ら 離 れ る に し た が っ て そ の 割 合 が 増 加 す

る 傾 向 を 示 し て い る 。「 元 気 で あ る 」 と 答 え た 農 家 は 少 な い が ， 十 勝 の 中 心

に 位 置 す る 音 更 町 は 18 .4％ と 2 割 近 い 農 家 が「 農 村 は 元 気 で あ る 」と 答 え て

お り ， 周 辺 の 町 と は 異 な っ た 傾 向 を 示 し て い る 。

第５－２０表

合計 元気
元気ではな
い

どちらとも
いえない わからない 不明

全体 245 35 130 73 7 8

100.0 14.3 53.1 29.8 2.9

上士幌 74 5 48 18 3 2

100.0 6.8 64.9 24.3 4.1

陸別 13 1 10 2 0 0

100.0 7.7 76.9 15.4 0.0

音更 158 29 72 53 4 6

100.0 18.4 45.6 33.5 2.5

設問１３－農村は元気？

⑯ 設 問 １ ３ － １ ： 農 村 が 元 気 で は な い 理 由

農 村 が 元 気 で は な い 理 由 に つ い て は ， 3 町 と も 「 将 来 に 対 す る 不 安 」 が 最

も 多 く な っ て い る（ 全 体 で 33 .1％ ）。次 い で「 高 齢 化 」（ 全 体 で 20 .2％ ），「 人

口 減 少 」（ 全 体 で 15 .9％ ） が 続 い て い る 。 ま た ，「 行 政 対 応 が 不 十 分 」（ 全 体
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で 11 .0％ ），「 農 民 意 識 の 沈 滞 」（ 全 体 で 9 .2％ ） も 比 較 的 多 い 理 由 で あ る 。

第５－２１表

合計
将来に対す
る不安 人口減少 高齢化

公共投資の
減少

行政対応の
不十分

農民意識の
沈滞

全体 347 115 55 70 13 38 32

100.0 33.1 15.9 20.2 3.7 11.0 9.2

上士幌 131 43 27 24 2 14 12

100.0 32.8 20.6 18.3 1.5 10.7 9.2

陸別 30 8 4 8 1 2 5

100.0 26.7 13.3 26.7 3.3 6.7 16.7

音更 186 64 24 38 10 22 15

100.0 34.4 12.9 20.4 5.4 11.8 8.1

設問１３－元気でない理由

農村に特徴
がない その他 不明

22 2 2

6.3 0.6

9 0 0

6.9 0.0

2 0 0

6.7 0.0

11 2 2

5.9 1.1

⑰ 設 問 １ ４ ： 農 村 活 性 化 の 方 法

農 村 を 活 性 化 さ せ る た め の 方 法 と し て は ， 3 町 と も 「 将 来 の 不 安 の 減 少 」

（ 全 体 で 26 .7％ ）が 最 も 多 く ，ど の 町 も 同 程 度 の 割 合 を 占 め て い る 。全 体 で

み る と ，「 将 来 の 不 安 の 減 少 」に 続 い て「 農 村 住 民 の 意 識 高 揚 」（ 全 体 で 11 .4％ ），

さ ら に 「 適 切 な 行 政 対 応 」（ 全 体 で 10 .8％ ） が 多 く な っ て い る 。 ま た ， こ の

設 問 で は 回 答 が 分 散 し て お り ，農 家 に よ っ て 求 め る 方 策 が 多 様 化 し て い る こ

と が 特 徴 と な っ て い る 。
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第５－２２表

合計 機能の発揮
魅力ある景
観形成

公共投資の
増加 意識の高揚

新たな事業
を考える

適切な行政
対応威

全体 315 25 18 16 36 21 34

100.0 7.9 5.7 5.1 11.4 6.7 10.8

上士幌 123 11 6 6 12 10 11

100.0 8.9 4.9 4.9 9.8 8.1 8.9

陸別 25 2 1 0 3 4 2

100.0 8.0 4.0 0.0 12.0 16.0 8.0

音更 167 12 11 10 21 7 21

100.0 7.2 6.6 6.0 12.6 4.2 12.6

設問１４－活性化の方法

新たな産業
を興す

将来の不安
の減少

都市農村の
交流活発化

農業体験の
実施

ファームイ
ンの増加

地産地消の
推進

農産加工の
推進 その他 不明

9 84 21 6 2 21 20 2 14

2.9 26.7 6.7 1.9 0.6 6.7 6.3 0.6

4 33 9 1 1 12 7 0 5

3.3 26.8 7.3 0.8 0.8 9.8 5.7 0.0

2 6 2 0 0 1 1 1 1

8.0 24.0 8.0 0.0 0.0 4.0 4.0 4.0

3 45 10 5 1 8 12 1 8

1.8 26.9 6.0 3.0 0.6 4.8 7.2 0.6

４ ． 十 勝 に お け る 農 民 参 加 型 農 村 活 性 化 の 展 望

こ こ で 調 査 し た 3 つ の 町 が 十 勝 の 他 の 市 町 村 を 代 表 す る と は 断 言 で き な い 。し

か し ，サ ン プ ル の 少 な い 陸 別 町 が い く つ か の 質 問 項 目 で 他 の 2 つ の 町 と 傾 向 が 異

な る こ と が あ っ た が ， ほ と ん ど の 質 問 項 目 で ３ つ の 町 は 類 似 し た 傾 向 を 示 し て い

る 。 こ の こ と か ら ， 十 勝 地 域 全 体 も ， 本 ア ン ケ ー ト 調 査 か ら 得 ら れ た 傾 向 と 類 似

し た 傾 向 に あ る の で は な い か と 想 定 さ れ る 。

こ こ で ， ア ン ケ ー ト の 対 象 と し た 町 の 観 光 入 込 客 数 の 推 移 を み て お き た い （ 第

５ － ２ ３ 表 ）。

（千人）
年度 上士幌町 陸別町 音更町 美瑛町 十勝圏域 道北圏域 北海道

1998 631 51 1,402 1,465 9,046 21,619 144,783
1999 571 51 1,365 1,442 9,013 22,178 149,400
2000 519 62 1,370 1,307 8,406 21,780 136,647
2001 465 78 1,331 1,265 8,456 22,006 143,966
2002 457 75 1,263 1,266 8,377 22,975 143,334
2003 394 75 1,324 1,284 8,090 22,816 141,166
2004 359 74 1,399 1,192 8,196 22,002 138,368
2005 319 74 1,367 1,126 8,602 22,530 139,027

資料）「北海道観光入込客数調査報告書」（北海道）

第５－２３表 観光入込客数

陸 別 町 は 1998 年 の 天 文 台 の 設 置 に よ り 入 込 客 数 が 増 加 し ， 減 少 傾 向 は ほ と ん

ど み ら れ ず ， 音 更 町 は 十 勝 川 温 泉 等 の 観 光 地 の 存 在 か ら ， 観 光 客 の 減 少 を 最 小 限

に 食 い 止 め て い る 。一 方 ，上 士 幌 町 は 大 き く 減 少 し ， 2005 年 度 は 1998 年 度 の 半
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分 程 度 と な っ て お り ， 観 光 面 で の 課 題 を 抱 え て い る も の と 考 え ら れ る 。

参 考 に 示 し た 美 瑛 町 に つ い て は ， 1998 年 度 に 比 べ て 大 き な 落 ち 込 み を 示 し て

い る 。 こ れ は 以 前 に も 指 摘 し た よ う に ， 団 体 客 か ら 個 人 行 動 の 客 層 に 観 光 客 の 質

的 な 変 化 が 起 こ っ て い る こ と に よ る も の と 解 釈 さ れ て い る 。 観 光 は 「 光 り 輝 く も

の を 見 に 行 く 」 の に 対 し て ， グ リ ー ン ・ ツ ー リ ズ ム が 「 名 も な い 農 山 漁 村 資 源 と

ふ れ あ い に 行 く 」 も の と す れ ば 注 １ ）， こ の 客 層 の 変 化 は あ る 意 味 ， 受 容 す べ き 減

少 と 考 え ら れ る 。

今 日 ，十 勝 の 農 村 の 活 気 を 失 わ せ て い る の は「 将 来 に 対 す る 不 安 」で あ る 。「 高

齢 化 」，「 人 口 減 少 」 も 同 様 に 「 将 来 に 対 す る 不 安 」 を 引 き 起 こ す 複 合 的 な 要 因 と

み ら れ る 。 こ の 「 将 来 に 対 す る 不 安 」 は ， 農 村 を 活 性 化 し よ う と す る 農 家 の 意 識

に 対 し て ， 強 い マ イ ナ ス 要 因 と し て 働 い て い る 。 将 来 の 農 業 収 入 に 対 す る 不 安 や

農 村 の 機 能 の 喪 失 に 対 す る 不 安 は ， 農 業 の 多 面 的 機 能 を 新 た に 発 揮 さ せ よ う と す

る 意 識 に も 大 き な マ イ ナ ス 作 用 と し て 働 き ， さ ら に 農 村 の 沈 滞 を 導 い て い る よ う

に 思 わ れ る 。 し た が っ て ， 農 業 生 産 の 機 能 の み で は な く ， 農 業 の 多 面 的 機 能 の 発

揮 を 含 め て 将 来 の 展 望 を 開 く ，「 将 来 に 対 す る 不 安 」を 振 り ほ ど く よ う な 地 域 の 活

性 化 方 策 を 導 き 出 さ な け れ ば な ら な い 。 そ し て ， 農 民 参 加 型 の 自 立 し た 農 村 の 活

性 化 の た め に は ， 政 策 に よ る 誘 導 で は な く ， 政 策 は あ く ま で も こ の 方 策 を 支 援 す

る 存 在 で な け れ ば な ら な い 。 本 ア ン ケ ー ト 調 査 で ， 多 数 の 農 家 は ， 農 業 の 多 面 的

機 能 を 発 揮 さ せ る こ と の 必 要 性 を 認 識 し て お り ， そ の た め に は 何 が 必 要 か を 認 識

し て い る 。そ の 必 要 を 満 た す た め の 具 体 的 な 体 制 作 り が 求 め ら れ て い る の で あ る 。

参 考 と し て ， 支 庁 別 の グ リ ー ン ・ ツ ー リ ズ ム 関 連 施 設 の 設 置 状 況 を 第 ５ － ２ ４

表 に 示 し た 。

石狩支庁 0 7 53 13 2
渡島支庁 0 2 12 8 11
檜山支庁 0 1 1 1 9
後志支庁 5 5 88 15 20
空知支庁 2 9 80 22 20
上川支庁 14 12 49 31 20
留萌支庁 0 0 1 3 4
宗谷支庁 1 1 14 5 11
網走支庁 8 7 38 37 7
胆振支庁 0 7 5 9 4
日高支庁 1 3 5 2 4
十勝支庁 8 19 38 31 21
釧路支庁 6 5 14 11 4
根室支庁 1 0 9 5 0
資料）北海道ホームページ

農村公園

第５－２４表 支庁別のグリーンツーリズム関連施設等の設立数

ファームイ
ン

ファームレ
ストラン

農業体験 加工体験

実 際 の 数 は ， 調 査 の 仕 方 に よ っ て 異 な る た め ， 数 字 自 体 を 評 価 す る こ と は で き
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な い が ， 各 支 庁 の 傾 向 は み て 取 る こ と が で き る も の と 思 う 。 上 川 支 庁 が フ ァ ー ム

イ ン ， 後 志 ， 空 知 支 庁 は 農 業 体 験 ， 十 勝 支 庁 は 農 家 レ ス ト ラ ン が 際 立 っ て 多 い こ

と が わ か り ， そ れ ぞ れ の 支 庁 の 位 置 す る 特 徴 を 示 し て い る 。 十 勝 支 庁 は ， 網 走 支

庁 と 類 似 し て お り ， 多 様 な 取 り 組 み が 行 わ れ て い る 地 域 と い え る 。

注 １ ）〔 ２ 〕 p .21 を 参 照 。

５ ． お わ り に

美 瑛 町 が 農 業 の 多 面 的 機 能 の 一 つ で あ る 景 観 管 理 機 能 を 発 揮 さ せ ， 農 村 を 活 性

化 さ せ た 優 良 事 例 と し て 取 り 上 げ ら れ て い る 。 美 瑛 町 の 農 村 景 観 は ， 農 業 に と っ

て は 条 件 が 不 利 な こ と を 代 償 に 得 ら れ た も の で あ る 。 こ の 点 で は ， 十 勝 の 畑 作 適

地 と は 明 ら か に 条 件 が 異 な っ て い る 。 畑 作 基 盤 と し て み る な ら ば 十 勝 は 恵 ま れ て

い る 。 こ の 恵 ま れ た 条 件 に さ ら に ， 農 業 の 持 つ 多 面 的 機 能 を 的 確 に 捉 え る こ と が

で き る な ら ば ，大 い な る 農 村 の 活 性 化 に 繋 が る も の と 考 え ら れ る 。21 世 紀 を 前 に

「 食 料・農 業・農 村 基 本 法 」が 制 定 さ れ ， 21 世 紀 の 農 村 は「 農 業 基 本 法 」と は 異

な っ た 考 え に よ っ て 営 ま れ て い か な け れ ば な ら な い 。 こ の 新 し い 基 本 法 が ま だ ま

だ 不 完 全 な 形 で あ る と し て も ， ま た ， 我 々 の 頭 は ま だ ま だ 「 農 業 基 本 法 」 に 縛 ら

れ て い る と し て も ， い つ ま で も そ の 状 態 で い て は 農 村 の 活 性 化 は 期 待 で き な い 。

農 民 参 加 型 の 農 村 活 性 化 と は ，農 家 の 意 識 が ，「 農 業 基 本 法 」か ら「 食 料・農 業 ・

農 村 基 本 法 」 へ の 意 識 変 革 を 前 提 と し い る と い え よ う 。

な お ， 本 研 究 は ， 上 士 幌 町 ， 陸 別 町 ， 音 更 町 の 農 家 の 方 々 ， さ ら に JA 上 士 幌

町 ， JA 陸 別 町 ， JA 音 更 町 の 協 力 に よ っ て 得 ら れ た 成 果 で あ る 。 ご 協 力 い た だ い

た 方 々 に 心 か ら お 礼 申 し 上 げ ま す 。
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農業の多面的機能と農村活性化に関するアンケート

本アンケートは、帯広畜産大学と帯広信用金庫の共同研究である「住民参加型の地域経済の発展に関

する研究」の一環として行われ、農村の活性化について、農家の方のお考えを理解することを目的とし

て実施されます。ご協力よろしくお願いいたします。なお、この目的以外に本アンケートのデータは使

用いたしません。次に記述された「農業の果たす役割（機能）」の説明をお読みくださり、設問１から

順に、指示に従ってお答えください。

Ⅰ．《農業の果たす役割（機能）》 
農業には、「農産物を供給する役割（機能）」のほか、次のような役割（機能）が考えられています。

イ) 自然環境を保全する機能

畑などの農地には、バクテリアやミミズなどたくさんの微生物や小動物が住んでおり、生態系を

維持して自然環境を保全する機能を持っています。

ロ) 景観管理機能

農村において、農業を営むことによって作物や家畜、農家の家屋や施設、周辺の木々や山々など

と調和した景観が維持・管理される機能です。

ハ) 保健休養機能

都市では見られない、きれいな水、澄んだ空気、美しい緑・自然・環境を求めて農村を訪れる人々

に、潤いや安らぎを与える機能で、都市に住む人が農家に泊まったり、農業体験をしたりするこ

とを可能にする機能です。

ニ) 地域の活性化機能

農業が営まれ、農産物の加工施設やファームインなどが立地したりすることによって、地域の活

性化が図られる機能です。

ホ) 文化の伝承機能

農村において育まれた農業にまつわる芸能や神事などの伝統を維持していく機能です。

【設問１】 
農業の果たす多様な働きを「農業の多面的機能」と呼ばれていますが、あなたは、この「農業の多

面的機能」についてご存知でしたか？該当する番号に 1 つ○をつけてください。

１ よく知っていた。

２ 「農業の多面的機能」という言葉は知っていたが、内容はよく知らなかった。

３

「農業の多面的機能」という言葉は知らなかったが、農業の多様な役割（機能）について

は知っていた。

４ ほとんど知らなかった。

５ よく分からない。

【設問２】 
「農産物を供給する機能」以外で、あなたの営む農業が果たしている機能は次のどれが該当します

か？各機能について、該当する番号の 1 つに○をつけてください。

発揮されてい

る

多少発揮され

ている

どちらともい

えない

あまり発揮さ

れていない

発揮されてい

ない

自然環境 １ ２ ３ ４ ５

景観管理 １ ２ ３ ４ ５

保健休養 １ ２ ３ ４ ５

地域活性化 １ ２ ３ ４ ５

文化伝承 １ ２ ３ ４ ５
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設問３】 
あなたは「農業の多面的機能」を発揮させることが必要だと思いますか？該当する番号の 1 つに○を

つけてください。

１ 必要だと思う ⇒ 設問３－１へ 
２ 必要ではない

３ どちらともいえない

４ わからない

⇒ 設問４へ 

【設問３－１】 
「設問３」で「１」の「必要だと思う」に○をつけた方にお聞きします。必要だと思う理由を次の

中から一つ該当する番号に○を付けてください。「その他」に該当する場合、その具体的な理由を

お書きください。

１ 農業の持っている機能なので発揮させるのは当然

２ 一般の市民の農業に対する理解の向上を図るため

３ 農家にとって利益がある

４ その他 （

）

【設問４】 
「農業の多面的機能」を果たす上で障害となっている事柄について選択し、該当する番号に最大

３つまで○を付けてください。「その他」に該当する場合、その具体的な理由をお書きください。

１ 多面的機能に対して関心がない

２ 将来の農業に対して不安があり、多面的機能について考える余裕がない

３ 多面的機能を発揮させる必要がない

４ 果たすべき多面的機能がない

５ 資金が不足（景観を良くする場合等に掛る資金など）

６ 多面的機能に対する認識が浅い 
７ どのように機能させたらよいかわからない

８ その他（

）

【設問５】 
あなたは、今後、どの機能を発揮させていきたいと考えますか？該当する番号に最大２つまで○

を付けてください。「その他」に該当する場合、その具体的な理由をお書きください。

１ 自然環境

２ 景観管理

３ 保健休養

４ 地域活性化

５ 文化伝承

６ その他 （

）

【設問６】 
「農業の多面的機能」を発揮させるために必要な支援はどのようなことが挙げられますか？該当

する番号に最大２つまで○を付けてください。「その他」に該当する場合、その具体的な支援内容

をお書きください。（解答欄は次ページにあります）
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１ 農業の多面的機能についての情報提供

２ 仲間作りの支援

３ 低利の資金供給

４ 多面的機能の発揮させる方法の講習（ファームインの経営方法など）

５ その他 （

）

Ⅱ．《農村景観について》

【設問７】 
あなたは農村の景観をよくすることは必要だと思いますか？該当する番号の 1 つに○をつけてく

ださい。

１ 必要だと思う ⇒ 設問７－１へ 
２ 必要ではない

３ どちらともいえない

４ わからない

⇒ 設問９へ 

【設問７－１】 
「設問７」で「１」の「必要だと思う」に○をつけた方にお聞きします。あなたは農村の景観

を良くする工夫をしていますか？次の中から一つ該当する番号に○を付けてください。

１ している ⇒ 設問７－２へ 
２ していない

３ どちらともいえない

４ わからない

⇒ 設問８へ 

【設問７－２】 
「設問７－１」で「１」の「している」に○をつけた方にお聞きします。どのような工夫をし

ていますか？具体的に記入してください

【設問８】 
農村の景観を良くするためにはどのようなことが必要だと思いますか？該当する番号に最大２

つまで○を付けてください。「その他」に該当する場合、その具体的な内容をお書きください。

１ 農家の意識

２ 調和の取れた景観を形成するための市、集落の方針

３ 景観を良くするための資金の融資

４ その他 （

）

Ⅲ．《保健休養機能について》

【設問９】 
あなたはファームインを経営していますか？該当する番号の一つに○を付けてください。

１ いる

２ いない

３ 経営する予定
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【設問１０】

あなたは農村にファームイン、ファーム・レストランなどの保健休養施設が必要だと思いますか？

該当する番号の 1 つに○をつけてください。

１ 必要だ ⇒ 設問１１へ

２ 必要ではない

３ どちらともいえない

４ わからない

⇒ 設問１３へ

【設問１１】

あなたはファームイン等の経営に興味がありますか？該当する番号の 1 つに○をつけてください。

１ ある ⇒ 設問１１－１へ 
２ ない

３ わからない

⇒ 設問１３へ 

【設問１１－１】＜ファームインに興味がある方に質問します＞

１．ファームインを経営しようとするうえで障害はどのようなものがありますか？該当する番号に最

大３つまで○を付けてください。「その他」に該当する場合、その具体的な障害の内容をお書きく

ださい。

１ 資金面

２ 経営のノウハウ

３ 体験・宿泊客の確保

４ 農家の意識

５ 集落全体の意識

６ 景観の良し悪し 
７ 時間的余裕

８ 農業の将来への不安

９ 農村に魅力がない

１０ 特産品がない

１１ 料理技術の未熟

１２ その他 （

）

【設問１２】

ファームインを経営するためにはどのような支援策が必要とお考えですか？該当する番号に最大

３つまで○を付けてください。「その他」に該当する場合、その具体的な支援策をお書きください。

１ 低利資金の融資

２ 調和の取れた農村景観の形成のための指針 
３ 特産品の製造

４ 経営のノウハウの講習

５ 旅行会社との協力

６ 行政によるＰＲ

７ 農協によるＰＲ

８ 調理方法、素材調達のノウハウの提供

９ その他 （

）
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Ⅳ．《農村活性化について》

【設問１３】農村は元気だと思いますか？該当する番号の 1 つに○をつけてください。

１ 元気である ⇒ 設問１５

２ 元気ではない ⇒ 設問１３－１ 
３ どちらともいえない

４ 分からない

⇒ 設問１５

【設問１３－１】 
農村が元気ではないとお考えの人にお聞きします。元気がない原因について該当する番号に最

大３つまで○を付けてください。「その他」に該当する場合、その具体的な原因をお書きくだ

さい。

１ 農業の将来に対する不安

２ 人口の減少

３ 高齢化

４ 公共投資の減少

５ 行政の対応が不十分

６ 農村住民の意識が沈滞している

７ 農村に特徴がない

８ その他 （

）

【設問１４】農村を活性化させるためにはどのようなことが考えられますか？該当する番号から最大３

つまで○を付けてください。「その他」に該当する場合、その具体的な内容をお書きください。

１ 農業の多面的機能を発揮させる

２ 魅力ある農村景観の形成

３ 公共投資の増加

４ 農村住民の意識の高揚

５ 活性化させるための新たな事業を考える

６ 適切な行政対応

７ 新たな産業を興す 
８ 農業の将来に対する不安を減少させる

９ 都市と農村の交流を活発化させる

１０ 農業体験の実施

１１ ファームインの増加

１２ 地産地消の推進

１３ 農村における農産加工の推進

１４ その他 （

）

【設問１５】

あなたの農村活性化に対してご意見があればお聞かせください。



84

【設問１６】

あなたの農業の概要をお聞かせください。

１．農業経営形態。

該当する番号に○を付けてください。（複数回答可）

１ ２ ３ ４ ５

畑作 酪農 肉牛 野菜 その他（ ）

２．総作物作付面積、飼養頭数をお書きください。

畑作 ha 
飼料作 ha 総作付面積

その他（ ）ha
酪農―経産牛 頭

酪農―育成牛 頭

肉牛―肥育・育成牛 頭
飼養頭数

その他（ ）頭 

３．集落名をお書きください。

４．あなたの性別に該当する番号に○を付けてください。

１ ２

男性 女性

５．あなたの年齢に該当する番号に○を付けてください。

６．後継者の有無について，該当する番号に○を付けてください。

１ ２ ３

有 無 未定

アンケートの設問は以上です。

ご協力ありがとうございました。

１ ２ ３ ４ ５ ６

19 歳以下 20～29 歳 30～39 歳 40～49 歳 50～59 歳 60 歳以上



85

第 6 章 帯広・十勝の地域づくり・街づくり

1．中心市街地活性化の考え方と課題

戦後のわが国経済の発展は，一面では東京及び太平洋ベルト地帯への資本・人

材の集積の歴史であった。その結果，主要な経済・産業活動の不均衡が生じ，更

に情報集積の不均衡を生み，新たな経済・産業活動の集積・不均衡を発生させる

という，スパイラルが形成されていったと考えられる。

これに対して地方都市・周辺農村部からは人口の流出が止まらなかった。北海

道においても札幌及び札幌圏への人口集中が進むとともに周辺市町村の人口減少

が続いた。札幌以外で人口が増加している自治体はごくわずかでしかなく，それ

も隣接する市町村からの移転にすぎず，経済・産業の活性化に支えられたもので

ある例は少ない。

人口の流出は量的な指標であるが，質の面でも社会的な影響が大きい。つまり，

民間であれ公的部門であれ，一定レベルの社会サービスが提供されるためには，

市場としての一定程度の人口集積が必要である場合が多い。市場規模がその水準

に達していなければ，地方都市およびその周辺部には，高水準・高品質の社会サ

ービスを提供する主体が成立しにくく，地域住民のニーズは満たされないままに

なってしまう。

バブル経済崩壊以降，国の危機的財政状態もあり，地方分権に関する議論が本

格化してきた。これは国土のバランスのとれた発展，地方経済の自立という点で

は好機と言える。十分な議論を重ね，将来にわたって住み続けたいと思われるよ

うな魅力あふれる地域社会を描き，そこに到達するために道筋を示すことが課題

となっている。

十勝は帯広市を中心としてモノセントリック（単一中心的）な構造にあるとい

われている。つまり，十勝平野の中心部に位置する唯一の都市帯広市が，地域経

済，行政，文化等の中心的機能を担っている。その周辺部にわが国を代表する農

業地帯である十勝の農村部が展開している。更にその外縁部には豊かな自然が広

がっている。これらをふまえて十勝地域らしい地域づくりを構想するとき，重要

なのはそれぞれの地域の役割分担であり，それらをふまえたバランスのとれた地

域構造の構築であろう。

帯広市については，十勝地域の中心都市として都市的機能を果たすことが求め

られる。しかし実際は中心部の衰退，とくに中心商店街の衰退は著しく，文化的

な機能を十分果たしている状態にあるとは言い難い。また車社会として成り立つ

空間構造にあるが，高齢者をはじめとする交通弱者が容易に中心部にアクセスで

きる状態にはなく，この面でも改善が望まれる。

しかし帯広市の中心市街地の活性化は，単に中心部だけをいかにして活性化さ



86

せるかという視点だけでは不十分であり，帯広市周辺自治体を含めた郊外の発展

との有機的総合的構造をふまえつつ，中心部の役割を構想すべきであろう。

そうしたときに，中心部が果たさなければならない役割の一つは，その公共性

に関連するものである。つまりより効率的・効果的な行政機能発揮のためには，

中心部にある程度の公共機関が集中していることが望ましい。中心部の活性化に

さほど興味がなく，買い物を含めてほとんどが郊外で住む，もしくは十勝以外の

札幌などですませる住民によっては，中心部活性化に対して公的な支援・資金導

入がなされるのは必ずしも納得のいくものではないであろう。そうしたときに，

中心市街地における公共的役割をどれだけ強化し住民の理解を得られるかという

ことは非常に重要であろう。

更に中心部の活性化を住民の買い物行動との関連で理解した場合，期待される

役割は，レジャーとしての買い物を実現できる商店街づくりである。郊外に展開

するスーパーやショッピングモールは，ある程度購入品が定まっており，いかに

効率的にそれを購入するかという，時間効率性が求められる買い物行動である。

そのため自家用車を市場レベルにある駐車場にとめ，目的とする品物を購入する。

また場合によっては勤務先からの帰り道であることもあるから，より時間効率性

が求められる。

このような買い物行動に適合的な商業施設が郊外型量販店であり，その役割を

中心市街地の商店街が担うことはできない。このため郊外の量販店の展開を規制

することは，それを必要とする市民からの支持が得られるとは言えないであろう。

重要なことは中心市街地の商店街が，中心市街地の商店街でしか提供できない

サービスを提供するということであり，それがレジャーとしての買い物であると

考えられるのである。かつての，にぎやかであった帯広市中心部では，「よそ行き」

の服装をして週末に買い物をする客であふれていたという。それは帯広市の駅前

中心部で買い物をすること，もしくは買い物をしなくとも中心部に滞在すること

が，帯広市及びその周辺町村の住民にとってレジャーであったと考えられる。

今後，帯広市中心部活性化を構想する場合，市郊外との役割分担，中心部の公

共性，という諸点は十分に考慮しなければならないであろう。

2．先進国に見る対応

地方都市の中心市街地が衰退するという傾向はわが国だけの現象ではなく，先

進経済諸国に多く見られる。しかしそれに対して各国ともに様々な取り組みを通

して中心市街地の活性化を図り，公共的機能や住民サービスの維持を実現してい

る。  
英国ではわが国以上に大手量販転換の競争が激しく，市場の寡占化が進展して

いる。量販店の多くはナショナルブランドを扱うため，競争の方向が価格競争に
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向かいやすい。そのため中小の個店ではとうてい太刀打ちできない値引きが一般

化している。

しかし少なくない数の地方都市で中心部市街地衰退に一定の歯止めがかかって

おり，それに対して重要な役割を担っているのがシティーセンターマネジメント

という組織である。そこでは専従のマネージャーが雇われ中心部活性化のために

働いており，また他の都市のシティーセンターマネジメントとの横のつながりも

見られる。またこの取り組みを国レベルでも支援している。

いかに郊外に強力な量販店が展開しようとも，それと競合しないサービスを提

供することで中心市街地の商店街は生き延びることができると考えられる。それ

を企画していく組織と，一定の財政的支援が重要であることが言える。

3．地域活性化と農業の多面的機能

WTO 体制の中で，わが国農業政策における農家支援策が，生産刺激的な価格

支持政策から直接所得保障策に大きく転換する中で，農業の多面的機能が注目さ

れるようになった。これによって国民の農家所得直接支払いに対する理解を得る

必要が生じたのである。農畜産物の生産だけではなく，農業の，自然環境機能，

景観管理機能，保健休養機能，地域活性化機能，文化伝承機能などの多面的な機

能を発揮させる努力が，様々な点において農村地域の活性化に寄与するものと考

えられる。

農業の多面的機能について，十勝地域という地域性からとくに注目されるのが

景観管理機能である。農村景観については農業者の努力があってグリーンツーリ

ズムなどの観光にプラスの経済効果があったとしても，農業者に対して明確な対

価の支払いはされない。そのため農業者にあっては景観維持に対して積極的なイ

ンセンティブが働きにくい。

また景観は特定の農家が単独で取り組んでもさほど効果はなく，農村地域全体

で取り組むことによって良好な状態の創造・維持の効果が相乗的に増していく。

これらの点をふまえていかにして農業者に農業の多面的機能発揮のインセンティ

ブを与えるのかが重要な課題となるのである。

この点に関するわれわれのアンケート調査では，農村景観を維持するのはあく

までも農業者の取り組みが重要であると農業者自身が認識しているのであるが，

しかし農業の将来見通しが不確かな状況では，その取り組みは必ずしも十分なも

のにはなっていないという点が明らかになった。

4．帯広・十勝の地域づくり・街づくりのために

十勝地域において，周辺農村地帯の住民に都市的サービスを提供するのが，中
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心都市としての帯広市の重要な役割であるといえる。他方，帯広市民のグリーン

ツーリズムにたいする需要への対応や，保健休養サービスの提供，景観の維持な

どは，周辺農村地帯の重要な役割であろう。

以上のような点から考えると，帯広・十勝の地域づくり・街づくりを考える場

合，その重要なキーワードは，地域循環であり住民参加であると考えられる。

帯広市の商業活動は，郊外型量販店と中心部の商店街がともに競い合いつつ，

異なるサービスを住民に提供することが求められる。その際，経済圏は自治体の

枠組みに収まるものではなく，帯広市とそれに隣接する町村間で一体的に整備し

て行くことが求められるであろう。

また中心市街地の公共的機能という点では，地域住民が容易に中心部にアクセ

スできることが望ましい。その点では郊外と中心部を巡回するコミュニティバス

の運行や，さらには中心部において年齢や家族構成・職業などが異なる住民が自

ら協力しあいながら生活するコレクティブハウス建設が今後の重要な課題になる

可能性がある。

周辺農村部にあっても，十勝の豊かな食材と自然景観をいかした地域づくりが

求められる。その際にもやはり中心的な担い手は地域の農業者自身であることが

重要であろう。そうすることによって農業の多面的機能が地域に根付くことにな

り，また農家に対する直接所得保障策に対する非農業者の理解も得やすい。

十勝の自然や豊かな食にあこがれて多くの観光客が十勝にやってくる。彼らへ

の対応はむろん重要であるが，それと同等かそれ以上に，十勝地域住民にたいす

る観光サービスは重要であると考えられる。それは，観光客数は景気の変動に左

右されやすいという面があり，市場として安定しにくいからである。地域住民の

需要は景気変動を受けないということではないが，例えば帯広市民が週末に郊外

に出かけ，グリーンツーリズムを楽しむ，もしくは農村部住民が週末に帯広に訪

れ，買回品のショッピングを楽しむというのは，本州府県からの観光から比較す

るとより日常生活に近いものであり，市場として安定していると考えられる。こ

のような意味でも地域住民を意識した地域づくり。街づくりが求められるのであ

り，地域循環的な経済構造を構築して行くことが安定的で魅力的な社会形成に寄

与するものと考えられる。

参考文献

[1]中心市街地活性化研究会編集「中心市街地活性化戦略―地球環境時代の都市像

を求めて―」ケイブン出版，1998 年 9 月

[2]日本政策投資銀行「海外の中心市街地活性化―アメリカ・イギリス・ドイツ

18 都市のケーススタディ―」，ジェトロ，2000 年 5 月

[3]坂本和昭「北の屋台繁盛記」，有限会社プロット，2005 年 7 月



89

[4]東洋大学帯広・十勝調査団「十勝繚乱集」，2005 年 12 月

[5]矢作弘「地域と商業」マルシェノルド (開発こうほう増刊 /地域経済レポート )
第 3 号， (財 )北海道開発協会，pp.1-6 

[6]「データで見る北海道商業」マルシェノルド (開発こうほう増刊 /地域経済レポ

ート )第 3 号， (財 )北海道開発協会，pp.14-17 
[7]“Town Centre Management Strategy” Wimbledon Morden Colliers Wood 

Mitcham 
[8]「まちづくり三法の見直しについて」全国中小企業団体中央会，平成 16 年 11

月 4 日


